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論
文
要
旨
﹈

安
南
日
越
外
交
文
書
の
国
書
に
つ
い
て

文
書
様
式
を
中
心
に

藤
田
励
夫

は
じ
め
に

❶
安
南
日
越
外
交
文
書
に
お
け
る
国
書
に
つ
い
て

❷
鄭
氏
か
ら
の
国
書

❸
広
南
阮
氏
か
ら
の
国
書

❹
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
な
か
の
安
南
国
書

お
わ
り
に

本
報
告
で
取
り
扱
う
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
時
代
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
に
は
大

越
が
あ
り
、
黎
朝
の
皇
帝
が
ハ
ノ
イ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
皇
帝
に
は
実
権
が
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
北

部
で
は
鄭
氏
、
中
南
部
で
は
広
南
阮
氏
が
黎
氏
を
名
目
上
の
皇
帝
に
い
た
だ
き
な
が
ら
実
質
支
配
を

行
っ
て
い
た
。
両
氏
と
も
対
外
的
に
は
自
国
を
安
南
国
と
称
し
、
我
が
国
と
も
そ
れ
ぞ
れ
文
書
を
往

復
し
交
易
を
行
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
特
異
な
形
状
の
花
押
印
を
捺
し
た
も
の
も
多
い
。
同
じ
漢
字
文
化
圏
の
文

書
の
中
で
も
、
そ
れ
ら
の
形
状
は
一
際
目
を
引
く
も
の
で
あ
る
。
既
発
表
の
拙
稿
で
は
、
安
南
か
ら

送
ら
れ
た
文
書
だ
け
を
対
象
と
し
て
各
通
を
分
類
し
て
そ
の
様
式
論
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

本
稿
で
は
、こ
の
よ
う
な
文
書
様
式
が
成
立
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
外
交
文
書
の
な
か
で
も
国
家
間
の
や
り
取
り
に
用
い
ら
れ
た
国
書
三
十
通

を
分
析
対
象
に
し
て
、
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
漢
字
文
化
圏
の
文
書
体
系
の
中
に
安
南
文
書
を
位

置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

国
書
三
十
通
は
、
発
給
者
に
よ
り
鄭
氏
と
広
南
阮
氏
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
差
出
と
充

所
の
関
係
で
整
理
す
る
と
、
A
国
主
か
ら
国
主
充
、
B
国
主
か
ら
臣
下
充
、
C
臣
下
か
ら
国
主
充
、

D
臣
下
か
ら
臣
下
充
、
E
国
主
か
ら
国
充
の
五
つ
に
分
類
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
一
通
ず
つ
読
み
解
き

な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

結
論
と
し
て
、
安
南
の
国
書
は
、
東
ア
ジ
ア
で
通
用
し
て
い
る
書
式
外
交
文
書
と
い
え
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
多
く
が
奥
上
に
「
書
」
を
大
字
で
表
す
と
い
う
様
式
も
、
東
ア
ジ
ア
で
多
用
さ

れ
た
文
書
様
式
の
一
類
型
と
い
え
よ
う
。
特
異
な
形
態
の
花
押
印
な
ど
か
ら
、
一
見
す
る
と
際
だ
っ

た
様
式
に
み
え
る
安
南
の
国
書
で
あ
る
が
、
大
枠
で
は
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
常
識
的
な
国
書
の

様
式
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
安
南
、
国
書
、
東
ア
ジ
ア
、
国
際
比
較
、
文
書
様
式
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は
じ
め
に

本
稿
で
取
り
扱
う
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
時
代
、
現
在
の
ベ
ト

ナ
ム
に
は
大
越
が
あ
り
、
黎
朝
の
皇
帝
が
ハ
ノ
イ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
皇
帝
に
は

実
権
が
な
く
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
で
は
鄭
氏
、
中
南
部
で
は
広
南
阮
氏
が
黎
氏
を
名
目

上
の
皇
帝
に
い
た
だ
き
な
が
ら
実
質
支
配
を
行
っ
て
い
た
。
両
氏
と
も
対
外
的
に
は

自
国
を
安
南
国
と
称
し
、
我
が
国
と
も
そ
れ
ぞ
れ
文
書
を
往
復
し
交
易
を
行
っ
て
い

た
。日

本
と
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
と
の
書
簡
の
往
復
は
、
弘
定
二
年
（
一
六
〇
一
）
五

月
五
日
付
け
の
阮
潢
か
ら
豊
臣
秀
吉
充
と
寺
沢
正
成
充
の
文
書
（
2
・
3
、
表
1　

日
越
間
国
書
一
覧
の
番
号
、
以
下
同
。
な
お
、
こ
の
番
号
は
拙
稿
①
「
安
南
日
越
外

交
文
書
集
成
）
1
（

」
の
番
号
を
踏
襲
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
扱
わ
な
い
文
書
は
一
覧
で

は
欠
番
に
な
っ
て
い
る
。）
が
最
初
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
、
そ
れ
を
十
年
遡
る

光
興
十
四
年
（
一
五
九
一
）
閏
三
月
二
十
一
日
付
け
の
安
南
国
副
都
堂
福
義
侯
阮
か

ら
「
日
本
国
〇
国
王
」
に
充
て
た
書
簡
（
1
）
が
発
見
さ
れ
）
2
（

、
十
六
世
紀
に
は
す
で

に
安
南
か
ら
書
簡
が
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
と
日
本
の
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
①
「
安
南
日
越
外
交

文
書
集
成
」
に
知
り
う
る
範
囲
の
安
南
文
書
六
十
二
通
を
集
成
し
、
さ
ら
に
拙
稿

②
「
安
南
日
越
外
交
文
書
の
古
文
書
学
的
研
究
」
に
お
い
て
様
式
分
類
を
行
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
）
3
（

。
そ
の
方
法
は
、
安
南
文
書
に
つ
い
て
、
原
本
が
現
存
す
る
場
合
は
原

本
、
原
本
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
り
、
す
で
に
失
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

写
真
、
影
写
本
、
写
な
ど
、
な
る
べ
く
原
本
に
近
い
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
探
し
て

検
討
対
象
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
は
、
特
異
な
形
状
の
花
押
印
を
捺
し
た
も
の

も
多
く
、
同
じ
漢
字
文
化
圏
の
文
書
の
中
で
も
、
そ
れ
ら
の
形
状
は
一
際
目
を
引
く

も
の
で
あ
る
。
既
発
表
の
拙
稿
で
は
、
安
南
か
ら
送
ら
れ
た
文
書
だ
け
を
対
象
と
し

て
各
通
を
分
類
し
て
そ
の
様
式
論
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
文
書
様
式
が
成
立
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。　
　

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
外
交
文
書
の
な
か
で
も
国
家
間
の
や
り
取
り
に
用
い
ら
れ

た
国
書
を
分
析
対
象
に
し
て
、
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
漢
字
文
化
圏
の
文
書
体
系

の
中
に
安
南
文
書
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

第
一
章
で
は
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
国
書
の
範
囲
に
つ
い
て
説
明
を
加
え

る
。
第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
国
書
三
十
通
に
つ
い
て
、
一
通
ず
つ
読
み

解
き
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
煩
雑
に
は
な
る
が
、
本
稿
で
考
察
の
対
象

と
す
る
全
三
十
通
の
本
文
と
書
き
下
し
文
を
掲
げ
た
）
4
（

。
書
き
下
し
文
で
は
本
文
を
中

心
に
し
、
封
ウ
ハ
書
や
年
号
月
日
以
降
の
記
述
等
は
略
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
章

で
は
、
安
南
国
書
の
様
式
に
つ
い
て
東
ア
ジ
ア
の
文
書
様
式
の
中
に
位
置
づ
け
る
試

み
を
行
う
。

❶
安
南
日
越
外
交
文
書
に
お
け
る
国
書
に
つ
い
て

本
稿
で
特
に
国
書
を
分
析
対
象
と
し
た
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
既
知
の
安
南
日

越
外
交
文
書
六
十
二
通
の
な
か
で
、
筆
者
が
国
書
に
分
類
す
る
文
書
が
約
半
数
の

三
十
通
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
安
南
の

外
交
文
書
の
様
式
分
類
を
行
っ
た
拙
稿
②
に
お
い
て
、
書
に
分
類
し
た
二
十
五
通
の

う
ち
二
十
通
を
含
ん
で
い
る
。
安
南
の
外
交
文
書
の
様
式
分
類
で
は
、
現
存
文
書
や

写
か
ら
書
、
示
、
暁
示
、
令
旨
、
憑
、
給
憑
、
繳
に
分
類
し
た
。
こ
の
分
類
は
、
主

に
各
文
書
奥
上
に
大
字
で
押
印
ま
た
は
筆
写
さ
れ
た
「
書
」、「
示
」
等
の
文
字
を
指

標
に
し
て
お
こ
な
っ
た
も
の
で
、
書
の
二
十
五
通
は
最
多
で
あ
る
。
書
は
そ
の
内
容

か
ら
も
書
簡
と
い
え
る
も
の
で
、
書
出
や
書
止
に
も
「
書
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
本
稿
で
国
書
と
し
た
文
書
の
う
ち
、
書
の
様
式
に
分
類

さ
れ
な
い
十
通
に
つ
い
て
も
、
内
容
か
ら
書
簡
と
い
え
る
も
の
が
八
通
あ
り
、
文
書

名
は
「
書
簡
」
あ
る
い
は
「
書
簡
写
」
と
し
た
。
残
る
二
通
は
暁
示
様
式
に
分
類
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
先
に
拙
稿
①
で
集
成
し
た
六
十
二
通
の
安
南
の
外
交
文

書
の
う
ち
で
国
書
に
含
ま
れ
な
い
文
書
は
、
交
易
に
関
連
し
て
商
人
に
充
て
ら
れ
た
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文
書
が
多
い
。

第
二
に
、
国
書
は
他
国
へ
充
て
る
も
の
で
あ
り
、
異
文
化
を
有
す
る
相
手
方
の
理

解
を
得
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
漢
字
文
化
圏
内
に
お
け
る
共
通
性
を
有
す
る
と
共
に

安
南
の
独
自
性
が
同
居
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
書
に
つ
い
て
、

古
代
の
外
交
文
書
で
は
鈴
木
靖
民
ほ
か
編
『
訳
註　

日
本
古
代
の
外
交
文
書
）
5
（

』
が
あ

る
。
ま
た
、
室
町
時
代
の
外
交
文
書
を
収
め
た
『
善
隣
国
宝
記
』
と
、
そ
れ
以
降
か

ら
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
ま
で
の
外
交
文
書
を
収
め
た
『
続
善
隣
国
宝
記
』
に
訳

註
を
施
し
た
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料　

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
）
6
（

』

が
あ
る
。
こ
れ
ら
先
学
に
よ
る
財
産
に
よ
っ
て
、
日
本
と
諸
外
国
と
の
間
で
遣
り
取

り
さ
れ
た
国
書
に
つ
い
て
、
容
易
に
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
十
五
世
か
ら
十
九
世
紀
の
各
国
間
の
国
書
を
研
究
対
象
に
し
た
松
方
冬

子
編
『
国
書
が
む
す
ぶ
外
交
』
が
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
、
研
究
が
深
ま
っ
て
い

る
。
松
方
氏
は
総
論
に
お
い
て
「
本
書
で
は
、
国
書
を
（
史
料
用
語
と
は
区
別
さ
れ

る
）
分
析
概
念
と
し
て
用
い
る
。
当
面
は
、「
国
主
か
ら
国
主
へ
の
手
紙
」
の
意
と

し
て
お
く
。」
と
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。

本
稿
で
は
国
書
の
概
念
を
広
げ
て
、
国
家
間
の
意
思
疎
通
の
た
め
に
送
ら
れ
た
文

書
に
つ
い
て
は
国
書
に
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
つ
ま
り
、
臣
下
か
ら
国
主

充
、
国
主
か
ら
臣
下
充
の
文
書
等
で
あ
っ
て
も
、
国
家
間
で
何
ら
か
の
案
件
を
取
り

交
わ
し
た
文
書
は
す
べ
て
国
書
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
1
、
23
、
25
の
よ

う
に
安
南
国
の
乂
安
の
有
力
者
が
日
本
国
王
へ
充
て
た
文
書
や
、
11
、
20
、
28
の
よ

う
に
阮
潢
か
ら
加
藤
清
正
等
へ
充
て
た
文
書
は
、
一
地
方
と
国
と
の
遣
り
取
り
と
も

言
え
る
が
、
本
文
中
に
「
両
国
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
（
1
、
23
、
11
、
20
、
28
）、

両
国
と
い
う
文
言
の
な
い
25
も
23
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
文
書
な
の
で
、
考
察
の
対

象
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

「
国
主
か
ら
国
主
へ
の
手
紙
」
の
範
疇
を
超
え
て
国
書
の
範
囲
を
設
定
し
た
の
は
、

安
南
文
書
を
概
観
す
る
と
、
文
書
を
遣
り
取
り
す
る
際
の
敵
礼
関
係
に
つ
い
て
、
ほ

と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
差

出
、
充
所
が
国
主
で
あ
る
こ
と
に
限
定
す
る
と
重
要
な
史
料
を
考
察
か
ら
外
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
国
書
の
範
疇
を
広
げ
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

国
書
の
差
出
に
注
目
す
る
と
、
鄭
氏
発
給
文
書
の
場
合
は
鄭
氏
当
主
の
ほ
か
、
臣

下
か
ら
の
も
の
が
多
い
。
一
方
、
広
南
阮
氏
発
給
文
書
は
、
全
て
広
南
阮
氏
当
主
の

発
給
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
差
出
と
充
所
の
関
係
で
整
理
す
る
と
、
A
国
主
か
ら

国
主
充
、
B
国
主
か
ら
臣
下
充
、
C
臣
下
か
ら
国
主
充
、
D
臣
下
か
ら
臣
下
充
、
E

国
主
か
ら
国
充
の
五
つ
に
分
類
で
き
る
。
国
充
の
文
書
と
は
、
充
名
と
し
て
「
日
本

国
」
と
表
示
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

国
書
三
十
通
の
う
ち
、
鄭
氏
か
ら
の
国
書
は
六
通
で
あ
り
、
A
二
通
（
38
、
41
）、

C
三
通
（
1
、
23
、
25
）、
D
一
通
（
36
）
で
あ
る
。
広
南
阮
氏
か
ら
の
国
書
は

二
十
三
通
で
あ
り
、
A
八
通
（
2
、
5
、
7
、
12
、
17
、
30
、
43
、
55
）、
B
十
二

通
（
3
、
11
、
13
、
20
、
28
、
29
、
34
、
35
、
56
、
57
、
58
、
59
）、
E
三
通
（
14
、

16
、
49
）
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
鄭
氏
か
ら
か
広
南
阮
氏
か
ら
か
不
明
の
も
の
が
D

一
通
（
31
）
あ
る
。

な
お
、
近
年
、
蓮
田
隆
志
・
米
谷
均
両
氏
に
よ
る
「
近
世
日
越
通
交
の
黎
明
）
8
（

」
が

発
表
さ
れ
、
本
稿
で
扱
う
国
書
の
一
部
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
指
摘
が
な

さ
れ
た
（
以
下
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
「
黎
明
」
と
省
略
す
る
。）。
そ
れ
ぞ
れ
、
本

文
中
の
関
係
す
る
箇
所
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

❷
鄭
氏
か
ら
の
国
書

第
一
節
Ａ
国
主
か
ら
国
主
充

38

一
六
二
四
年
五
月
二
〇
日
　
安
南
国
清
都
王
鄭

書
簡
写

『
異
国
日
記
』
に
拠
る

（
句
点
は
『
異
国
日
記
』
に
付
さ
れ
た
通
り
に
表
し
た
。
書
き
下
し
文
と
異
な
る

箇
所
も
あ
る
。）
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朱印印文　位置 大字 横線 花押 原本
史料 参考文献

異国
日記

外蕃
通書

外蕃
書翰

安南紀
略藁

異国来
翰認

異国
出契

通航
一覧 その他

□□□□之印　
年号二字目 書 有 有 九州国立博物館所蔵 ― ― ― ― ― ― ― ― 物語

鎮守将軍之印　
年号二字目 書 有 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― ― ― ○ ○ ○ 171 歴朝要紀、方策新編、
外国書翰 岩生（6）

鎮守将軍之印　
年号二字目 書 有 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― 72 ○ ○ ○ ○ 171 歴朝要紀、方策新編、
古文書録 史料綜覧11P，310

鎮守将軍之印　
年号三字目 無 無 無 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 － 73－74 ○ ○ ○ ○ 171 歴朝要紀 史料12－1，P589－591

不詳 不詳 不詳 不詳 讃岐・揚氏原蔵 ― ― ― ― ― ― ― 歴朝要紀 史料12－2，P555－
556

不詳 不詳 不詳 不詳 ― ― ― ― ― ― ― ― 江雲随筆 岩生（8）

鎮守将軍之印　
年号三字目 書 無 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― 76 ○ ○ ○ ○ 171 歴朝要紀 史料12－3，P557－
558

（外郭のみ）　　
年号三字目 書 有 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― 76－77 ― ― ○ ○ 171 歴朝要紀 史料12－3，P559－
560

總鎮将軍之印（二面
あり）本文次行下及
び年号二字目

暁示 有 有 相国寺心華院旧蔵異国
書翰屏風 ― 78－79 ○ ○ ○ ○ 174 歴朝要紀 史料12－4，P357－

358

總鎮将軍之印　
年号三字目 暁示 有 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― 79 ○ ○ ○ ○ 174 歴朝要紀、方策新編、
古文書録

史料12－4，P358－
359

鎮守将軍之印　
年号二字目 書 無 有 相国寺心華院旧蔵異国

書翰屏風 ― 79－80 ○ ○ ○ ○ 172 歴朝要記 史料12－4，P351－352

鎮守将軍之印　
年号二字目 無 無 無 本妙寺所蔵 ― ― ― ― ― ○ ― ― 史料12－6，P23，岩生

（10），物語

（外郭のみ）　　
年号四字目 文書 不詳 不詳 ― 上22、

下106 81‒82 ― ― ― ― 174 歴朝要紀、鷹見泉石
関係資料 史料12－7,P312－314

（外郭のみ）　　
年号四字目 文書 不詳 不詳 ―

上21、
下105、
107

80－81 ― ― ― ― 174 歴朝要記 史料12－7，P311－312

鎮守将軍之印　
年号二字目 書 有 有 本妙寺所蔵 ― ― ― ― ― ― ― ― 史料12－7，P890－891，

岩生（12），物語

鎮守将軍之印　
年号二字目 書 有 有 宗教法人桑名宗社（春日

神社）所蔵 ― ― ― ― ― ― ― ― 史料12－21，P294－
295，岩生（13），物語

（外郭のみ）　
年号二字目 書 有 有 ― 上64 84 ― ― ― ― 172 ― 史料12－14，P592－

593
（外郭のみ）　
年号二字目 不詳 不詳 不詳 ― ― ― ― ― ― ― ― 『日本外志』所載「半

舫斎日鈔」 岩生（17）

（外郭のみ）　　
年号三字目 書 有 有 ― 上30 85 ― ― ― ― 172 ― 史料12－29，P700－

701

（外郭のみ）　　
年号三字目 書 有 有 ― 上31･32 85－86 ― ― ― ― 172 ― 史料12－29，P701－

702
□□□□之印　
年号二字目 書 有 有 ― ― 87 ○ ― ― ― ― ― ―

安南都統使司之印　
年号二字目 無 無 無 ―

上102，
上110，
下94

89－90 ― ○ ― ― 172 鷹見泉石関係資料、
江雲随筆 ―

不詳 無 無 無 ― 上122 92 ― ― ― ― 172 ― ―

不詳 書 無 無 ― 下108 92－93 ― ― ― ― 172 ― ―

不詳 無 無 無 ― 下131 94 ― ― ― ― ― ― ―

不詳 書 不詳 有 長崎立山奉行所旧蔵 ― 95－96 ― ○ ― ― 172 華夷變態 ―

總鎮将軍之印　
年号三字目 書 有 有 長崎立山奉行所旧蔵 ― 96 ○ ○ ― ― 174 華夷變態 ―

總鎮将軍之印　
年号三字目 書 有 有 長崎立山奉行所旧蔵 ― 96－97 ○ ○ ― ― 174 華夷變態 ―

不詳 書 不詳 有 ― ― 99 ― ― ― ― 177 華夷變態 ―

不詳 書 不詳 有 ― ― 99 ― ― ― ― 177 華夷變態 ―

 史料： 安南外交文書を収めた史料。『異国日記』の上下と数字は，『影印本異国日記』（東京美術，1989 年）に示された上下巻の別と丁数。
『外蕃通書』の数字は『近藤正齋全集』第一の頁数。『通航一覧』の数字は巻次。

【参考文献】 物語：九州国立博物館特別展図録『ベトナム物語』2013 年
 史料：『大日本史料』
 岩生：岩生成一「日本南方諸国往復書翰　補遺」『南島史学』1，1972 年
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番号 鄭阮 様式 差出
充所 年月日 西暦 名称 書出① 書出② 充所 充所 書止

1 鄭 書 C 光興十四年閏三月
二十一日 1591 安南国副都堂福義侯阮書簡

安南国副都堂福義侯阮（一字
下） 粛書 平出 日本国○国王座下 茲書

2 阮 書 A 弘定二年五月初五日 1601 安南国天下統兵都元帥阮潢書簡写 安南国天下統兵都元帥瑞国公 致書于 平出 日本国兄大相国秀吉公
（豊臣秀吉） 茲書

3 阮 書 B 弘定二年五月初五日 1601 安南国天下統兵都元帥瑞国公阮潢書簡写 安南国天下統兵都元帥瑞国公 玆屢蒙 平出 （寺沢）正成公 茲書

5 阮 ― A 弘定四年五月十九日 1603 安南国大都統阮潢書簡写 安南国大都統瑞国公阮 敬書 平出 日本国内大宰執原王殿
下（徳川家康）

使両国相親之厚、百年
至于千万年必矣

7 阮 ― A 弘定五年五月十一日 1604 安南国大都統瑞国公阮潢書簡写
安南国大都統瑞国公（二字
下ヵ） 報章 平出ヵ 日本国王殿下 王其鑒焉

11 阮 ― B 弘治（定ヵ）六年四
月二十三日 1605 安南国大都統阮潢書簡写 安南国大都統瑞国公 謹致書 平出ヵ 日本国刺史豊富座下 至矣必矣

12 阮 書 A 弘定六年五月初六日 1605 安南国大都統阮潢書簡写 安南国大都統瑞国公 啓 平出 日本国源王殿下 謹啓

13 阮 書 B 弘定六年五月初六日 1605 安南国大都統阮潢書簡写 安南国大都統瑞国公 報書 平出 日本国本多上野介正純　
幕下 書不尽言、至矣必矣

14 阮 暁示 E 弘定 年肆月拾五日 1606 天南国端国公阮潢曉示写
天南国欽差雄義営副都将行
下順化広南等処太尉端国公
（台頭）

為暁示
日本国
客商事

― 日本国（封筒ウハ書に
よる）

暁辞所至、爾等咸使聞
知、須至曉示者

16 阮 暁示 E 弘定 年伍月初捌日 1606 天南国端国公阮潢曉示写
天南国欽差雄義営副都将行
下順化広南等処太尉端公（台
頭）

為暁示
日本国
客商事

― （日本国ヵ） 暁辞所至、咸使聞知、須
至暁示者

17 阮 書 A 弘定 年五月拾参日 1606 安南国大都統阮潢書簡写 安南国大都統瑞国公 敬回翰 平出 日本国本主一位源家康
王殿下 至矣

20 阮 ― B 弘定拾年五月拾 日 1609 安南国大都統官阮潢書簡 安南国大都統瑞公 敬書于 平出 日本国加藤肥後守平清
正貴翁座右 至矣必矣

23 鄭 書 C 弘定十一年二月
二十日 1610 安南国広冨侯書簡写 安南国揚武威勇功臣錦衣衛

署衛事 馬都尉廣冨侯臺下
裁採文
書、冒賚
達

台頭 日本国国王殿下 謹備文書

25 鄭 書 C 弘定拾壱年肆月初
三日 1610 安南国舒郡公書簡写

安南国老中軍都督府右都督
兼知太医院掌院事舒郡公臺
下

裁採文
書、昌達 平出 日本国々王殿下 書不尽言、謹具

28 阮 書 B 弘定十一年五月
二十四日 1610 安南国大都統官阮潢書簡 安南国大都統官 書達于 平出 日本国加慈肥後寺清王

閣下 茲書

29 阮 書 B 弘定拾弐年五月初
陸日 1611 安南国大都統阮潢書簡 安南国大都統 粛書達

于 平出 日本国長崎監軍長谷川
左兵衛丞藤広座右 於是乎書

30 阮 書 A 弘定十五年五月初
八日 1614 安南国大都統阮福源書簡写 安南国大都統 粛書達

于 平出 日本国王殿下 茲書

31 ― D 弘定十六年六月初
七日 1615 安南国総鎮官弘公書簡写 安南国総鎮官弘公 手書寄 平出ヵ 探日本国長谷川左兵衛

官（藤広） 茲書

34 阮 書 B 弘定十九年五月初
四日 1618 安南国大都統阮福源書簡写 安南国大都統 書于 台頭 日本国柱国本多上総介

（上野介正純）麾下 原亮不恭

35 阮 書 B 弘定十九年五月初
四日 1618 安南国大都統阮福源書簡写 安南国大都統 書于 二字台

頭
日本国柱国土井大炊助
（利勝）麾下 茲書恭肅

36 鄭 書 D 弘定弐拾年肆月拾
日 1619 安南国華郡公書簡写 安南国布政都堂右府華郡公 拝書 二字台

頭
大邦日本国奉行大人麾
下 此瞻仰之至者

38 鄭 ― A 永祚六年五月二十
日 1624 安南国清都王鄭 書簡写 安南国王／大元帥統国政清都王（「大」字台頭） ― 文中

日本国主。淳和奨覚大
政大臣日本大将軍源家
光

筆不尽詞、真心茲寄

41 鄭 ― A 永祚九年五月
二十二日 1627 安南国清都王鄭 書簡写 安南国元帥統国政清都王（台頭） 手書達 平出カ

日本国淳和奨学両院別
当氏長者征夷大将軍源
家光

茲計開

43 阮 書 A 永祚十年四月
二十五日 1628 安南国都統官阮福源書簡写 安南国都統官 敬書奉

于 平出 日本国々王殿下 茲書

49 阮 ― E 永祚拾肆年陸月初
肆日 1632 安南国王都統領徳大尊公阮福源書簡写 安南国王都統領徳大尊公 申 文中 日本国 一乞望恩事

55 阮 書 A 正和 年陸月拾参
日 1688 安南国王阮福 書簡写 安南国王 恭書 平出ヵ 日本国大国王殿下 今書

56 阮 書 B 正和 年陸月拾参
日 1688 安南国王阮福 書簡写 安南国国王（台頭） 粛書于 台頭 日本国 崎鎮守王閣下

（長崎奉行） 今書

57 阮 書 B 正和 年陸月拾参
日 1688 安南国王阮福 書簡写 安南国国王（台頭） 達書于 台頭 日本国 崎宮保文官閣

下（長崎奉行） 今書

58 阮 書 B 正和拾伍年閏五月
拾弐日 1694 安南国王阮福 書簡写 安南国国王 達書于 台頭 日本貴国長崎鎮守王閣

下（長崎奉行） 茲書

59 阮 書 B 正和拾伍年閏伍月
弐拾弐日 1694 安南国王阮福 書簡写 安南国国王 達書于 台頭 日本貴国長崎鎮守王閣

下（長崎奉行） 茲書

【凡例】 鄭阮：鄭氏側の発給文書は鄭，阮氏側の発給文書は阮とした。いずれとも判明しない場合は空欄とした。
 大字・横線・花押：無いと判断できる場合は無，有無が分からない場合は不詳とした。
 原本： 現在所蔵している場合は所蔵，過去に所蔵していたが現在は所蔵しているかどうか分からない場合は原蔵，過去に所蔵していたが

現在は所蔵していない場合は旧蔵とした。

表1　日越間国書一覧
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※
底
本
の
改
行
が
原
本
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
場
合

は
、「
／
」
で
改
行
箇
所
を
示
し
た
。
台
頭
、
平
出
等
の
箇
所
は
、
追
い
込

ま
ず
に
底
本
と
お
り
と
し
た
場
合
も
あ
る
。
以
下
同
。

安
南
国
王

大
元
帥
統
国
政
清
都
王
。
為
建
新
本
国
。
恢
復
中
興
。
土
宇
版
章
。
都
帰
一
統
。
四

方
隣
国
。
／
和
好
相
交
。
恵
沢
仁
施
。
各
成
大
義
。
茲
年
夏
節
。
見
日
本
貴
国
。

艚
長
號
角
蔵
、
／
號
末
𠮷
。
等
共
弐
艚
到
国
買
売
。
我
志
欲
親
於
大
。
不
在
於
小

商
乃
究
問
詳
言
。
聞
／
日
本
国
主
。
年
春
方
長
。
性
徳
寛
賢
。
我
欲
結
為
兄
弟
之

邦
。
仁
義
道
愛
。
先
以
正
／
義
名
為
始
。
相
交
本
国
。
所
産
貴
財
。
茲
我
有
密
物

宝
枕
壱
件
。
真
金
所
作

両
。
真
／
琦
南
参
拾
捌
両
。
付
艚
長
角
蔵
末
𠮷
等
領
回
。

寄
与
日
本
国
主
。
淳
和
奨
覚
大
政
大
臣
／
日
本
大
将
軍
源
家
光
為
信
。
結
千
年
之

義
。
勿
爽
毫
厘
。
其
日
本
国
主
。
有
敬
愛
之
／
心
。
慕
貴
貨
之
意
。
願
来
年
又
寄
。

日
本
甚
好
剣
拾
柄
。
𠤎
刀
拾
柄
。
細
腰
刀
拾
柄
。
以
／
為
本
国
。
上
々
最
好
之
美

物
。

各
異
貨
。
付
与
艚
長
角
蔵
末
𠮷
等
艚
。
将
来
本
国
。
／
或
答
義
若
干
。
或

交
易
安
南
貴
産
若
干
。
我
再
答
還
如
情
所
寄
。
海
程
万
里
。
視
一
心
同
。
／
義
結
。

兄
弟
。
絲
毫
不
爽
。
信
情
如
此
。
大
義
千
年
。
義
本
財
末
以
声
名
於
両
邦
。
筆
不

／
尽
詞
。
真
心
茲
寄

（
朱
印
影
）

「
安
南
都
統
使
司
之
印
）
9
（

」

永
祚
六
年
五
月
二
十
日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
王　

大
元
帥
統
国
政
清
都
王
、新
た
に
本
国
を
建
て
ん
が
た
め
恢
復
中
興
し
、

土
宇
版
章
は
都す
べ

て
一
統
に
帰
す
。
四
方
の
隣
国
と
和
好
し
て
相
ひ
交
は
り
、
恵
沢
・

仁
施
は
各
お
の
大
義
を
成
す
。
茲
の
年
の
夏
節
に
日
本
貴
国
艚
長
號
角
蔵
・
號
末
吉

等
共
の
弐
艚
、国
に
到
り
て
買
売
す
る
を
見
る
。
我
が
志
は
大
に
親
し
ま
ん
と
欲
し
、

小
商
に
在
ら
ず
。
乃す
な
はち
詳
言
を
究
問
す
れ
ば
、
聞
く
、「
日
本
国
主 

年
春
方ま
さ
に
長
じ
、

性
徳
寛
賢
な
り
、」
と
。
我
結
び
て
兄
弟
の
邦
た
ら
ん
と
欲
す
。
仁
義
・
道
愛
は
先

ず
義
と
名
を
正
す
を
以
て
始
め
と
為
す
。
本
国
に
産
す
る
所
の
貴
財
を
相
ひ
交
へ
ん

と
し
、
茲す
な
はち
我 

密
物
の
宝
枕
壱
件
・
真
金
所
作

両
・
真
琦
南
参
拾
捌
両
を
有た
も
つ
。

艚
長
角
蔵
・
末
吉
等
に
付
し
て
領
回
せ
し
め
、
日
本
国
主
淳
和
奨
学
大
政
大
臣
日
本

大
将
軍
源
家
光
に
寄
与
し
て
信
と
為
す
。
千
年
の
義
を
結
び
、
毫
厘
も
爽た
が

う
こ
と
勿

か
ら
ん
。
其
れ
日
本
国
主
敬
愛
の
心
有
り
て
、
貴
貨
の
意
を
慕
は
ば
、
願
は
く
は
、

来
年
又
た
、日
本
の
甚
だ
好
き
剣
拾
柄
・
𠤎
刀
拾
柄
・
細
腰
刀
拾
柄
を
寄
せ
ん
こ
と
を
。

以お
も
へ為

ら
く
、
本
国 

上
々
最
好
の
美
物

び
に
各
お
の
異
貨
も
て
艚
長
角
蔵
・
末
吉

等
の
艚
に
付
与
す
と
。
将も

し
本
国
へ
来
た
り
て
、
或
い
は
若
干
を
答
義
し
、
或
い
は

安
南
貴
産
若
干
を
交
易
せ
ば
、
我
情
の
寄
す
所
の
ご
と
く
再
び
答
還
せ
ん
。
海
程
万

里
と
い
へ
ど
も
一
を
視
て
心
は
同
じ
き
な
り
。
義
は
兄
弟
を
結
び
、絲
毫
も
爽た
が
は
ず
。

信
情
此
く
の
ご
と
く
、
大
義
は
千
年
な
り
。
義
は
本
に
し
て
、
財
は
末
な
り
。
声
明

を
両
邦
に
以な

さ
ん
。
筆
は
詞
を
尽
く
さ
ず
。
真
心
も
て
茲
に
寄
す
。

　
41
　
一
六
二
七
年
五
月
二
二
日
　
安
南
国
清
都
王
鄭

書
簡
写

『
異
国
日
記
』
上
に
拠
る

安
南
国
元
帥
統
国
政
清
都
王
手
書
達

日
本
国
淳
和
奨
学
両
院
別
当
氏
長
／
者
征
夷
大
将
軍
源
家
光
、
会
暁
、
伝
曰
、
／

与
国
人
交
止
於
信
、
上
年
余
有
書
与
／
日
本
国
主
、
寄
間
金
鏡
弐
口
・
生
絹
広
／

好
肆
拾
疋
・
象
牙
弐
拾
枝
、
付
艚
長
角
／
蔵
、
将
国
納
与
国
主
、
至
茲
年
未
見
信

／
来
、
信
安
在
乎
、
茲
你
回
本
国
備
将
我
書
／
札
逓
与
你
国
主
、
捜
尋
得
角
蔵
正

身
、
／
究
問
上
年
余
所
寄
財
物
逓
達
与
否
、
／
得
憑
信
来
、
以
通
懐
遠
之
情
、
以

尽
交
／
隣
之
義
、
書
不
尽
言
、
茲
計
開

一
、
茲
年
寄
貢
絹
広
好
拾
疋
、
頒
与

日
本
国
主

永
祚
九
年
五
月
二
十
二
日

（
書
き
下
し
文
） 

安
南
国
元
帥
統
国
政
清
都
王 

手
書
し
て
日
本
国
淳
和
奨
学
両
院
別
当
氏
長
者
征
夷
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大
将
軍
源
家
光
に
達
す
。
会
暁
す
。
伝
に
曰
は
く
、「
国く
に
た
み人

と
交
は
り
て
は
信
に
止

ま
る
、」
と
。
上
年
、
余わ

れ 

書
を
日
本
国
主
に
与
へ
、
金
鏡
弐
口
・
生
絹
の
広
好
な

る
も
の
肆
拾
疋
・
象
牙
弐
拾
枝
を
寄
間
す
る
こ
と
有
り
。
艚
長
角
蔵
に
付
し
、
国
に

将ゆ

き
て
国
主
に
納
与
せ
し
む
。
茲
の
年
に
至
る
も
未
だ
信
の
来
る
を
見
ず
。
信
は
安い
ず

く
に
在
る
か
。
茲
に
你な
ん
じの

本
国
に
回か
へ

ら
ん
と
す
る
に
、
備つ
つ
しみ

て
我 

書
札
を
将も
つ

て
你

の
国
主
に
逓
与
す
。
捜
尋
し
て
角
蔵
の
正
身
を
得
て
、
上
年
、
余
れ 

寄
す
る
所
の

財
物
の
逓
達
の
与
否
を
究
問
し
、
憑
信
を
得
て
来
ら
ば
、
以
て
懐
遠
の
情
を
通
じ
、

以
て
交
隣
の
義
を
尽
く
さ
ん
。
書
は
言
を
尽
く
さ
ず
。
茲
に
計
開
す
。

一
、
茲
の
年
、
絹
広
好
な
る
も
の
拾
疋
を
寄
せ
貢
ぎ
、
日
本
国
主
に
頒
与
す
。

以
上
の
二
通
は
、
い
ず
れ
も
鄭

か
ら
徳
川
家
光
へ
充
て
た
も
の
で
あ
り
、
奥
上

に
「
書
」
の
大
字
が
無
く
「
書
」
の
様
式
は
と
っ
て
い
な
い
が
、
内
容
か
ら
書
簡
と

い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
C
・
D
に
分
類
し
た
鄭
氏
側
の
発
給
文
書
に
は
「
書
」

様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
通
の
当
主
発
給
文
書
で
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
二
通
の
内
容
は
共
に
、
国
交
を
結
ぶ
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

鄭

は
鄭
松
の
長
子
で
清
都
王
、
清
王
。
在
位
は
一
六
二
三
か
ら
五
七
年
で
あ
り
、

38
は
王
位
に
就
い
た
翌
年
の
発
給
で
あ
る
。「
黎
明
」
は
、
38
か
ら
は
、「
前
年
に
激

し
い
内
戦
を
経
て
王
位
を
継
い
だ
ば
か
り
で
あ
る
鄭

の
強
い
野
心
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。」
と
評
し
て
い
る
。

38
は
充
所
が
本
文
半
ば
に
敬
称
も
な
く
記
さ
れ
て
い
る
点
で
特
殊
で
あ
る
。「
黎

明
」
は
、
こ
の
点
を
「
尊
大
」
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
（「
角
倉
宛
の
下
文
と
解
釈
で

き
る
よ
う
な
）
10
（

―
筆
写
注
）
解
釈
の
余
地
を
残
し
た
半
公
的
な
文
書
と
す
る
こ
と
で

書
簡
が
日
本
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
可
能
性
を
減
ら
し
つ
つ
、
鄭

は
自
ら
の
力
を
誇
示

し
、
来
た
る
べ
き
（
黎
朝
皇
帝
か
ら
の
―
筆
写
注
）
簒
奪
の
日
の
た
め
既
成
事
実

を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
推
論
す
る
。

41
で
は
、
冒
頭
に
家
光
へ
「
手
書
し
て
（
家
光
）
に
達
す
」
と
あ
る
が
、
本
文
後

半
に
登
場
す
る
「
你
」
は
、
帰
国
に
あ
た
っ
て
「
我
（
鄭

の
）
書
札
」
を
「
你
が

国
主
（
家
光
）」
へ
伝
え
る
よ
う
本
文
中
で
申
し
渡
さ
れ
て
お
り
、
安
南
へ
渡
航
し

た
商
人
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体
的
に
は
家
光
充
の
内
容
で
あ
る
が
、部
分
的
に
「
你
」

が
充
所
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
点
で
、
こ
ち
ら
も
変
則
的
な
書
き
ぶ
り

と
い
え
る
。
僅
か
三
年
間
ほ
ど
の
期
間
に
出
さ
れ
た
差
出
、
充
所
共
に
同
一
の
国
書

で
は
あ
る
が
、
充
所
を
記
す
位
置
な
ど
様
式
的
に
も
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。「

黎
明
」
で
は
38
に
つ
い
て
、「
安
南
国
王
」
と
書
き
出
し
な
が
ら
、
改
行
し
て

「
大
元
帥
統
国
政
清
王
」
と
続
け
て
お
り
、「
自
ら
の
本
来
の
称
号
を
そ
れ
（
安
南

国
王
―
筆
写
注
）
と
同
列
な
い
し
上
位
に
置
く
が
如
き
異
例
の
筆
法
で
あ
る
。」
と

評
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
含
め
て
、
鄭

発
給
の
国
書
に
は
、
確
立
し
た
様
式
は

ほ
ぼ
見
受
け
ら
れ
な
い
。

38
で
は
充
所
を
本
文
中
に
配
し
て
曖
昧
に
し
、
41
で
は
、
充
所
を
明
示
し
な
が
ら

も
本
文
中
で
商
人
へ
充
て
た
か
の
如
き
文
言
を
用
い
る
な
ど
、
国
主
か
ら
国
主
へ
国

書
を
送
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
何
か
煮
え
切
ら
な
い
も
の
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、「
黎
明
」
が
38
に
つ
い
て
「
黎
朝
皇
帝
の
み
が
使
用
で
き
る
は

ず
の
安
南
都
統
印
を
用
い
、
や
は
り
黎
朝
皇
帝
を
差
し
措
い
て
形
式
上
は
存
在
し
な

い
は
ず
の
安
南
国
王
を
名
乗
り
な
が
ら
も
そ
れ
を
相
対
化
す
る
書
式
を
使
用
す
る
な

ど
、
も
は
や
簒
奪
行
為
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
。」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
鄭

の
置
か
れ
た
立
場
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

日
本
で
の
対
応
に
つ
い
て
み
る
と
、
38
で
は
、
金
地
院
崇
伝
は
、
御
前
に
て
家
光

に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
返
事
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
懐
中
し
て
退
出
し

て
い
る
）
11
（

。
そ
の
後
、
家
光
か
ら
、
返
書
に
つ
い
て
将
軍
と
奉
行
衆
の
ど
ち
ら
か
ら
返

書
す
る
か
、
大
御
所
の
上
意
に
拠
る
べ
し
と
の
命
が
あ
り
、
結
局
、
先
例
に
拠
っ

て
奉
行
か
ら
返
書
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
家
光
と
奉
行
衆
の
返
書
案
（
日
26
と
日
27
）
が
そ
れ
ぞ
れ
『
異
国
日
記
』（
上

一
一
四
〜
一
一
五
、
下
九
四
〜
九
五
）
に
あ
る
）
12
（

。

　

ま
た
、
41
に
つ
い
て
記
し
た
『
異
国
日
記
』
寛
永
四
年
条
（
上
一
二
一
〜
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一
二
二
）
に
は
次
の
通
り
あ
る
。

一
、
同
十
一
月
八
日
、
大
炊
殿
（
土
井
利
勝
）・
雅
楽
殿
（
酒
井
忠
世
）
御
両
人
、

（
林
）
道
春
・（
林
）
永
喜
召
連
御
出
、
東
京
ヨ
リ
船
使
ニ
言
伝
書
ヲ
上
ケ
候
、

一
覧
可
申
由
、則
去
子
ノ
年（
寛
永
元
年
）捧
候
書
ノ
留
書
次
ノ
丑
ノ
正
月（
同

二
年
）
ニ
奉
行
衆
ヨ
リ
ノ
返
書
ノ
留
中
取
出
、
引
合
吟
味
候
也
、
①
則
今
度

之
書
、
以
之
外
無
礼
之
間
、
取
次
モ
如
何
、
進
物
モ
上
ヶ
間
敷
カ
ト
ノ
義
也
、　

此
書
ハ
只
余
所
ノ
音
信
ヲ
遣
候
覚
書
ノ
様
成
物
②
ニ
テ
候
間
、
其
通
可
被
仰

上
由
申
也
、
書
ノ
案
在
左
、　
（　

）
内
筆
者
注

傍
線
①
か
ら
、
41
へ
の
返
事
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、「
子
ノ
年
捧
候
書
」
す

な
わ
ち
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
届
け
ら
れ
た
38
の
留
書
と
、「
丑
ノ
正
月
ニ
奉

行
衆
ヨ
リ
ノ
返
書
」
に
つ
い
て
留
書
を
取
り
出
し
て
吟
味
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ

と
か
ら
も
38
に
つ
い
て
は
奉
行
衆
名
義
の
返
書
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。さ

ら
に
、
41
は
以
て
の
外
の
無
礼
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
傍
線
②
の
通

り
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
家
光
へ
充
て
て
書
い
て
い
る
の

か
、
商
人
に
書
簡
の
伝
達
を
命
じ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
曖
昧
な
内
容
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
38
は
許
容
さ
れ
て
返
書
も
送
ら
れ
た
の
に
対

し
て
、
41
が
取
次
を
却
下
さ
れ
進
物
も
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
細
々

と
し
た
書
札
礼
以
前
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

第
二
節
臣
下
か
ら
国
主
充

1
　
一
五
九
一
年
閏
三
月
二
一
日

　
安
南
国
副
都
堂
福
義
侯
阮
書

　

九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
原
本
に
拠
る

安
南
国
副
都
堂
福
義
侯
阮
粛
書

日
本
国
○
国
王
座
下
、
窃
聞
信
者
国
之
宝
誠
所
当
脩
、
前
年
見
陳
梁
山
就
本
国
、
謂

○
国
王
意
好
雄
象
、
有
象
壱
隻
、
／
已
付
陳
梁
山
将
回
○
国
王
其
艚
小
不
能
載
、
有

好
香
弐
株
・
雨
油
盖
壱
柄
・
象
牙
壱
件
・
好
紵
弐
匹
、
寄
与
○
国
王
以
脩
好
信
、
明

年
／
隆
巌
又
到
本
国
謂
、
陳
梁
山

財
物
未
見
、
茲
有
雨
油
盖
壱
柄
、
再
寄
与
○
国

王
為
信
、
○
国
王
如
好
本
国
奇
物
、
仍
遣
隆
巌
将
／
好
劔
弐
柄
・
好
甲
衣
壱
領
、
就

与
阮
、
得
買
奇
物
寄
回
○
国
王
以
通
両
国
往
来
交
信
之
義
、
茲
書　

（
朱
印
）

「
□
□
□
□
之
印
」

光
興
十
四
年
閏
三
月
二
十
一
日

（
黒
印
）

「
書
」（
横
線
）（
花
押
黒
印
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
副
都
堂
福
義
侯
阮 

粛
み
て
日
本
国
○
国
王
座
下
に
書
す
。
窃
か
に
聞
く
、

「
信
は
国
の
宝
に
し
て
、
誠
に
当
に
脩
む
べ
き
所
な
り
、」
と
。
前
年
、
陳
梁
山 

本

国
に
就
く
こ
と
を
見
る
。
謂
へ
ら
く
「
国
王
の
意
は
好
き
雄
象
な
り
、」
と
。
象
壱

隻
有
り
。
已す
で

に
陳
梁
山
に
付
し
、
将ま
さ

に
国
王
に
回め
ぐ

ら
さ
ん
と
す
れ
ど
も
其
の
艚 

小

さ
く
し
て
載
す
る
こ
と
能
は
ず
。
好
き
香
弐
株
・
雨
油
盖
壱
柄
・
象
牙
壱
件
・
好
き

紵
弐
匹
有
り
、
国
王
に
寄
与
し
、
以
て
好
信
を
脩
む
。
明
年
、
隆
巌 

又
た
本
国
に

到
り
て
謂
へ
ら
く
、「
陳
梁
山

び
に
財
物
は
未
だ
見
ず
、」
と
。
茲
に
雨
油
盖
壱
柄

有
り
、
再
び
国
王
に
寄
与
し
て
信
と
為
す
。
国
王 

如
し
本
国
の
奇
物
を
好
ま
ば
、

仍よ

っ
て
隆
巌
を
遣
わ
し
、
好
き
劔
弐
柄
・
好
き
甲
衣
壱
領
を
将お
く

り
、
就す
な
はち

阮
に
与
へ

よ
。
奇
物
を
買
ひ
て
国
王
に
寄
せ
回
し
、
以
て
両
国
往
来
交
信
の
義
を
通
ず
る
こ
と

を
得
ん
。
茲
に
書
す
。

　　

当
時
の
「
日
本
国
〇
国
王
」
で
あ
れ
ば
豊
臣
秀
吉
が
想
定
さ
れ
る
が
、
本
書
簡
は

近
年
発
見
さ
れ
る
ま
で
の
伝
来
過
程
が
未
詳
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
秀
吉
の
手
に
渡
る

こ
と
は
な
く
在
野
に
お
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
福
義
侯
は
鄭
氏
に
仕
え
た
阮

景
氏
の
一
族
で
あ
る
阮
景
端
に
比
定
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
人
物
で
、
日
本
と
の
交
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易
を
望
ん
で
書
簡
を
送
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
「
日
本
国
〇
国
王
」
を
秀
吉
と
ま
で
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
本
書
の
発
給
、
伝
達
に
介
在
し
た
陳
梁

山
や
隆
巌
と
い
っ
た
商
人
と
お
ぼ
し
き
人
物
名
や
、
先
に
陳
梁
山
に
財
物
を
託
し
た

こ
と
な
ど
も
具
体
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
互
い
の
情
報
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
中
で

の
、
手
探
り
で
の
国
書
送
付
の
状
況
を
う
か
が
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

  

「
黎
明
」
で
は
、
福
義
侯
を
貿
易
港
乂
安
を
本
拠
地
と
す
る
鄭
氏
と
関
係
の
深
い

有
力
豪
族
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
本
書
簡
が
出
さ
れ
た
年
の
末
に
は
黎
朝
が
大
軍

を
起
こ
し
て
、
翌
年
頭
に
は
莫
朝
か
ら
東
京
を
奪
還
し
た
と
い
う
時
期
的
な
状
況
を

説
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
上
で
、
こ
の
書
簡
は
、
そ
う
い
っ
た
時
期
に
「
後
背
地

の
阮
景
端
が
自
己
の
個
人
的
な
利
益
の
た
め
に
、
独
断
で
書
簡
を
作
成
・
発
送
し
た

の
だ
ろ
う
。」
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
日
本
側
か
ら
見
て
到
底
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、」
と
す
る
も
、
そ
れ
は
故
意
で
は
な
く
、「
福

義
侯
側
文
書
作
成
者
の
日
本
の
状
況
や
漢
字
文
化
圏
の
外
交
文
書
書
式
に
対
す
る
知

識
不
足
だ
け
で
な
く
、
日
越
の
常
識
の
ズ
レ
」
が
原
因
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

23

一
六
一
〇
年
二
月
二
〇
日

　
安
南
国
広
冨
侯
書
簡
写

　『
異
国
日
記
』
上
に
拠
る

（
本
文
中
に
「
以
上
一
行
」
と
あ
る
の
は
、『
異
国
日
記
』
に
あ
る
注
記
。
一

行
目
「
広
」、
及
び
加
籠
ウ
ラ
書
の
朱
印
影
外
郭
と
「
朱
印
」
は
、『
異
国
日

記
』
下
に
拠
っ
て
補
っ
た
。）

安
南
国
揚
武
威
勇
功
臣
錦
衣
衛
署
衛
事

馬
都
尉
広
冨
侯
臺
下
、
／
裁
採
文
書
、

冒
賚
達 

以
上
一
行

日
本
国
国
王
殿
下
、
兪
允
洞
察
浅
言
、
往
年
有
日
本
艚
艚
長
角
蔵
／
等
、
盛
載
貨
物
、

五
月
十
一
日
、
纔
到
本
国
乂 

以
上
一
行 

安
処
地
分
宿
住
、
／
本
処
官
謹
備
○
啓
来
、

其
臺
下
継
出
将
門
、
預
操
兵
柄
以 

以
上
一
行
／

主
上
之
義
壻
、
受 

以
上
一
行

黎
皇
之
厚
恩
、
縁
有
家
事
、
恭
稟
栄
卿
、
伏
蒙

主 

上
特
差
、
其
臺
下
奉
辞
、
巡
守
日
本
福
建
等
艚
、
開
立
庸
舎
、
以
便
／
買
売
、
且

臺
下
探
知
角
蔵
心
中
謹
厚
、
結
為 

以
上
一
行 

義
養
、
至
六
月
／
十
六
日
、
角
蔵
等

辞
回
、到
海
門
外
、卒
遇
風
波
、其
角
蔵
等
共
十
／
三
人
、投
身
跨
浪
、不
幸
倶
逝
、

存
親 

以
上
一
行 

弟
庄
左
衛
門
及
客
商
／
彦
兵
・
中
左
・
甚
右
・
伝
兵
・
源
右
・
多
右
・

彦
次
・
善
左
・
隆
右
・
弥
右

船
役
／
人
善
次
・
吉
左
・
甚
三
等
合 

以
上
一
行 

百

人
余
、
擺
尋
生
路
、
幸
而
得
活
、
其
臺
／
下
任
差
兵
卒
索
救
、
将
回
私
第
給
養

四
十
九
人
、
其
臺
下
厳
侍
○
大
都
／
堂
右
府
舒
郡
公
憐
養
三
十
九
人
、
与
掌
監
文

理
侯

養
二
十
六
人
、
共
□（
分
）／

貨
衣
食
、
其
庄
左
等
得
聊
其
生
、
大
抵
皆 

以
上
一

行 

由
臺
下
仁
慈
力
量
、
／
茲
臺
下
業
已
施
恩
、
欲
全
庄
左
等
性
命
、
再
逓
引
等
曹
、

詣
○
闕
拝
／
謁
、
其
臺
下
冒
牘
（
瀆
カ
）以

上
一
行

聖
意
、
曲
降
洪
恩
、
伏
乞　

令
許
理
作
船
艘
、
与
庄
左
等
、
任
便
回
国
、
庶
其
全
帰

／
郷
貴
（
貫
カ
）、

庄
左
等
得
域 

以
上
一
行

国
王
面
目
、
得
酬
師
父
義
恩
、
得
慰
妻
子
願
望
、
則
其
臺
下
之
功
之
徳
、
不
特
度
／

得
庄
左
余
曹
、
而
臺
下
之
誉 

以
上
一
行 

之
名
左
（
亦
カ
）、

且
聞
於
本
隣
両
国
、
恭
望

殿
下
観
覧
嘉
納
、
以
知
柔
遠
之
心
、
以
表
和
親
之
義
、
片
言
草
々
、
謹
備
文
書

弘
定
十
一
年
二
月
二
十
日

文
書
大
文
字

（
加
籠
墨
書
）

「
安
南
国
揚
武
威
勇
功
臣
特
進
輔
国
上
将
軍
錦
衣
衛
都
指
揮
使
司
都
指
揮
使
署
衛
事

馬
都
尉
広
冨
侯
文
書
遞
至謹

封

日
本
国
国
王　
　
　
　

殿
下
開
　

案
照

ウ
ラ
書

　
（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

弘
定
十
一
年
二
月
二
十
日　
　

内
有
文
書
清
套
」

朱
印

［安南日越外交文書の国書について］……藤田励夫
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（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
揚
武
威
勇
功
臣
錦
衣
衛
署
衛
事

馬
都
尉
広
冨
侯
臺
下 

文
書
を
裁
採
し
、

冒
し
て
日
本
国
国
王
殿
下
に
賚
達
す
。
兪
允
し
て
浅
言
を
洞
察
せ
よ
。
往
年
、
日
本

艚
艚
長
角
蔵
等
の
貨
物
を
盛
載
し
、
五
月
十
一
日
、
纔
か
に
本
国
乂
安
処
の
地
に
到

り
分
宿
し
て
住
す
る
有
り
。
本
処
官 

謹
み
て
啓
を
備
え
て
来
る
。
其
れ
臺
下 

将
門

に
継
出
し
、
兵
柄
を
預
か
り
操
る
。
主
上
の
義
壻
た
る
を
以
て
、
黎
皇
の
厚
恩
を
受

く
。
家
事
有
る
に
縁
り
て
、
恭
し
く
栄
卿
を
稟う

け
、
伏
し
て
主
上
の
特
差
を
蒙
る
。

其
れ
臺
下 
辞
を
奉
じ
、
日
本
・
福
建
等
艚
を
巡
守
し
、
庸
舎
を
開
立
し
、
以
て
買

売
に
便
す
。
且
つ
臺
下 

角
蔵
の
心
中
謹
厚
な
る
を
探
知
し
、
結
び
て
義
養
と
為
す
。

六
月
十
六
日
に
至
り
、
角
蔵
等 

辞
し
て
回か
へ
ら
ん
と
す
る
に
、
海
門
外
に
到
り
、
卒に
は

か
に
風
波
に
遇
ふ
。
其
れ
角
蔵
等
共
十
三
人
、
投
身
し
て
浪
を
跨
え
ん
と
す
る
も
、

不
幸
に
し
て
倶
に
逝
く
。
親
弟
庄
左
衛
門
及
客
商
彦
兵
・
中
左
・
甚
右
・
伝
兵
・
源

右
・
多
右
・
彦
次
・
善
左
・
隆
右
・
弥
右

び
に
船
役
人
善
次
・
吉
左
・
甚
三
等
、

合
は
せ
て
百
人
余
存
り
、
生
路
を
擺
尋
し
、
幸
ひ
に
し
て
活
く
る
こ
と
を
得
。
其
れ

臺
下 

兵
卒
を
任
差
し
て
索
救
し
、
私
第
に
将ひ
き

い
回か
へ

り
て
給
養
す
る
こ
と
四
十
九
人

な
り
。
其
れ
臺
下
の
厳
侍 

大
都
堂
右
府
舒
郡
公
の
憐
養
せ
る
三
十
九
人
と
掌
監
文

理
侯
の

養
せ
る
二
十
六
人
は
、
共
に
貨
と
衣
食
と
を
分
か
つ
。
其
れ
庄
左
等
の
其

の
生
を
聊た
の
しむ
を
得
る
は
、
大
抵
皆
、
臺
下
の
仁
慈
力
量
に
由
る
。
茲
に
臺
下
、
業す

で已

に
恩
を
施
し
、
庄
左
等
の
性
命
を
全
う
せ
し
め
ん
と
欲
し
、
再
び
等
曹
を
逓
引
し
、

闕
に
詣い
た

り
て
拝
謁
す
。
其
れ
臺
下　

聖
意
を
冒
瀆
す
る
も
、曲
げ
て
洪
恩
を
降
さ
る
。

伏
し
て
、
船
艘
を
理
作
し
、
庄
左
等
に
与
う
る
を
許
さ
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
。
便
に

任
せ
て
国
に
回
ら
ば
、
其
れ
全
く
郷
貫
に
帰
る
に
庶ちか
か
ら
ん
。
庄
左
等
、
国
王
の
面

目
域あ

る
こ
と
を
得
、
師
父
の
義
恩
に
酬
ゆ
る
こ
と
を
得
、
妻
子
の
願
望
を
慰
む
る
こ

と
を
得
ば
、
則
ち
其
れ
臺
下
の
功
の
徳
の
特た

だ
に
庄
左
余
曹
に
度
得
す
る
の
み
な
ら

ず
、
し
か
し
て
臺
下
の
誉
の
名
も
亦
た
、
且ま
さ
に
本
隣
両
国
に
聞
こ
へ
ん
と
す
。
恭
し

く
望
む
ら
く
は
殿
下
、
観
覧
嘉
納
し
、
以
て
柔
遠
の
心
を
知
り
、
以
て
和
親
の
義
を

表
さ
ん
こ
と
を
。
片
言
草
々
、
謹
み
て
文
書
を
備
ふ
。

25
　
一
六
一
〇
年
四
月
三
日

　
安
南
国
舒
郡
公
書
簡
写

　『
異
国
日
記
』
上
に
拠
る

（
本
文
中
に
「
以
上
一
行
」
と
あ
る
の
は
、『
異
国
日
記
』
に
あ
る
注
記
）

安
南
国
老
中
軍
都
督
府
右
都
督
兼
知
太
医
院
掌
院
事
舒
郡

公
臺
下
、
裁
採
文
書
、
冒
達 

以
上
一
行

日
本
国
々
王
殿
下
、
洞
察
浅
言
、
往
年
有
日
本
艚
々
長
角
蔵
等
装

載
貴
物
、
五
月
拾
壱
日 

以
上
一
行 

纔
到
本
国
乂
安
道
地
方
販
売
、
臺
下

恭
稟 

以
上
一
行

主
上
令
差
回
、
買
日
本
福
建
等
艚
貴
物 

以
上
一
行

進
納
、
至
陸
月
拾
壱
日
、
角
蔵
等
辞
回
、
到
丹
涯
海
門
、
急
遇
風
波
、
其

角
蔵
等
共
拾
参
人
、
沈
溺
而
逝
、 

以
上
一
行

其
弟
庄
左
衛
門
及
客
商
役
目
等
共
壱
百
人
余
、
幸
而
擺
脱
、

臺
下
聞
知
任
差
兵
士
索
救
、
将
回 

以
上
一
行　

分
給
衣
食
、
茲
臺
下
深

軫
庄
左
等
曹
寄
迹
他
郷
、
思
回
本
国
、
仍
差
人
逓
引
、
詣 

以
上
一
行

闕
拝
謁
、
其
臺
下
冒
牘

（
瀆
カ
）迂

言
転
撥 

以
上
一
行

聖
意
、
幸
蒙
令
許
理
作
船
艘
、
餞
庄
左
等
曹
、
任
便
回
国
、
仍
撮
事
　

、

謹
備
文
書
冒
達
、 

以
上
一
行

国
王
裁
察
、
庶
成
隣
好
之
義
、
書
不
尽
言
、
謹
具
、 

以
上
一
行

　
　
　
（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

　

朱
印

弘
定
拾
壱
年
肆
月
初
参
日

大
文
字

文
書
印

（
加
籠
墨
書
）

「　
　
　
右
ノ
加
篭
ノ
上
書
曰

 

安
南
国
老
中
軍
都
督
府
右
都
督
兼
知
太
医
院
掌
舒
郡
公
文
書
、
遞
至

　
　
　

謹
封

 
日
本
国
国
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿
下
開

案
照

　
　
　
　
　
　

ウ
ラ
書　
　

内
有
文
書
清
套

　
　

弘
定
拾
壱
年
肆
月
初
参
日
」
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国
日
記
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
）
15
（

、
日
本
国
国
王
充
以
外
の
文
書
も
含
め
て
、
一
連
の

文
書
は
帰
国
し
た
庄
左
衛
門
等
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
に
救
助
さ
れ
た
そ
の
他
の
商
人
充
の
文
書
二
通
は
、

『
異
国
日
記
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
原
本
が
残
さ
れ
て
い
る
）
16
（

の
で
、
お
そ

ら
く
幕
府
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
巷
間
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

舒
郡
公
、
広
冨
侯
と
い
っ
た
臣
下
筋
か
ら
日
本
国
国
王
へ
書
簡
を
充
て
る
の
は
、

1
と
同
様
、
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
舒
郡
公
、
広
冨
侯
は
生
存
者
を
給
養
し
た
り
、

船
を
新
造
し
た
り
と
、
積
極
的
に
日
本
商
人
達
を
救
助
し
、
書
簡
中
に
も
そ
の
恩
が

最
大
限
に
強
調
さ
れ
た
上
で
交
流
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
い
っ

た
動
き
は
、
鄭
氏
当
主
で
あ
る
鄭
松
が
日
本
国
国
王
へ
直
接
に
書
簡
を
送
っ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
も
、
貿
易
港
乂
安
に
力
を
持
っ
て
い
た
彼
ら
の
意
志
に
拠
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
角
蔵
船
の
沈
没
は
、
臣
下
筋
の

も
の
が
直
接
に
日
本
国
国
王
と
関
係
を
結
ぶ
好
機
会
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
鄭
氏
当
主
が
日
本
へ
直
接
に
書
簡
を
送
っ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
に

お
い
て
前
述
し
た
38
鄭

書
簡
の
一
六
二
四
年
ま
で
下
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
当
時

は
、
1
福
義
侯
書
簡
が
送
ら
れ
た
一
五
九
一
年
と
同
じ
く
、
貿
易
に
積
極
的
で
あ
っ

た
の
は
乂
安
の
有
力
者
達
で
あ
り
、
彼
ら
が
主
体
と
な
っ
て
、
あ
る
程
度
は
独
自
の

判
断
に
基
づ
き
書
簡
を
送
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
福
義
侯
の
時

か
ら
約
二
十
年
が
経
過
し
て
、
日
本
の
情
報
や
外
交
上
の
敵
礼
関
係
の
常
識
と
い
っ

た
こ
と
に
も
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
商
人
達
の
救
助
と
い
う

絶
好
の
機
会
に
乗
じ
て
、
臣
下
筋
か
ら
国
王
へ
書
簡
を
充
て
る
こ
と
も
可
能
に
な
る

の
で
は
と
い
う
計
算
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
辺
り
の
推
測
は
、
日
本
国
商
人
市
良
・
碧
山
伯
に
充
て
た
24
文
理
侯
書
簡
に

拠
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
中
に
「
其
本
処
官
都
堂
官
舒
郡
公
・
掌

監
文
理
侯
・

馬
広
冨
侯
、
公
（
舒
郡
公　

筆
者
注
）
意
欲
功
徳
怜
憫
遠
国
商
人
見

飢
饉
之
情
、
以
家
物
給
養
、
全
生
再
調
、
赴
京
拝
稟　

主
上
、
徳
広
慈
心
粮
衣
給
与

旨
判
令
回
本
国
、
其
意
幸
甚
、
茲
都
堂
等
官
共
応
作
大
船
壱
艘
、
再
許
職
爵
将
回
本

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
老
中
軍
都
督
府
右
都
督
兼
知
太
医
院
掌
院
事
舒
郡
公
臺
下
、
文
書
を
裁
採

し
、　

日
本
国
々
王
殿
下
へ
冒
達
す
。
浅
言
を
洞
察
せ
よ
。
往
年
、
日
本
艚
艚
長
角

蔵
等
の
貴
物
を
装
載
し
、
五
月
拾
壱
日
、
纔
に
本
国
乂
安
道
地
方
に
到
り
販
売
す
る

有
り
。
臺
下 

恭
し
く
主
上
に
稟ま
う

し
て
差
回
せ
し
め
、
日
本
・
福
建
等
の
艚
の
貴
物

を
買
ひ
て
進
納
す
。
陸
月
拾
壱
日
に
至
り
角
蔵
等 

辞
し
て
回か
へ

ら
ん
と
す
る
に
、
丹

涯
海
門
に
到
り
、
急
に
風
波
に
遇
ふ
。
其
れ
角
蔵
等
共
拾
参
人
沈
溺
し
て
逝
く
。
其

れ
弟
庄
左
衛
門
及
び
客
商
役
目
等
共
壱
百
人
余
、
幸
ひ
に
し
て
擺
脱
す
。
臺
下 

聞

知
し
て
兵
士
を
任
差
し
て
索
救
し
、
将ひ
き
い
回
ら
し
め
、
衣
食
を
分
給
す
。
茲
に
臺
下 

庄
左
等
曹
の
他
郷
に
寄
迹
す
る
を
深
軫
し
、
本
国
に
回
さ
ん
と
思
ふ
。
仍
っ
て
人
を

差つ
か

は
し
て
逓
引
し
、
闕
に
詣い
た

り
て
拝
謁
す
。
其
れ
臺
下 

冒
瀆
迂
言
し
て
聖
意
を
転

撥
し
、
幸
ひ
に
船
艘
を
理
作
す
る
を
許
さ
し
む
る
を
蒙
る
。
庄
左
等
曹
に
餞
は
な
む
けし

、
便

に
任
せ
て
国
に
回か
へ

ら
し
む
。
仍
っ
て
事
を
撮と

り

、
謹
み
て
文
書
を
備
え
冒

達
す
。
国
王 

裁
察
せ
よ
。
庶
こ
ひ
ね
がは

く
は
、
隣
好
の
義
を
成
さ
ん
こ
と
を
。
書
は
言
を

尽
く
さ
ず
、
謹
具
。

23
と
25
は
、
一
六
〇
九
年
六
月
に
乂
安
か
ら
帰
国
し
よ
う
と
し
た
角
蔵
船
が
風
波

の
た
め
に
近
海
で
沈
没
し
た
事
件
に
関
わ
っ
て
広
冨
侯
と
そ
の
父
で
あ
る
舒
郡
公
か

ら
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
13
（

。
こ
の
時
、
艚
長
角
蔵
等
十
三
人
は
溺
死
し
た
が
、
艚

長
弟
庄
左
衛
門
等
百
人
余
は
救
助
さ
れ
、
乂
安
の
有
力
者
で
あ
っ
た
舒
郡
公
、
広
冨

侯
、
文
理
侯
が
分
担
し
て
給
養
し
、
翌
年
に
は
新
た
に
建
造
し
た
船
で
帰
国
さ
せ
て

い
る
。
舒
郡
公
は
阮
景
驩
の
次
男
阮
景
堅
で
、
1
の
発
給
者
福
義
侯
阮
景
端
の
兄
に

当
た
り
生
没
年
は
一
五
五
三
年
か
ら
一
六
二
五
年
で
あ
る
。
広
冨
侯
は
阮
景
堅
の
次

男
で
、
妻
は
鄭
氏
の
当
主
平
安
王
鄭
松
の
娘
玉
清
。
一
六
四
五
年
に
六
十
三
歳
で
没

し
て
い
る
。
文
理
侯
は
姓
名
を
陳
靖
と
い
い
宦
官
で
あ
っ
た
）
14
（

。
当
該
事
件
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ら
二
通
以
外
に
も
鄭
松
と
文
理
侯
が
庄
左
衛
門
等
へ
充
て
た
文
書
も
『
異
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国
、」
と
あ
り
、
舒
郡
公
が
東
京
へ
赴
い
て
鄭
氏
に
会
っ
て
許
し
を
得
た
と
は
い
え
、

「
家
物
を
以
て
給
養
」
し
、「
大
船
壱
艘
を
作
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
推
進
し
た
の
は

乂
安
の
有
力
者
達
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
舒
郡
公
が
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
広
冨
侯
は
そ
の
次
男
で
あ
り

馬
で
も
あ
っ
た
の
で
、
文
理
侯
か
ら
で

は
な
く
彼
ら
親
子
二
名
か
ら
書
簡
を
送
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
艚
長
弟

庄
左
衛
門
等
へ
充
て
た
22
文
理
侯
書
簡
写
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

「
黎
明
」
で
は
、
こ
れ
ら
二
通
に
つ
い
て
、「
そ
の
文
面
は
、
丁
寧
な
文
言
も
使
用

し
て
い
る
が
、
自
称
に
「
台
下
」
を
用
い
、
内
容
も
自
ら
の
功
績
を
得
々
と
誇
る
な

ど
、国
王
宛
の
書
状
と
は
思
え
ぬ
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。」と
評
し
て
い
る
。こ
う
い
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
貿
易
港
に
拠
点
を
置
く
と
は
い
え
、
こ
な
れ
た
外
交
文
書
作
成
に

慣
れ
て
い
な
い
地
方
有
力
者
の
個
性
と
い
っ
た
も
の
が
文
面
に
表
れ
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。

　

23
と
25
を
含
む
四
通
は
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
六
月
十
二
日
に
駿
府
の
家

康
の
も
と
で
読
ま
れ
、
崇
伝
は
帰
っ
て
こ
れ
を
写
し
、
本
文
は
三
要
元
佶
へ
返
さ
れ

て
い
る
）
17
（

。
日
本
か
ら
の
返
答
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
舒
郡
公
ら
が

書
簡
を
送
っ
た
一
六
一
〇
年
末
に
当
た
る
慶
長
十
五
年
十
二
月
二
十
九
日
付
け
の

「
安
南
国
将
監
文
理
侯
」
充
の
日
13
貞
順
子
元
書
簡
の
封
筒
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る

の
で
、幕
府
か
ら
で
は
な
く
回
易
大
使
司
貞
順
子
元
か
ら
の
返
書
と
い
う
か
た
ち
で
、

何
ら
か
の
書
簡
が
送
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
子
元
か
ら
は
、
こ
れ
以
前
に
も
慶
長

八
年
に
宗
恂
意
安
と
連
署
で
安
南
国
執
事
大
人
へ
書
簡
を
充
て
て
い
る
し
（
日
5
）、

慶
長
十
五
年
以
降
に
も
、
鄭
氏
の
臣
下
筋
に
対
し
て
送
っ
た
子
元
名
義
の
書
簡
が
知

ら
れ
て
い
る
）
18
（

。
前
述
の
と
お
り
鄭

か
ら
の
書
簡
（
38
）
に
は
、
奉
行
衆
が
返
書
し

て
い
る
の
で
、
臣
下
筋
の
者
へ
幕
府
か
ら
直
接
に
返
書
す
る
の
を
避
け
る
た
め
に
子

元
名
義
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
、
文
理
侯
充
な
の
か
は
、
た
ま

た
ま
文
理
侯
充
の
封
筒
だ
け
が
残
っ
た
の
か
、
子
元
か
ら
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

敢
え
て
三
名
の
内
で
低
位
と
目
さ
れ
る
文
理
侯
に
充
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

23
と
25
に
は
、
い
ず
れ
も
奥
上
に
書
の
大
字
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
が
、
書
の

下
に
横
線
と
花
押
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、『
異
国
日
記
』
の
写
に
記
録
さ
れ
て
い

な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
通
は
『
異
国
日
記
』の
記
述
に
よ
る
と「
白

唐
絹
」
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

約
二
十
年
を
隔
て
て
い
る
と
は
い
え
、
同
じ
く
地
方
有
力
者
が
日
本
国
王
へ
充
て

た
書
簡
で
あ
り
、
外
交
文
書
作
成
の
た
め
の
蓄
積
が
不
十
分
な
が
ら
も
、
精
一
杯
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
体
裁
を
保
と
う
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
対
外
関
係
に
お
い
て
作
成
す
る
書
簡
で
は
、
奥
上
に
書
の
大
字
を
お
く
様
式

が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
節
D
臣
下
か
ら
臣
下
充

36
　
一
六
一
九
年
四
月
一
七
日

　
安
南
国
華
郡
公
書
簡
写　

『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
に
拠
る

安
南
国
布
政
都
堂
右
府
華
郡
公
、
拝
書

大
邦
日
本
国
奉
行
大
人
麾
下
、
久
仰

貴
国
法
正
威
明
声
名
、
天
下
諸
国
尊
譲
、
茲
小
国
華
郡
公
、
因
戊
午
年
、
見
○

貴
国
／
客
艘
来
港
貿
易
而
回
、
奈
風
不
及
時
、
転
在
本
地
、
有
客
九
郎
兵
等
、

掲
告
口
称
／
奉
行
朋
友
日
本
艚
長
已
収
抽
分
回
他
過
船
、其
艚
長
交
謂
無
抽
分
、

此
究
其
情
理
、
／
暫
減
抽
分
半
分
、
訴
郎
兵
等
客
未
還
抽
分
過
他
船
、
其
艚
長

与
郎
兵
二
客
、
愛
同
法
／
断
不
忍
、
奉
待

貴
国
脩
其
正
法
以
安
両
客
、
此
瞻
仰
之
至
者
、

計
右
拝
薦
土
宜
物

花

肆
疋

白
絹
壱
疋

（
朱
印
影
）

「
□
□
□
□
之
印
」

弘
定
弐
拾
年
肆
月
拾

日
書
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（
黒
印
影
）

「
書
」（
横
線
）　
（
花
押
印
影
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
布
政
都
堂
右
府
華
郡
公 

拝
し
て
大
邦
日
本
国
奉
行
大
人
麾
下
に
書
す
。

久
し
く
貴
国
を
仰
ぐ
に
法
正
の
威
明
は
声
名
し
、
天
下
の
諸
国
は
尊
譲
す
。
茲
に
小

国
華
郡
公
、
因
り
て
戊
午
の
年
、
貴
国
の
客
艘
の
来
港
し
貿
易
し
て
回か
へ

ら
ん
と
す
る

に
、
奈い
か
んせ

ん
や
風
の
時
に
及
ば
ず
、
転
じ
て
本
地
に
在
る
を
見
る
。
客
九
郎
兵
等
の

掲
告
し
、「
奉
行
の
朋
友
日
本
艚
長 

已
に
抽
分
を
収
め
、
他か
れ

に
回
ら
ん
と
す
る
に
船

を
過あ
や

ま
れ
り
、」
と
口
称
す
る
有
り
。
其
れ
艚
長
交こ
も

ご
も
謂
は
く
、「
抽
分
無
か
ら
ん

こ
と
を
」
と
。
此
に
其
の
情
理
を
究
め
、
暫
く
抽
分
半
分
を
減
ず
れ
ど
も
、
郎
兵
等

の
客
未
だ
抽
分
を
還
さ
ざ
る
に
他か

の
船
を
過
る
を
訴
ふ
。
其
れ
艚
長
と
郎
兵
と
二
客

は
、
同
法
も
て
断
ず
る
を
愛お

し
み
て
忍
び
ず
。
貴
国
其
れ
正
法
を
脩
め
、
以
て
両
客

を
安
ん
ず
る
を
待
ち
奉
る
。
此
瞻
仰
の
至
る
者
な
り
。

計
右
、
土
宜
物
を
拝
薦
す

花

肆
疋

白
絹
壱
疋

華
郡
公
は
、
清
都
王
鄭

の
勅
旨
を
奉
じ
た
角
蔵
船
財
副
小
島
田
兵
衛
尉
政
之
充

（
40
）
華
郡
公
奉
書
の
文
中
で
「
総
鎮
官
乂
安
処
和
義
営
副
将
少
保
華
郡
公
」
と
名

乗
っ
て
お
り
、
乂
安
の
有
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
内
容
は
、
来
港
し
た
日
本
商
人

と
船
長
の
関
税
不
払
い
に
つ
い
て
、
大
邦
日
本
国
奉
行
大
人
に
対
し
て
日
本
の
法
を

も
っ
て
正
し
て
欲
し
い
と
申
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
外
蕃
通
書
』
の
文
書
名
称

は
「
安
南
国
華
郡
公
呈
長
崎
奉
行
書
」
と
あ
る
が
、
華
郡
公
が
「
大
邦
日
本
国
奉
行

大
人
」
と
表
現
し
た
充
所
は
幕
府
の
年
寄
衆
で
あ
る
土
井
利
勝
な
ど
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
極
め
て
事
務
的
な
内
容
の
書
簡
で
あ
り
、
臣
下
筋
の

華
郡
公
か
ら
日
本
の
官
僚
へ
送
る
に
適
当
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
様
式
は
奥
上

に
書
の
大
字
が
あ
り
、
そ
の
下
に
横
線
と
花
押
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
本
章
第
二

節
の
臣
下
か
ら
国
主
充
と
同
様
で
あ
っ
た
。

❸
広
南
阮
氏
か
ら
の
国
書

第
一
節
国
主
か
ら
国
主
充

2
　
一
六
〇
一
年
五
月
五
日

　
安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
阮
潢
書
簡
写

　
　
　
　
　
　
　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
（
原
本
相
国
寺
旧
蔵
）

『
異
国
来
翰
認
』
に
拠
る

安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
瑞
国
公
致
書
于

日
本
国
兄
大
相
国
秀
吉
公
、
書
曰
、
孟
子
七
篇
曰
交
隣
、
中
伝
／
九
経
曰
柔
遠
、
此

古
今
之
常
典
、
天
下
之
通
義
、
且
我
与
大
相
国
／
前
約
已
定
、
結
為
兄
弟
之
邦
、
永

為
万
年
之
好
、
曩
因
我
国
有
事
、
／
徴
我
還
京
、
不
意
、
大
相
国
人
白
濱
顕
貴
、
招

商
往
販
、
到
順
化
処
、
／
奈
天
時
不
順
、
風
蕩
船
破
、
致
使
順
化
大
都
堂
官
与
顕
貴

商
客
事
／
皆
已
誤
、
我
不
之
知
、
至
茲
我
復
臨
巨
鎮
、
因
見
顕
貴
尚
在
我
国
、
我
想

／
及
前
由
、
更
加
厚
寵
、
欲
遣
帰
国
以
尋
旧
約
、
幸
見
上
国
商
船
復
到
、
顕
／
貴
招

入
、
陳
達
情
由
、
我
欣
然
曰
、
誠
千
載
之
奇
逢
也
、
爰
具
菲
儀
於
筐
／

、
聊
表
寸

忱
、
敬
憑
尺
楮
於
封
函
、
略
申
大
義
、

大
相
国
暁
知
此
義
、
／
復
遣
使
通
、
一
則

因
産
国
利
、
助
其
軍
器
、
曰
〈
生
塩
漆
／

器
械
〉
以
充
吾
用
、
一
則
急
賜
／
示
下

弔
還
顕
貴
、
以
宝
善
人
、
真
第
一
之
好
事
、
両
国
之
洪
福
也
、
玆
書

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
瑞
国
公 

日
本
国
兄
大
相
国
秀
吉
公
に
致
書
す
。
書
に
曰

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
）
19
（

」

弘
定
二
年
五
月
初
五
日

（
黒
印
影
）

「
書
」（
横
線
）（
花
押
黒
印
影
）

［安南日越外交文書の国書について］……藤田励夫
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く
、「
孟
子
七
篇
は
交
隣
と
曰
い
、
中
伝
九
経
は
柔
遠
と
曰
う
、」
と
。
此
れ
古
今
の

常
典
、
天
下
の
通
義
な
り
。
且
つ
我
と
大
相
国
と
前
約
す
る
こ
と
已
に
定
ま
り
、
結

び
て
兄
弟
の
邦
と
為
り
、
永
く
万
年
の
好よ
し
みを

為
す
。
曩さ
き

に
我
が
国
に
事
有
る
に
因
っ

て
、
我
を
徴
し
て
京
に
還か
え

ら
し
む
。
意お
も

は
ざ
り
し
、
大
相
国
の
人
白
濱
顕
貴
の
商
を

招
き
往
販
し
て
、
順
化
処
に
到
り
、
奈い
か
んせ

ん
や
天
時
不
順
に
し
て
、
風
蕩
も
て
船
破

る
と
は
。
順
化
大
都
堂
官
を
し
て
顕
貴 

商
客
と
事
皆
已
に
誤
ら
し
む
る
を
致
す
も
、

我 
之
を
知
ら
ず
。
茲
に
至
り
我 

復ま

た
巨
鎮
に
臨
み
、
顕
貴
の
尚
我
が
国
に
在
る
を

見
る
に
因
っ
て
、
我 

前
由
を
想
及
し
、
更あ
ら
ため
て
厚
く
寵
を
加
へ
、
国
に
遣
は
し
帰

し
て
、
以
て
旧
約
を
尋あ
た
ため
ん
こ
と
を
欲
す
。
幸
ひ
に
上
国
の
商
船
復
た
到
る
を
見

て
、
顕
貴
の
招
き
入
る
。
情
由
を
陳
べ
達
す
れ
ば
、
我 

欣
然
と
し
て
曰
く
、「
誠
に

千
載
の
奇
逢
な
り
、」
と
。
爰
に
菲
儀
を
筐

に
具
へ
、
聊
か
寸
忱
を
表
し
、
敬
み

て
尺
楮
を
封
函
に
憑
し
、
略ほ
ぼ

、
大
義
を
申
す
。
も

し
大
相
国 

此
の
義
を
暁
知
し
、

復
た
使
を
遣
は
し
て
通
じ
、
一
は
則
ち
国
利
を
産
す
る
に
因
り
て
、
其
の
軍
器
を
助

け
、
生
塩
・
漆

器
械
を
曰
う
、
以
て
吾
が
用
に
充
て
、
一
は
則
ち
急
ぎ
示
下
を
賜

ひ
て
、
顕
貴
を
弔あ
は

れ
み
還
し
、
以
て
善
人
を
宝
と
せ
ば
、
真ま
こ
とに

第
一
の
好
事
、
両
国

の
洪
福
な
り
。
玆
に
書
す
。

本
書
簡
は
、
1
福
義
侯
書
簡
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
は
、
安
南
か
ら
齎
さ
れ
た
最
古

の
書
簡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
広
南
阮
氏
か
ら
の
書
簡
と
し
て
は
、
現
在
も
最
古

の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
も
広
南
阮
氏
か
ら
の
国
書
は
、
す
べ
て
広
南
阮

氏
当
主
発
給
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。

本
書
簡
の
充
所
に
つ
い
て
は
、『
異
国
来
翰
認
』
や
『
異
国
出
契
』
は
「
家
康
」

と
し
、『
安
南
紀
略
藁
』
は
「
秀
吉
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
④
）
20
（

に
お
い
て
「
秀
吉
」
充
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
理
由
と

し
て
、『
異
国
来
翰
認
』
が
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
幕
府
に
提
出
す
る
た
め
に

新
写
し
た
記
録
の
控
え
と
す
れ
ば
、
相
国
寺
に
と
っ
て
「
秀
吉
」
充
の
外
交
文
書
を

屏
風
に
貼
っ
て
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
は
、
あ
ま
り
都
合
の
良
い
こ

と
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
た
め
、
故
意
に
「
家
康
」
と
書
き
換
え
た
可
能

性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、近
藤
重
蔵
の
著
書
『
安
南
紀
略
藁
』

に
収
録
さ
れ
た
安
南
か
ら
の
文
書
十
九
通
の
う
ち
で
、
同
じ
く
近
藤
の
著
書
で
あ

り
、
家
康
以
来
の
異
国
往
来
の
書
簡
を
収
め
た
『
外
蕃
通
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、こ
の
一
通
だ
け
で
あ
る
。『
安
南
紀
略
藁
』
に
は
「
秀
吉
」
と
あ
る
と
お
り
、

近
藤
は
こ
の
書
簡
が
秀
吉
充
と
認
識
し
て
い
た
た
め
、
家
康
以
来
の
文
書
に
該
当
し

な
い
本
文
書
は
『
外
蕃
通
書
』
に
は
収
め
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
黎
明
」
で
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
国
書
翰
』
で
は
「
秀
吉
」
と
書
い
た

上
に
白
抜
き
文
字
で
「
家
康
」
と
重
ね
書
き
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
元
々
は
秀
吉

宛
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。」
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
家
康
の
任
太
政
大
臣
が

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「「
大
相
国
（
太
政
大
臣
）」
と
い
う

肩
書
き
も
秀
吉
宛
説
に
整
合
的
で
あ
る
。」
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
成
果
に
よ
っ
て
、

本
書
簡
の
充
所
は
「
秀
吉
」
充
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
実
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。本

文
中
に
「
且
我
与
大
相
国
／
前
約
已
定
、
結
為
兄
弟
之
邦
、
永
為
万
年
之
好
、」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
書
簡
以
前
に
も
阮
潢
と
秀
吉
と
の
間
に
は
書
簡
の
遣
り

取
り
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
簡
に
よ
る
と
、阮
潢
が
東ト
ン
キ
ン京
に
上
っ
て
い
る
間
に
、順
化
の
大
都
堂
官
で
あ
っ

た
阮
福
源
（
阮
潢
第
六
子
）
と
海
難
で
破
船
し
た
白
濱
顕
貴
と
の
間
に
紛
争
が
起
き

て
し
ま
っ
た
）
21
（

。
阮
潢
が
順
化
に
戻
っ
て
顕
貴
が
在
国
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
加
護
を

加
え
た
。
日
本
の
商
船
が
新
た
に
来
航
し
た
の
で
、
阮
潢
は
顕
貴
に
こ
の
書
簡
と
方

物
を
託
し
て
日
本
産
の
「
軍
器
（
生
塩
、
漆
、
器
械
）」
を
送
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。

本
書
簡
に
対
す
る
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
十
月
付
け
の
家
康
の
返
書
（
日
1
）

が
『
異
国
日
記
』
の
写
し
で
知
ら
れ
る
。
本
書
簡
の
充
所
が
「
秀
吉
」
だ
っ
た
と
す

れ
ば
、
な
ぜ
、
家
康
が
返
書
を
出
し
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
秀
吉
は
す
で

に
没
し
て
お
り
、
本
書
簡
が
関
ヶ
原
の
戦
い
を
制
し
た
家
康
に
届
け
ら
れ
れ
ば
、
本

書
簡
の
充
所
が
「
秀
吉
」
で
あ
る
こ
と
に
は
敢
え
て
目
を
つ
む
っ
て
、
外
交
を
司
る
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こ
と
を
重
視
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

な
お
、
本
書
簡
に
関
連
す
る
同
年
月
日
付
け
の
3
阮
潢
書
簡
写
に
つ
い
て
は
、
本

章
第
二
節
で
述
べ
る
。

本
書
簡
は
、
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
「
書
」
の
様
式
で
あ
り
、
ま
た
、
書

き
出
し
に
お
い
て
「
甲
致
書
乙
」
の
体
裁
を
と
っ
た
「
致
書
」
文
書
で
も
あ
る
。
中

村
裕
一
氏
は
、「
致
書
様
式
」
に
つ
い
て
、「
唐
代
に
お
い
て
は
個
人
の
書
簡
と
し
て

多
用
さ
れ
、
ま
た
対
等
関
係
に
あ
る
王
朝
間
の
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。」
と
指

摘
し
て
い
る
）
22
（

。
ま
た
、
秀
吉
に
対
し
て
「
日
本
国
兄
大
相
国
秀
吉
公
」
と
い
う
呼
称

を
と
り
、
中
西
朝
美
氏
が
い
う
擬
制
的
な
親
族
呼
称
を
国
書
中
に
用
い
て
相
手
と
の

関
係
を
表
現
し
た
も
の
）
23
（

の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
秀
吉
を
兄
と
し
て
一
段
高
く

位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
。
広
南
阮
氏
の
書
簡
作
成
に
お
い
て
は
、
唐
代
以
来
の

様
式
に
つ
い
て
も
意
識
の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

5
　
一
六
〇
三
年
五
月
一
九
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡
写  

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
六
に
拠
る

（
一
行
目
「
含
諫
」
と
あ
っ
た
が
、『
異
国
出
契
』
等
に
拠
っ
て
「
含
詠
」
と
し
た
。）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
阮
敬
書

日
本
国
内
大
宰
執
原
王
殿
下
、
遥
聞
、
宰
執
徳
声
含
詠
、
仁
風
騰
十
地
之
雄
、
道
化

徧
謡
、
恵
／
露
灑
両
天
之
渥
、
職
欲
成
貴
貴
之
義
、
去
歳
敢
憑
片
楮
、
陳
其
悃
誠
、

方
物
・
小
礼
、
幸
蒙
宰
執
／
垂
納
、
会
玆
年
、
仰
見
宰
執
玉
札
、
遥
伝
芳
情
道
達
、

暁
成
昨
日
之
事
、
職
不
勝
欣
賀
之
至
、
頓
首
／
稽
首
、
拝
之
読
之
、
増
其
氷
谷
、
況

又
贈
以
甲
冑
・
軍
器
、
錫
以
珍
重
如
此
、
非
栄
何
賜
之
乎
、
其
恩
／
深
滄
海
、
義
重

丘
山
、
真
宰
執
含
弘
兼
愛
之
度
、
即
欲
遣
人
詣
于

前
拝
謝
、
其
奈
堯
天
・
／
舜
海

何
、
徒
懸
念
而
已
、
感
云
、
海
雲
里
隔
千
余
、
信
義
心
孚
一
片
、
此
職
書
中
第
一
義
也
、

且
／
職
之
陋
邦
、
乃
巻
石
・
勺
水
之
区
、
無
有
奇
貨
異
物
、
曷
足
以
彰
其
賜
、
玆
因

駅
使
言
還
、
輙
／
以
土
産
小
物
、
聊
表
微
忱
、
爰
及
折
簡
、
謹
陳
肝
膈
数
言
、
冐
達

宰
執
殿
下
、
礼
雖
云
小
、
伏
乞
／
笑
納
、
願
自
茲
以
後
、
共
信
此
心
、
莫
違
其
義
、

使
両
国
相
親
之
厚
、
百
年
至
于
千
万
年
必
矣
、

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
四
年
五
月
十
九
日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
阮
敬つ
つ
しみ

て
日
本
国
内
大
宰
執
原
王
殿
下
に
書
す
。
遥
に
聞
く

に
、
宰
執
は
徳
声
含
詠
す
れ
ば
、
仁
風
は
十
地
の
雄
に
騰つ
た

は
り
、
道
化
徧
謡
す
れ
ば
、

恵
露
は
両
天
の
渥
を
灑
ぐ
と
。
職 

貴
貴
の
義
を
成
さ
ん
と
欲
し
、
去
歳
、
敢
え
て

片
楮
を
憑
し
て
其
の
悃
誠
を
陳
べ
、

せ
て
方
物
・
小
礼
は
幸
ひ
に
宰
執
の
垂
納
を

蒙
る
。
茲
の
年
に
会
ひ
、
宰
執
の
玉
札
を
仰
ぎ
見
る
に
、
遥
に
芳
情
を
伝
へ
て
道
達

し
、
昨
日
の
事
を
暁
成
す
。
職 

欣
賀
の
至
に
勝た

へ
ず
。
頓
首
、
稽
首
。
之
を
拝
し
、

之
を
読
み
、
其
の
氷
谷
を
増
す
。
況
や
又
た
贈
る
に
甲
冑
・
軍
器
を
以
て
し
、
錫
は

る
に
珍
重
を
以
て
す
る
こ
と
此
く
の
如
き
や
。
栄
に
非
ず
し
て
何
ぞ
之
を
賜
ら
ん

や
。
其
の
恩
は
滄
海
よ
り
深
く
、
義
は
丘
山
よ
り
重
し
。
真ま
こ
とに

宰
執
の
含
弘
兼
愛
の

度
な
り
。
即
ち
人
を
遣
わ
し
て

前
に
詣い
た

り
て
拝
謝
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
其
れ
堯

天
・
舜
海
を
奈い
か
ん何

せ
ん
。
徒た
だ

に
懸
念
す
る
の
み
。
感
じ
て
云
は
く
、
海
雲
の
里
は
千

余
を
隔
つ
と
も
、
信
義
の
心
は
一
片
を
孚は
ぐ
くむ

。
此
職
の
書
中
の
第
一
義
な
り
。
且
つ

職
の
陋
邦
は
乃す
な
はち
巻
石
・
勺
水
の
区
な
れ
ば
、
奇
貨
・
異
物
の
有
る
こ
と
無
く
、
曷な
ん

ぞ
以
て
其
の
賜
を
彰
す
に
足
ら
ん
や
。
茲
に
駅
使
に
因
て
言
還
す
。
輙す
な
はち
土
産
の
小

物
を
以
て
、
聊
か
微
忱
を
表
す
。
爰
に
折
簡
に
及
び
、
謹
み
て
肝
膈
の
数
言
を
陳
べ
、

宰
執
殿
下
に
冐
達
す
。
礼
小
さ
し
と
云
う
と
雖
も
、
伏
し
て
笑
納
を
乞
ふ
。
願
は
く

は
、
茲こ
れ

よ
り
以
後
、
共
に
此
の
心
を
信
じ
、
其
の
義
に
違
ふ
こ
と
莫
か
ら
ん
。
両
国

を
し
て
相
親
せ
し
む
る
こ
と
の
厚
き
こ
と
、
百
年
、
千
万
年
に
至
る
は
必
な
り
。

こ
の
書
簡
に
先
立
っ
て
、
慶
長
七
年
十
月
二
日
付
け
の
家
康
か
ら
の
返
書
（
日

2
）
が
『
異
国
日
記
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
日
2
の
内
容
か
ら
、
前
述
の
慶
長
六

年
の
家
康
書
簡
（
日
1
）
と
同
七
年
の
家
康
書
簡
（
日
2
）
の
間
に
、
阮
潢
か
ら
の
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返
書
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
書
簡
は
日

2
へ
の
返
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
美
辞
麗
句
を
連
ね
て
い
る
の

み
で
、
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
本
書
簡
に
対
し
て
は
、
慶
長
八
年
の
家
康
書
簡

（
日
4
）
が
あ
る
。

阮
潢
は
す
で
に
家
康
の
名
を
熟
知
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
充
所
を
「
日
本

国
内
大
宰
執
原
王
殿
下
」
と
し
て
い
る
。
実
名
を
記
す
の
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
弘
定
七
年
の
阮
潢
書
簡
写
で
は
再
び
「
家
康
」
の
実
名
を
記
し
て
い
る
。
こ

の
後
も
、
充
所
は
様
々
に
書
か
れ
一
定
し
て
い
な
い
。 

本
書
簡
は
最
終
行
に
年
月

日
を
記
し
て
朱
印
を
捺
し
て
お
り
、
奥
上
の
「
書
」
の
大
字
は
な
い
。

7
　
一
六
〇
四
年
五
月
一
一
日

　
安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
阮
潢
書
簡
写　

 『
大
日
本
史
料
』
第
一
二
編
二
輯
所
載
『
歴
朝
要
紀
』
百
四
十
四
に
拠
る

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
、
報
章

日
本
国
王
殿
下
、

嘗
聞
、
修
睦
結
好
、
国
君
盛
典
、
去
歳
、
国
王
厚
賜
好
甲
宝
劔
、
茲
復
寄
贈
長
大
刀

壱
拾
柄
、
職
蒙
恵
不
浅
、
其
貴
国
商
船
、
見
来
販
売
、
職
曲
加
愛
護
、
各
任
安
居
、

会
曰
商
舶
言
還
、職
陋
邦
貴
物
稀
少
、輙
具
小
礼
〈
具
在
／
別
楮
〉、投
贈
国
王
殿
下
、

庶
酬
其
義
、
自
茲
歳
通
商
舶
、
只
要
就
職
本
国
以
便
貿
易
、
若
清
華
、
乂
安
等
処
、

素
与
職
相
為
讎
敵
、
万
望
国
王
業
已
交
愛
於
職
、
理
宜
禁
止
商
舶
、
勿
許
通
往
彼
処
、

言
不
爽
信
、
王
其
鑒
焉
、

弘
定
五
年
五
月
十
一
日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
、
日
本
国
王
殿
下
に
報
章
す
。
嘗
て
聞
く
、「
睦
を
脩
め
好

を
結
ぶ
は
、
国
君
の
盛
典
な
り
、」
と
。
去
歳
、
国
王
厚
く
好
き
甲
・
宝
劔
を
賜
い
、

茲
に
復
た
長
大
刀
壱
拾
柄
を
寄
せ
贈
る
。
職 

恵
み
を
蒙
る
こ
と
浅
か
ら
ず
。
其
れ

貴
国
の
商
船
、
見
来
に
販
売
す
。
職 

曲つ
ま
びら
か
に
愛
護
を
加
へ
、
各
お
の
安
居
す
る

に
任
す
。
会
ひ
て
商
舶
に
言
還
し
て
曰
く
、「
職
の
陋
邦
は
貴
物
稀
少
な
り
。
輙
ち

小
礼
を
具
え
〈
具
つ
ぶ
さに

は
別
楮
に
在
り
〉、
国
王
殿
下
に
投
贈
す
、」
と
。
庶
こ
い
ね
がは
く
は
其

義
に
酬
ひ
、
茲
の
歳
よ
り
商
舶
を
通
ぜ
ん
こ
と
を
。
只
だ
職
の
本
国
に
就
き
て
の
み

便
を
以
て
貿
易
せ
ん
こ
と
を
要も
と

む
。
清
華
・
乂
安
等
処
の
若ご
と

き
は
、
素
よ
り
職
と
相

ひ
讎
敵
た
り
。
万
望
す
る
に
国
王
、
業す

で已
に
愛
を
職
に
交
へ
た
れ
ば
、
理
は
宜
し
く

商
舶
を
禁
止
し
、
彼
の
処
に
通
往
す
る
を
許
す
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
信
に
爽た
が

は
ざ
る

と
言
う
。
王
、
其
れ
焉
に
鑒か
ん
がみ

よ
。

本
書
簡
は
慶
長
八
年
の
家
康
書
簡
（
日
4
）
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、
本
書
簡
に

対
し
て
は
慶
長
九
年
の
家
康
書
簡
（
日
6
）
が
あ
る
。

内
容
と
し
て
は
、
阮
潢
と
対
立
し
て
い
た
東
京
側
の
清
華
・
乂
安
等
へ
日
本
か
ら

商
船
を
送
る
こ
と
の
禁
止
要
請
が
初
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
充
所
と
し
て
「
日
本
国

王
」
と
い
う
呼
称
が
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。
様
式
と
し
て
は
、
奥
上
に
「
書
」
の
大

字
を
記
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

12
　
一
六
〇
五
年
五
月
六
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡
写

　
　
　
　
　
　
　
　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
通
書
』
三
五
二
九
六
に
拠
る

（
封
筒
表
）

「　
　
（
朱
印
影
）

　
「
鎮
守
将
軍
之
印
」　　

弘
定
陸
年
五
月
初
陸
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
封
筒
裏
）

「  （
朱
印
影
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
朱
印
影
）  　

「
鎮
守
将
軍
之
印
」
安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
「
鎮
守
将
軍
之
印
」」

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公　

啓

日
本
国
源
王
殿
下
、

雲
海
雖
殊
地
域
・
星
象
、
正
一
天
樞
、
比
者
、

貴
国
商
舶
主
弥
七
郎
駕
来
本
鎮
、
兼
覩
玉
箋
瑤
翰
・
宝
劔
・
腰
刀
、
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其
厚
恩
如
此
、
無
階
可
答
、
茲
焉
即
月
言
還
、
便
風
附
報
所
有
小

礼
〈
具
在
／
別
楮
〉
投
贈

貴
殿
、
幸
蒙
笑
納
以
表
隣
国
之
交
、
謹

啓
、（

書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公 

日
本
国
源
王
殿
下
に
啓
す
。

雲
海
は
地
域
・
星
象
を
殊
に
す
と
雖
も
、
正
に
天
樞
を
一
つ
す
。
比
者
、
貴
国
商
舶

主
弥
七
郎
の
本
鎮
に
駕
来
し
、
兼
ね
て
玉
箋
瑤
翰
・
宝
劔
・
腰
刀
を
覩
る
。
其
れ
厚

恩
な
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
答
ふ
べ
き
に
階
な
し
。
茲
に
焉す
な
はち
即
月
に
言
還
す
。
便

風
に
報
を
附
し
、
有
る
所
の
小
礼
〈
具つ
ぶ
さに

は
別
楮
に
在
り
〉
も
て
貴
殿
に
投
贈
す
れ

ば
、
笑
納
を
蒙
り
、
以
て
隣
国
の
交
は
り
を
表
さ
ん
こ
と
を
幸こ
ひ
ねが

ふ
。
謹
み
啓
す
。

本
書
簡
は
慶
長
九
年
の
家
康
書
簡
（
日
6
）
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、
本
書
簡
に

対
し
て
は
慶
長
十
年
の
家
康
書
簡
（
日
9
）
が
あ
る
。
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ

る
様
式
で
、
別
幅
の
方
物
目
録
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
阮
潢
書
簡
で
最
も
短

文
で
あ
る
。「
弥
七
郎
」
は
長
崎
の
朱
印
船
貿
易
家
船
本
顕
定
で
、
書
中
に
も
見
え

る
よ
う
に
書
簡
や
方
物
の
伝
達
を
担
っ
て
い
た
。
な
お
、
同
日
付
け
で
本
多
正
純
へ

も
書
簡
（
13
）
が
送
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
本
書
簡
で
は
書
か
れ
な
か
っ
た
日

本
商
人
の
暴
悪
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、
相
手
に
よ
っ
て
内
容
を
選
ん
で
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

17
　
一
六
〇
六
年
五
月
一
三
日
　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡
写

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
に
拠
る
。

（
本
文
四
行
目
に
「
資
」
と
あ
っ
た
が
、『
外
蕃
通
書
』
に
拠
っ
て
「
賚
」
と
し
た
。）

（
封
筒
表
）

「　
　

  （
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

封　

弘
定

年
五
月
拾
参
日
」

（
封
筒
裏
）

「  （
朱
印
影
）　　
　
　
　
　

丙
午
年
来　

 （
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」
大
都
統
瑞
国
公
「
鎮
守
将
軍
之
印
」」

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
、
敬
回
翰

日
本
国
本
主
一
位
源
家
康
王
殿
下
曰
、
交
隣
之
道
以
信
為
重
、
茲
日
本
国
与
安
南
国

封
域
雖
殊
地
軸
・
星
象
、
正
一
天
樞
、
伏
荷

国
王
量
同
滄
海
恵
及
陋
邦
、
毎
歳
遣
通
商
舶
、
賚
以
兵
器
之
用
、
職
蒙
恩
厚
矣
、
奈

其
報
答
未
孚
於
心
、
何
復
覩　

玉
章
芳
情
道
達
、
実
有
含
弘
之
量
也
、
茲
職

欲
堅
信
義
、
爰
達
雲
箋
、
虔
将
土
産
小
物
、
遥
贈
為
贄
、
所
望

国
王
兼
愛
心
推
、
曲
垂
笑
納
、
以
通
両
国
之
情
、
以
結
億
年
之
好
、
至
矣

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定

年
五
月
拾
参
日

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
六
年
五
月
初
六
日

　
（
黒
印
影
）

「
書
」　
（
花
押
黒
印
影
）

（
別
幅
）

「
討

 

一
、　

信
物
六
項

銃
弐
柄　
　
　

奇
藍
香
壱
塊

白
絹
拾
疋　
　

密
香
壱
瓶

香
蠟
壱
瓶　
　

火
香
壱
千
株
」

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
六
年
五
月
初
六
日
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「（
黒
印
影
）

書
」　
（
花
押
黒
印
影
）

（
別
幅
）

「
計一

、
敬
信
物
肆
項

帛
熟
絹
拾
疋

奇
檻
香
壱
塊

火
香
壱
千
株

蠟
香
壱
瓶

台
香
五
丁

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

　

弘
定
七
年
五
月
十
三
日
」

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公 

敬
み
て
日
本
国
本
主
一
位
源
家
康
王
殿
下
に
回
翰
し
て
曰

く
、交
隣
の
道
は
信
を
以
て
重
き
と
為
す
。
茲
に
日
本
国
と
安
南
国
と
封
域
は
地
軸
・

星
象
を
殊
に
す
と
雖
も
、
正
に
天
樞
を
一
つ
に
す
。
伏
し
て
国
王
に
荷
こ
ひ
ね
がは
く
は
、
滄

海
を
同
じ
く
す
る
を
量
り
て
陋
邦
に
恵
及
せ
ん
こ
と
を
。
歳
毎ご
と
に
商
舶
を
遣
通
せ
し

め
、
賚
ふ
に
兵
器
の
用
を
以
て
せ
ば
、
職 

恩
を
蒙
る
こ
と
厚
か
ら
ん
。
奈い
か
んせ
ん
其

れ
報
答
す
る
こ
と
未
だ
心
に
孚は
ぐ
くま

ざ
る
を
。
何
ぞ
復
た
玉
章
の
芳
情
を
道
達
す
る
こ

と
を
覩
る
に
、
実ま
こ
とに

含
弘
の
量
有
る
な
り
。
茲
に
職 

信
義
を
堅
め
ん
と
欲
し
、
爰

に
雲
箋
を
達
す
。
虔つ
つ
しみ

て
土
産
の
小
物
を
将も
つ

て
、
遥
に
贈
り
て
贄
と
為
す
。
所
望
す

ら
く
は
、
国
王
、
兼
愛
の
心
推
せ
ん
こ
と
を
。
曲
げ
て
笑
納
を
垂
れ
、
以
て
両
国
の

情
を
通
じ
、
以
て
億
年
の
好
を
結
ば
ば
至
れ
り
。

　

本
書
簡
は
慶
長
十
年
の
家
康
書
簡
（
日
9
）
に
対
す
る
返
書
で
あ
り
、
本
書
簡
に

対
し
て
は
慶
長
十
一
年
の
家
康
書
簡
（
日
12
）
が
あ
る
。
12
と
同
じ
く
奥
上
に
「
書
」

の
大
字
が
あ
る
様
式
で
、
別
幅
の
方
物
目
録
を
付
し
て
い
る
。

阮
潢
と
家
康
の
間
で
の
書
簡
の
遣
り
取
り
は
、
秀
吉
充
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

一
六
〇
一
年
五
月
の
2
阮
潢
書
簡
写
か
ら
数
え
る
と
、
一
六
〇
一
年
か
ら
毎
年
欠
か

さ
ず
六
度
に
も
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
一
六
〇
二
年
の
阮
潢
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い

が
、
出
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
も
、
本
書
簡
へ

の
家
康
返
書
（
日
12
）
を
最
後
に
途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で

家
康
書
簡
で
は
阮
潢
を
「
安
南
国
統
兵
元
帥
瑞
国
公
」（
日
1
）、「
安
南
国
大
都
統

瑞
国
公
」（
日
2
、4
、6
、9
）
と
表
現
し
て
い
た
の
に
関
わ
ら
ず
、
日
12
で
は
「
安

南
国　

刺
史
」
と
格
下
げ
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
阮
潢
書
簡
を
見
る
と
、
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
の
は
、
2
、

12
、
17
の
三
通
で
あ
り
、
な
い
の
は
5
、
7
の
二
通
で
あ
る
。
充
所
の
表
現
も
毎
回
、

異
な
っ
て
お
り
国
書
に
用
い
る
様
式
に
一
貫
性
は
乏
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
写
の
た
め
確
認
で
き
な
い
7
を
除
い
て
、
花
押
印
は
な
く
て
も
年
月
日
上
に

「
鎮
守
将
軍
之
印
」
の
朱
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、

方
物
目
録
を
付
す
場
合
は
別
幅
と
な
っ
て
い
た
（
12
、
17
）。

30
　
一
六
一
四
年
五
月
八
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
福
源
書
簡
写

　『異
国
日
記
』
上
に
拠
る
。

安
南
国
大
都
統
肅
書
達
于

日
本
国
王
殿
下
、
知

修
睦
講
信
春
秋
所
貴
、
我
与
貴
国
素
知
久
矣
、
向
者
／
式
是
、

南
邦
既
通
前
好
、
我
茲
焉
兼
持
国
政
、
又
恵
厚
施
珍
重
不
勝
、
無
由
可
答
、
／
所
有

土
産
菲
物
、
奇
南
香
壱
片
・
白
絹
拾
疋
、

片
楮
壱
緘
、
遥
贈
為
信
、
以
表
／
両
国

通
和
之
義
、
茲
書
、

（
墨
線
抹
消
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

大
朱
印

弘
定
十
五
年
五
月
初
八
日
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書　
（
横
線
）　

判
形
黒
印
也

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
肅つ
つ
しみ
て
書
を
日
本
国
王
殿
下
に
達
す
。
睦
を
脩
め
信
を
講
ず
る
は
春

秋
の
貴
ぶ
所
と
知

す
。
我
と
貴
国
と
素
よ
り
知
る
こ
と
久
し
き
な
り
。
向さ
き
に
は
是

を
式も
つ

て
、
南
邦 

既
に
前
の
好
を
通
ず
。
我 

茲
に
国
政
を
兼
持
し
、
又
た
、
厚
く
施

し
を
恵
ま
る
る
こ
と
珍
重
に
勝た

へ
ず
、
答
ふ
る
べ
き
由
無
し
。
有
る
所
の
土
産
菲
物

は
奇
南
香
壱
片
・
白
絹
拾
疋
な
り
。

せ
て
片
楮
壱
緘
を
遥
に
贈
り
て
信
と
な
す
。

以
て
両
国
通
和
の
義
を
表
す
。
茲
に
書
す
。

阮
潢
の
第
六
子
で
前
年
に
当
主
の
地
位
を
継
い
だ
阮
福
源
か
ら
の
最
初
の
書
簡
で

あ
る
。
文
中
で
は
、
以
前
か
ら
日
本
と
通
交
の
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
「
我
茲
焉
兼

持
国
政
」
と
し
て
当
主
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
し
ば
ら
く
途
絶
え
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
日
本
と
の
国
書
の
交
換
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

へ
の
返
書
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
異
国
日
記
』
に
よ
る
と
、
駿
府
に
て
家
康
に

披
露
さ
れ
、
返
書
す
べ
き
こ
と
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。
奥
上
に
「
書
」
の
大
字

が
あ
る
様
式
で
あ
る
。

43
　
一
六
二
八
年
四
月
二
五
日

　
安
南
国
都
統
官
阮
福
源
書
簡
写　

『
異
国
日
記
』
下
に
拠
る
。　

安
南
国
都
統
官
敬
書
奉
于

日
本
国
々
王
殿
下
、

知
会
、
某
曽
聞

貴
国
威
声
久
矣
、
実
所
慕
焉
、
奈
何
未
便
使
通
交
隣
両
国
、
已
承

大
王
好
意
、
使
年
々
商
客
往
来
、
利
及
方
民
、
某
同
感
激
、
豈
期
、
前
／
年
某
有

外
姪
、
背
天
従
逆
、　

失
孝
失
忠
、
共
聞
天
下
、
某
誨
訓
而
致
／
讐
、
故
教
多
而

成
怨
、
興
兵
犯
境
、
天
理
乖
違
、
膽
喪
心
寒
、
敗
兵
逃
／
竄
、
昨
得

大
王
恩
厚
、
戎
艚
客
禁
赴
東
京
、
此
義
難
量
、
万
無
報
一
、
茲
某
有
／
方
物
、
寄
附

大
王
以
表
寸
忱
、
恭
其
納
受
、
茲
書
、

計
手
鏡
弐
口　
　

琦
楠
壱
片
大
好　

沈
香
壱
片
好

白
領
花
大
段
五
疋　

白
緝
弐
拾
疋

永
祚
十
年
四
月
二
十
五
日

書（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
都
統
官 

敬
み
て
書
を
日
本
国
々
王
殿
下
に
奉
る
。
知
会
す
。
某 

曽
て
貴
国

の
威
声
を
聞
く
こ
と
久
し
と
。
実
に
慕
う
所
な
り
。
奈い
か
ん何

せ
ん
未
だ
便す
な
はち

交
隣
を
両

国
に
通
ぜ
し
め
ざ
る
を
。
已
に
大
王
の
好
意
を
承
り
、
年
々
商
客
を
し
て
往
来
せ
し

め
ば
、
利
は
方
民
に
及
び
、
某 

感
激
を
同
じ
く
す
。
豈
に
期
せ
ん
や
、
前
年
某
に

外
姪
有
り
、
天
に
背
き
逆
に
従
い
、
孝
を
失
し
忠
を
失
し
、
共
に
天
下
に
聞
こ
ゆ
る

を
。
某 

誨
訓
す
れ
ど
も
讐む
く

ひ
を
致
し
、
故
に
教
多
す
れ
ど
も
怨
み
を
成
し
、
兵
を

興
し
境
を
犯
し
、
天
理
に
乖
違
し
た
れ
ば
、
膽
は
喪う
し
なひ

心
は
寒
く
、
敗
兵
逃
竄
す
。

昨さ
き

に
大
王
の
恩
の
厚
き
を
得
て
、
戎
艚
の
客
の
東
京
に
赴
く
こ
と
を
禁
ず
。
此
義
量

り
難
し
。
万
に
一
も
報
ゆ
る
こ
と
な
し
、
茲
に
某 

方
物
有
り
、
大
王
に
寄
附
し
以

て
寸
忱
を
表
す
。
恭
し
く
其
れ
納
受
さ
れ
ん
こ
と
を
。
茲
に
書
す
。

知
ら
れ
て
い
る
範
囲
で
は
、
阮
福
源
か
ら
将
軍
へ
の
書
簡
は
十
四
年
前
の
30
に
続

い
て
二
度
目
に
な
る
。
本
書
簡
の
文
面
か
ら
も
、
十
四
年
前
以
来
、
交
わ
り
は
盛
ん

で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
回
と
同
じ
く
「
日
本
国
々
王
」（
30
は
「
日
本

国
王
」）
充
で
あ
る
。
今
回
は
、
前
年
か
ら
始
ま
っ
た
鄭
氏
と
の
戦
争
を
き
っ
か
け

に
し
て
、「
戎
艚
客
禁
赴
東
京
」
こ
と
に
謝
意
を
表
す
こ
と
が
主
な
内
容
に
な
っ
て

い
る
。
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
事
が
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
開
戦
を
き
っ
か

け
に
し
て
対
外
的
な
交
渉
を
再
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
簡
で
は
方
物
目

録
が
本
紙
に
書
か
れ
、
奥
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
。

［安南日越外交文書の国書について］……藤田励夫
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55
　
一
六
八
八
年
六
月
一
三
日

　
安
南
国
王
阮
福

書
簡
写　

『
外
蕃
通
書
』
に
拠
る
。

安
南
国
王　

恭
書

日
本
国
大
国
王
殿
下

書
云
、
王
者
交
隣
、
当
以
信
義
為
重
眷
、
惟

貴
国
与
本
国
、
各
居
絶
域
、
非
相
呑
之
国
、
昔
聞
、
貴
国
曽
已
遠
交
、
結
為
通
好
、

何
其
厚
也
、
比
聞
、
貴
国
絶
無
交
質
、
罕
見
通
好
、
何
其
薄
也
、
今

本
国
忝
以
冲
人
欲
修
旧
好
、
擬
欲
通
好
之
意
、
庶
可
復
定
矣
、
且
於
往
年
已
寓
薄
来

微
物
、
奉
上

貴
国
、
以
為
国
交
之
止
信
、
奈
此
封
域
、
懸
望
翰
羽
遥
短
、
使
本
国
愛
幕
之
心
、
未

嘗
一
日
不
在
也
、
今
又
聊
将
鄙
物
、
用
結
新
恩
、
冀
以
始
雖
疎
而
終
必
親
之
情
也
、

窃
念
本
国
経
費
多
資
惟
銭
為
用
、
但
未
能
操
造
之
功
、
致
使
財
用
之
不
足
哉
、
遥
聞
、

貴
国
地
産
良
銅
、
権
知
造
幣
、
若
此
曷
不
広
鋳
以
済
其
乏
乎
、
所
望

貴
国
、
権
時
用
之
宜
、
布
称
銭
之
令
、
立
一
時
之
圜
法
、
鋳
三
品
之
利
源
、
通
流
本

国
、
営
生
貿
売
、
於
是
両
国
倶
得
両
利
焉
、
但
願

貴
国
、
仁
推
通
貨
、
意
体
移
財
、
出
百
万
之
緡
銭
、
沢
九
州
之
黎
庶
、
此
則
四
隣
之

人
、
咸
親
其
義
、
自
茲
向
後
、
両
朝
通
好
、
信
義
往
来
、
邇
遐
如
一
體
、
胡
越
如
一

家
、
斯
為
美
事
矣
、
恭
惟
丙
鑒
、
尚
候
乙
祈
、
今
書

計
一
、
信
物　

琦
楠
香
壱
片　

絹
弐
拾
匹

魚
皮
弐
拾
張　

花
藤
弐
拾
株　

檑
木
弐
拾
株

正
和

年
陸
月
拾
参
日

書
押

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
王 

恭
し
く　

日
本
国
大
国
王
殿
下
に
書
す
。
書
に
云
く
、「
王
者
の
交
隣

は
、
当
に
信
義
を
以
て
重
眷
と
為
す
べ
し
、」
と
。
惟
お
も
ん
みる

に
貴
国
と
本
国
と
各
お
の

絶
域
に
居
り
、
相
呑
の
国
に
非
ず
。
昔
、
聞
く
、「
貴
国
は
曽
て
已
に
遠
く
交
は
り
、

結
び
て
通
好
を
為
す
」
と
。
何
ぞ
其
れ
厚
き
や
。
比
こ
の
ご
ろ、
聞
く
、「
貴
国
は
絶
え
て
質

を
交
ふ
る
こ
と
無
く
、
罕ま
れ

に
通
好
を
見あ
ら
はす

、」
と
。
何
ぞ
其
れ
薄
き
や
。
今
、
本
国
、

忝
く
も
冲
人
の
旧
好
を
修
め
ん
と
欲
す
る
を
以
て
、通
好
の
意
を
欲
さ
ん
と
擬
さ
ば
、

復
定
す
べ
き
に
庶ち
か

か
ら
ん
。
且
つ
、
往
年
に
於
い
て
已
に
薄
来
せ
る
微
物
を
寓よ

せ
、

貴
国
に
上
せ
奉
る
。
以お
も
へ為

ら
く
、
国
の
交
は
り
は
信
に
止
ま
る
と
。
奈
せ
ん
此
の
封

域
、
翰
羽
の
遙
短
を
懸
望
す
る
を
。
本
国
愛
幕
の
心
を
し
て
、
未
だ
嘗
て
一
日
と
し

て
在
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
今
又
た
、
聊
か
鄙
物
を
将も
た
らし
、
用も
つ
て
新
恩

を
結
ば
ん
。
冀
う
に
始
め
は
疎
な
り
と
雖
も
、
而
る
に
終
は
り
は
必
ず
親
の
情
た
る

を
以
て
す
る
な
り
。
窃
か
に
念お
も
う
に
、
本
国
の
経
費
の
多
く
資
す
る
に
、
惟た

だ
銭
も

て
為
用
す
る
も
、
但
だ
、
未
だ
操
造
の
功
能あ
た

は
ざ
る
の
み
に
し
て
、
財
用
を
し
て
之

足
ら
ざ
ら
し
む
る
を
致
す
を
や
。
遥
に
聞
く
、「
貴
国
の
地
は
良
銅
を
産
し
、
権
は

造
幣
を
知
る
、」
と
。
此か
く

の
ご
と
く
ん
ば
曷い
ず

く
ん
ぞ
鋳
を
広
め
て
、
以
て
其
の
乏
し

き
を
済す
く

は
ざ
ら
ん
や
。
貴
国
に
所
望
す
る
に
、
時
用
の
宜
し
き
を
権と

り
、
称
銭
の
令

を
布
き
、
一
時
の
圜
法
を
立
て
、
三
品
の
利
源
を
鋳
て
、
本
国
に
通
流
し
、
貿
売
を

営
生
せ
ば
、
是
に
お
い
て
両
国
倶
に
両
利
を
得
ん
。
但
だ
、
願
は
く
は
貴
国
、
仁
は

通
貨
を
推
し
、
意
は
移
財
を
体お
こ
な
ひ
、
百
万
の
緡
銭
を
出
だ
し
、
九
州
の
黎
庶
を
沢う
る

ほ
さ
ん
こ
と
を
。
此
れ
則
ち
四
隣
の
人
、
咸
こ
と
ご
とく
其
の
義
に
親
し
ま
ん
。
茲
よ
り
向

後
、
両
朝
通
好
し
、
信
義
往
来
せ
ば
、
邇
遐
は
一
體
の
ご
と
く
、
胡
越
は
一
家
の
ご

と
し
。
斯こ

れ
美
事
た
る
か
な
。
恭
し
く
惟
ふ
に
、
丙
鑒
せ
よ
。
尚
乙
祈
を
候
ふ
。
今

書
す
。

本
書
簡
は
、前
年
に
当
主
の
座
に
就
い
た
阮
福

か
ら
の
初
め
て
の
書
簡
で
あ
る
。

福

は
福
源
か
ら
三
代
目
に
当
た
る
当
主
で
、
一
六
二
八
年
の
43
以
来
、
書
簡
の
遣

り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
録
に
な
い
。
文
面
か
ら
も
長
く
交
流
の
な
か
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
銅
銭
の
輸
出
を
要
請
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
章
第

二
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
福

か
ら
長
崎
奉
行
充
の
同
日
付
け
の
書
簡
二
通
が
あ
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る
。本

書
簡
も
43
と
同
じ
く
方
物
目
録
が
本
紙
に
書
か
れ
、
奥
に
「
書
」
の
大
字
が
あ

る
様
式
を
と
る
。

広
南
阮
氏
の
当
主
の
う
ち
、
阮
潢
と
家
康
の
間
で
は
、
一
時
期
に
頻
繁
な
書
簡
の

交
換
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
、
阮
福
源
、
阮
福

か
ら
の
書
簡
が
、
か
な
り

時
間
を
お
き
な
が
ら
三
度
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
当
主
を
継
い
で

間
も
な
く
、
あ
る
い
は
鄭
氏
と
の
開
戦
を
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
文
面

か
ら
も
国
書
の
遣
り
取
り
が
頻
繁
で
な
か
っ
た
こ
と
が
く
み
取
れ
る
。
阮
福
源
以
降

の
三
通
は
、
い
ず
れ
も
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
り
、
方
物
目
録
を
本
紙
に
書
く

様
式
を
と
る
。

第
二
節
国
主
か
ら
臣
下
充

3
　
一
六
〇
五
年
五
月
五
日
　
安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
瑞
国
公
阮
潢
書
簡
写

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
に
拠
る
。

「
別
幅
」
以
下
は
『
外
蕃
通
書
』
に
拠
る
。

安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
瑞
国
公
、
茲
屢
蒙

正
成
公
）
24
（

貴
意
、
前
差
白
濱
顕
貴
、
発
船
往
販
、
通
商
結
好
、
又
蒙
賜
／
文
翰
、
乃
前

任
都
堂
往
復
、
今
我
新
任
都
統
元
帥
、
欲
依
前
事
両
／
国
交
通
、
不
幸
、
至
旧
年
四

月
間
、
顕
貴
船
泊
在
順
化
処
海
門
、
被
／
風
蕩
船
破
無
所
依
恃
、
順
化
大
都
堂
官
、

不
識
顕
貴
良
商
、
与
／
船
衆
争
気
、
不
意
都
堂
官
事
誤
身
、
故
諸
将
帥
興
兵
報
怨
、

且
／
日
日
要
殺
死
顕
貴
、
我
在
東
京
聞
此
消
息
、
愛
惜
難
勝
、
於
上
／
年
我
奉
命
天

朝
復
臨
巨
鎮
、
見
顕
貴
尚
在
我
国
、
我
本
欲
発
／
船
許
回
、
奈
天
時
未
順
、
延
至
今

日
、
幸
見
貴
国
商
船
復
到
、
顕
／
貴
暗
曉
事
由
、
我
無
不
悦
、
爰
謹
具
菲
儀
、
聊
表

微
意
、
庶
容
少
／
納
、
外
専
書
一
封
、
煩
為
伝
○
上
位
、
示
下
弔
顕
貴
返
国
、
以
結

兄
／
弟
之
邦
、
以
交
天
地
之
義
、
誠
如
是
則
助
以
軍
器
、
曰
〈
生
塩
漆
／

器
械
〉、

以
／
充
国
用
、
我
感
徳
無
涯
、
異
日
容
報
至
祝
、
玆
書

（
朱
印
影
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
二
年
五
月
初
五
日

（
黒
印
影
）

「
書
」（
横
線
）
25
（

）　
（
花
押
黒
印
影
）

別
幅

計一
、
財
物
五
項

奇
南
香
壱
片
〈
参
斤
／
拾
両
〉　 

白
熟
絹
参
疋

白
蜜
拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　

檑
木
壱
百
枚

孔
雀
子
五
觜

弘
定
二
年
五
月
初
五
日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
天
下
統
兵
都
元
帥
瑞
国
公 

茲
に
屢
し
ば
正
成
公
の
貴
意
を
蒙
る
。
前
に
白

濱
顕
貴
を
差つ
か

は
し
、
船
を
発
し
て
往
販
し
、
通
商
し
て
好よ
し
みを

結
ぶ
。
又
、
文
翰
を
賜

う
を
蒙
る
は
、
乃す
な
はち

前
任
都
堂
の
往
復
せ
る
な
り
。
今
、
我 

都
統
元
帥
に
新
任
し
、

前
事
に
依
り
両
国
の
交
通
す
る
を
欲
す
。
不
幸
に
し
て
、
旧
年
四
月
の
間
に
至
り
、

顕
貴
の
船
の
泊
ま
り
て
順
化
処
の
海
門
に
在
る
に
、
風
蕩
を
被
り
て
船
破
れ
依
恃
す

る
所
な
し
。
順
化
大
都
堂
官 

顕
貴
の
良
商
な
る
を
識し

ら
ず
、
船
衆
と
争
気
し
、
意お
も

は
ず
し
て
都
堂
官 

事
に
身
を
誤
る
。
故
に
諸
将
帥 

兵
を
興
こ
し
て
怨
み
に
報
い
、

且
つ
日
日
顕
貴
を
殺
死
せ
ん
と
す
。
我 

東
京
に
在
り
て
此
の
消
息
を
聞
き
、
愛
惜

す
る
に
勝た

へ
難
し
。
上
年
に
於
い
て
我 

命
を
天
朝
よ
り
奉
じ
て
復ま

た
巨
鎮
に
臨
み
、

顕
貴
の
尚
ほ
我
が
国
に
在
る
こ
と
を
見
る
。
我 

本
よ
り
船
を
発
し
て
回
へ
る
こ
と

を
許
さ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
奈い
か
んせ

ん
や
天
時
未
順
に
し
て
、
延
び
て
今
日
に
至
る
。

幸
ひ
に
貴
国
の
商
船
の
復
た
到
る
こ
と
を
見
て
、
顕
貴 

暗
に
事
由
を
曉さ
と

す
。
我 

悦

ば
ざ
る
な
し
。
爰
に
謹
み
て
菲
儀
を
具
え
、
聊
か
微
意
を
表
す
。
庶
こ
い
ね
がは

く
は
少
納
を

容
れ
ん
こ
と
を
。
外
に
書
一
封
を
専
ら
と
し
、
煩
は
し
て
上
位
に
伝
へ
し
め
、
示
下
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し
て
顕
貴
を
弔あ
は
れ
み
国
に
返
さ
ば
、
以
て
兄
弟
の
邦
を
結
び
、
以
て
天
地
の
義
を
交

へ
ん
。
誠
に
是
の
ご
と
く
ん
ば
、
則
ち
助
く
る
に
軍
器
を
以
て
し
、
生
塩
・
漆

器

械
と
曰
う
、
以
て
国
用
に
充
つ
れ
ば
、
我 

徳
に
感
じ
る
こ
と
涯か
ぎ

り
無
か
ら
ん
。
異

日
、
報
を
容
れ
な
ば
至
祝
た
り
。
茲
に
書
す
。

　

本
書
簡
は
、
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
2
阮
潢
書
簡
写
と
同
年
月
日
付
け
で
あ
り
、

本
文
中
に
「
庶
容
少
／
納
、
外
専
書
壱
封
、
煩
為
伝
○
上
位
、」
と
あ
る
よ
う
に
、

2
の
書
簡
を
秀
吉
へ
伝
達
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
内
容
で
あ
り
、
2
と
同
じ
く
顕
貴

の
一
件
の
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

本
書
簡
の
充
所
を
『
異
国
来
翰
認
』
は
「
正
成
」
と
す
る
が
、『
外
蕃
書
翰
』、『
安

南
紀
略
藁
』
は
「
家
康
」
と
し
て
お
り
、
写
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、「
黎
明
」
が
、
2
が
秀
吉
充
で
あ
れ
ば
本
書
簡
も
家
康
充
と
は
考
え
に

く
く
、「
九
州
諸
大
名
や
外
国
と
の
取
次
を
勤
め
、
長
崎
奉
行
で
も
あ
っ
た
寺
沢
正

成
が
宛
先
に
相
違
な
く
、『
異
国
来
翰
認
』
の
「
正
成
公
」
が
正
し
い
。」
と
指
摘
す

る
と
お
り
と
考
え
ら
れ
る
。

11
　（
一
六
〇
五
年
）
四
月
二
三
日
　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡
写
　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
（
建
仁
寺
原
蔵
）『
江
雲
随
筆
』に
拠
る
。

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
謹
致
書
、

日
本
国
刺
史
豊
富
〈
座
／
下
〉

脩
睦
結
好
、
国
君
盛
典
、
仰
見
刺
史
、
遥
伝
珍
章
、
遠
寄
信
物
、
地
雖
隔
海
、
／
雲

情
則
通
咫
尺
、
職
欲
脩
隣
好
、
無
由
得
違
（
達
カ
）、

茲
因
船
主
順
風
解

、
所
／
有
小
物
、

聊
寄
為
信
、
伏
乞
咲
納
、
刺
史
如
能
交
愛
於
我
、
則
歳
歳
常
来
／
商
舶
以
使
貿
易
、

刺
利
通
両
国
、
義
重
千
年
、
書
不
尽
言
、
終
帰
于
信
、
至
／
矣
、
必
矣
、

弘
治
（
定
カ
）六
年
四
月
二
十
三
日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
謹
み
て
日
本
国
刺
史
豊
富
座
下
に
致
書
す
。
睦
を
脩
め
好
を

結
ぶ
は
、
国
君
の
盛
典
な
り
。
刺
史
を
仰
ぎ
見
る
に
、
遥
に
珍
章
を
伝
へ
、
遠
く
信

物
を
寄
す
。
地
は
海
を
隔
つ
と
雖
も
、
雲
情
は
則
ち
咫
尺
を
通
ず
。
職 

隣
好
を
脩

め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
達
す
こ
と
を
得
る
に
由
無
し
。
茲
に
船
主
の
順
風
に
解

す

る
に
因
っ
て
、
有
る
所
の
小
物
も
て
、
聊
か
寄
せ
て
信
と
為
せ
ば
、
伏
し
て
咲
納
を

乞
ふ
。
刺
史
如も

し
能
く
愛
を
我
に
交
へ
ば
、
則
ち
歳
歳
常
に
来
た
る
商
舶
は
、
以
て

貿
易
せ
し
め
、
刺
は
利
を
両
国
に
通
は
し
め
ん
。
義
は
千
年
よ
り
重
く
、
書
は
言
を

尽
く
さ
ず
、
終
に
信
に
帰
す
。
至
か
な
、
必
か
な
。

本
文
書
の
充
所
「
日
本
国
刺
史
豊
富
座
下
」
に
つ
い
て
、「
黎
明
」
で
は
、「
既
に

家
康
か
ら
の
書
簡
が
届
い
て
い
る
時
期
で
あ
る
こ
と
や
肩
書
き
が
格
下
の
刺
史
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
豊
臣
秀
頼
で
は
な
く
、
豊
臣
姓
を
与
え
ら
れ
た
大
名
で
広
南
阮
氏
と

の
通
交
も
確
認
さ
れ
る
加
藤
清
正
宛
と
考
え
た
い
。」と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。筆
者
は
、

拙
稿
②
等
で
は
、
充
所
を
「
豊
臣
秀
頼
」
と
考
え
た
が
、
た
し
か
に
時
期
や
「
刺
史
」

と
す
る
点
か
ら
も
、豊
臣
姓
を
与
え
ら
れ
、か
つ
、広
南
阮
氏
と
の
通
交
関
係
の
あ
っ

た
大
名
を
当
て
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
充
所
が
大
名
で
あ
れ
ば
本
文
書
は
国
書
に
含
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
文
中
に
「
利
を
両
国
に
通
は
し
め
ん
」
と
あ
る
点
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
場
合

の
「
国
」
は
日
本
国
で
は
な
く
、「
日
本
国
刺
史
豊
富
座
下
」
の
治
め
る
「
国
」
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、先
に
「
日
本
国
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、や
は
り
こ
の
「
国
」

も
日
本
国
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
阮
潢
は
、
相
手
を
「
刺
史
」
と

呼
び
、「
座
下
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
豊
富
」
を
日
本
国
の
一
地
方
の
統
治

者
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
阮
潢
の
目
的
は
貿
易

で
あ
っ
て
、
敵
礼
に
つ
い
て
の
関
心
は
低
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
相
手
が
日
本
国
で

あ
れ
、
日
本
国
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
一
地
方
で
あ
れ
、
貿
易
相
手
と
し
て
不
足
が
な

け
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
充
所
は
一
大
名
で
あ
り
、
朱

印
船
貿
易
を
経
営
す
る
貿
易
家
と
し
て
は
商
人
と
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
阮
潢
側

が
相
手
を
対
等
な
貿
易
相
手
と
し
て
認
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
国
書
の
一
種
と
し
て

考
察
す
べ
き
と
考
え
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
国
の
中
の
国
の
当
主
で
あ
っ
て
も
、「
A
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国
主
か
ら
国
主
充
」
に
含
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
阮
潢
は
相
手
方
を
日
本
国

の
一
地
方
の
領
主
と
明
確
に
承
知
し
た
上
で
書
簡
を
よ
こ
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に

含
め
る
こ
と
と
し
た
。
後
述
す
る
加
藤
清
正
充
の
20
、
28
の
二
通
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
両
通
と
も
充
所
に
は
「
日
本
国
加
藤
肥
後
守
平
清
正
貴
翁
座
右
」、「
日
本

国
加
慈
肥
後
寺
清
正
閣
下
」
と
「
日
本
国
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
点
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
、
他
に
も
、
島
津
義
久
の
阮
潢
充
書
簡
（
日
3
（
1
）
と
（
2
）
）
26
（

）
か
ら
、
阮
潢

と
島
津
氏
と
の
間
で
も
書
簡
の
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
義
久
は
書
簡

の
冒
頭
で
「
日
本
国
薩
州
路
修
理
大
夫
藤
原
氏
義
久
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
対
外
貿

易
に
際
し
て
は
、「
日
本
国
」
へ
の
所
属
意
識
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

本
書
は
前
節
で
述
べ
た
2
と
同
じ
く
、「
致
書
」
文
言
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

13
　
一
六
〇
五
年
五
月
六
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡
写　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
『
異
国
来
翰
認
』（
相
国
寺
原
蔵
）
に
拠
る　

（
封
筒
表
）

「 　
（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

「
印
文
不
明
」　　
　
　
　
　
　
　
　

 

弘
定
陸
年
五
月
初
陸
日　

」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
封
筒
裏
）

「  （
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

「
印
文
不
明
」
安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
謹
封
「
印
文
不
明
」」

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公
報
書

日
本
国
本
多
上
野
介
正
純　

幕
下
、

遥
覩
雲
箋
、
如
接
風
采
、
比
者
、
弥
七
郎
天
教
一
見
、
篤
実
忠
厚
、
／
我
結
為
義
子
、

兼
愛
諸
客
、
曲
加
勧
戒
、
體
如
〇
鈞
意
、
茲
焉
弥
七
／
郎
回
国
、
不
勝
想
望
、
爰
裁

片
楮
附
風
奨
保
、
万
望　

幕
下
見
／
幸
弥
七
郎
、
我
知
其
恵
、
且
勧
懲
国
之
常
典
理
、

宜
稟
白

国
王
、
明
年
復
許
弥
七
郎
整
飾
参
艚
便
来
本
鎮
、
一
平
交
易
、
／
両
全
恩
義
、
所
有

小
物
、〈
白
絹
弐
疋
／
奇
藍
壱
片
〉
聊
贈
為
信
、其
余
他
客
商
不
得
混
進
、
有
暴
悪
、

正
以
国
法
、
謂
不
能
容
、
書
不
尽
言
、
至
矣
、
必
／
矣
、

　
　

 （
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

弘
定
六
年
五
月
初
六
日

（
黒
印
影
）

「
書
」（
横
線
）　
（
花
押
黒
印
影
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
瑞
国
公　

日
本
国
本
多
上
野
介
正
純　

幕
下
に
報
書
す
。
遥
に
雲
箋

を
覩
て
、
風
采
に
接
す
る
が
ご
と
し
、
比
者
、
弥
七
郎
、
天
教
一
見
、
篤
実
忠
厚
な

れ
ば
、
我 

結
び
て
義
子
と
為
す
。
諸
客
を
兼
愛
し
、
曲
げ
て
勧
戒
を
加
ふ
る
に
、

體お
こ
なふ

こ
と
鈞
意
の
ご
と
し
。
茲
に
焉す
な
はち

弥
七
郎
の
国
に
回か
へ

ら
ん
と
す
れ
ば
、
想
望
す

る
に
勝
へ
ず
。
爰
に
片
楮
を
裁
ち
て
風
に
附
し
て
奨
保
す
。
万
望
す
る
に
幕
下
、
見ま
み

え
て
弥
七
郎
を
幸こ
の

ま
ば
、
我 

其
の
恵
み
を
知
ら
ん
。
且
つ
勧
懲
は
国
の
常
典
な
れ

ば
、
理
は
宜
し
く
国
王
に
稟
白
す
べ
し
。
明
年
、
復
た
弥
七
郎
に
許
し
て
参
艚
を
整

飾
し
便
ち
本
鎮
に
来
た
ら
し
め
、
一
平
に
交
易
せ
ば
、
両と
も

に
恩
義
を
全
う
せ
ん
。
有

る
所
の
小
物
、
白
絹
弐
疋
・
奇
藍
壱
片
も
て
を
聊
か
贈
り
て
信
と
為
す
。
其
の
余
他

の
客
商
は
混
進
す
る
こ
と
を
得
ず
。

し
暴
悪
有
ら
ば
、
正
す
に
国
法
を
以
て
す
。

謂
は
容
れ
る
こ
と
能
は
ず
、
書
は
言
を
尽
さ
ず
。
至
れ
り
、
必
せ
り
。

　

本
書
簡
は
、
家
康
充
の
12
と
同
日
付
け
で
あ
る
。
充
所
の
敬
称
は
12
が
「
殿
下
」、

本
書
簡
は
「
幕
下
」
で
あ
り
、
12
で
は
別
紙
で
あ
っ
た
方
物
目
録
が
本
書
簡
で
は
本

文
中
に
含
ま
れ
る
な
ど
の
違
い
が
あ
る
が
、
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
様
式
は

同
じ
く
す
る
。
12
と
同
じ
く
「
弥
七
郎
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら

で
は
、
明
年
も
弥
七
郎
を
来
航
さ
せ
る
こ
と
、（
弥
七
郎
の
管
轄
下
に
無
い
）
他
の

客
商
が
混
ざ
っ
て
来
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
暴
悪
な
行
い
が
あ
れ
ば
国
法
を
以
て
許

容
し
な
い
こ
と
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
国
王
充
に
は
儀
礼
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的
な
内
容
を
主
に
し
て
、
臣
下
充
に
は
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
記
す
と
い
っ
た
使
い

分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

20
　
一
六
〇
九
年
五
月
一
七
日

　
安
南
国
大
都
統
官
阮
潢
書
簡　

本
妙
寺
所
蔵
原
本
に
拠
る　

安
南
国
大
都
統
官
瑞
公　

敬
書
于

日
本
国
加
藤
肥
後
守
平
清
正
貴
翁
座
右

曰
、
国
家
大
宝
其
一
曰
、
信
以
信
相
交
、
斯
仁
者
之
所
為
／
也
、
曩
者
貴
府
情
未
相

識
、
既
有
先
施
之
義
、
賚
／
贈
与
僕
、
意
已
勤
拳

二
番
矣
、
奈

遇
碍
、
凡
信
／

物
頗
雖
未
見
、
然
僕
已
受
其
恩
、
茲
方
船
主
言
還
／
僕
心
深
想
貴
府
厚
意
、
将
何
以

答
、
暫
以
小
礼
／
遥
寄
為
信
、
幸
蒙
笑
納
、
貴
府
如
能
親
愛
於
僕
、
／
明
年
再
許
吾

兵
衙
整
修
商
船
直
来
本
国
、
得
以
／
相
賀
如
此
、
則
利
通
両
国
好
結
千
年
、
至
矣
、

必
矣（

朱
印
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
拾
年
五
月
拾

日

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
官
瑞
公　

敬
み
て
日
本
国
加
藤
肥
後
守
平
清
正
貴
翁
座
右
に
書
し
て

曰
く
、
国
家
大
宝
の
其
の
一
に
曰
く
、「
信
は
信
を
以
て
相
ひ
交
は
る
、
斯
れ
仁
者

の
為
す
所
な
り
、」
と
。
曩
者
、
貴
府
の
情
は
未
だ
相
識
ら
ざ
る
に
既
に
先
施
の
義

有
り
て
、
贈
与
を
僕
に
賚
ふ
。
意 

已
に
勤
拳
な
れ
ば
二
番
を

す
。
奈
か
ん
ぞわ
ざ
わ

い
遇た
ま

た
ま
碍さ
ま
たげ

ん
や
。
凡
そ
信
物
は
頗
る
未
だ
見
ず
と
雖
も
、
然
に
僕 

已
に
其
の

恩
を
受
く
。
茲
の
方
の
船
主 

言
還
し
、
僕 

心
に
深
く
貴
府
の
厚
意
を
想
ふ
。
将は

た

何
を
以
て
か
答
へ
ん
。
暫
く
小
礼
を
以
て
遥
に
寄
せ
て
信
と
為
せ
ば
笑
納
を
蒙
ら
ん

こ
と
を
幸こ
ひ
ねが
ふ
。
貴
府 

如
し
能
く
僕
を
親
愛
せ
ば
、
明
年
、
再
び
吾
が
兵
衙
の
整

修
せ
る
商
船
の
直
に
本
国
に
来
る
を
許
せ
。
得
る
に
相
賀
す
る
を
以
て
す
る
こ
と
、

此
く
の
ご
と
く
ん
ば
、
則
ち
利
は
両
国
に
通
じ
、
好
は
千
年
に
結
ば
ん
。
至
れ
り
、

必
せ
り
。

  

本
書
簡
は
次
の
28
と
同
じ
く
加
藤
清
正
へ
充
て
た
も
の
で
、
前
述
の
11
と
同
じ
く

こ
こ
に
お
い
た
。
28
と
と
も
に
清
正
の
菩
提
寺
で
あ
る
熊
本
市
・
本
妙
寺
に
原
本
が

伝
来
し
た
。

　

阮
潢
は
清
正
が
日
本
の
一
領
主
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
は
い
る
が
、
書
き

ぶ
り
は
、
敬
称
が
「
貴
翁
座
右
」
で
あ
っ
た
り
す
る
点
を
除
い
て
は
国
王
に
充
て
た

書
簡
と
大
差
な
い
。
円
滑
な
交
易
の
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
は
、
相
手
方
の
立
場
に
つ

い
て
こ
だ
わ
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
は
な
い
。
料
紙

の
四
周
に
は
金
泥
で
唐
草
文
が
施
さ
れ
て
い
る
。

28
　
一
六
一
〇
年
五
月
二
四
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡　

本
妙
寺
所
蔵
原
本
に
拠
る　

安
南
国
大
都
統
官　

書
達
于

日
本
国
加
慈
肥
後
寺
清
正
閣
下
、
知

閣
下
起
居
万
福
、
我
不
勝
／
欣
賀
之
至
、
茲

有
貴
国
船
主
林
右
、
本
受
給
憑
、
往
販
暹
羅
国
、
奈
慈
／
帆
不
登
彼
岸
、
忽
到
我
邦
、

日
方
庭
謁
、
我
素
聞
暹
羅
国
王
当
擾
乱
、
／
不
忍
許
船
主
他
往
、
任
留
買
売
、
我
待

以
実
情
、
昨
日
我
聞
、
貴
府
有
貴
／
物
賚
贈
与
我
、
雖
物
不
見
来
、
然
我
已
知
其
厚

恵
、
茲
因
船
主
林
右
、
順
／
風
解

、
我
有
小
礼
、
遥
寄
為
信
、
貴
府
如
能
相
愛
於

我
、
止
許
船
主
明
／
年
再
修
商
舶
来
販
我
邦
、
以
通
両
国
之
貨
財
、
以
結
千
年
之
好

義
、
茲
書

（
朱
印
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
十
一
年
五
月
二
十
四
日

（
黒
印
）

「
書
」　
（
横
線
）（
花
押
黒
印
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
官 

日
本
国
加
慈
肥
後
寺
清
正
閣
下
に
書
達
す
。
閣
下
の
起
居
万
福
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を
知

し
、
我
欣
賀
の
至
に
勝
へ
ず
。
茲
に
貴
国
船
主
林
右
有
り
、
本
よ
り
給
憑
を

受
け
、
暹
羅
国
に
往
販
す
。
奈
せ
ん
や
慈
帆
は
彼
岸
に
登
せ
ず
、
忽
ち
我
邦
に
到
る
。

日
に
方ま
さ
に
庭
謁
す
。
我 

素
よ
り
聞
く
、「
暹
羅
国
王
は
擾
乱
に
当
た
れ
り
、」
と
。

船
主
の
他
往
す
る
を
許
す
に
忍
び
ず
、
留
ま
り
て
買
売
す
る
に
任
す
。
我 

待
つ
に

実
情
を
以
て
す
。
昨
日
、
我 

聞
く
「
貴
府
の
貴
物
も
て
贈
与
を
我
に
賚
ふ
有
り
、」

と
。
物
見
来
な
ら
ず
と
雖
も
、
然
に
我 

已
に
其
の
厚
恵
な
る
を
知
る
。
茲
に
船
主

林
右
の
順
風
に
解

す
る
に
因
り
、
我 

小
礼
有
り
、
遥
に
寄
せ
て
信
と
為
す
。
貴

府
如
し
能
く
我
を
相
愛
せ
ば
、
止た

だ
船
主
に
許
し
て
明
年
、
再
び
商
舶
を
修
し
て
我

が
邦
に
来
販
せ
し
め
、
以
て
両
国
の
貨
財
を
通
じ
、
以
て
千
年
の
好
義
を
結
べ
。
茲

に
書
す
。

  

本
書
簡
は
、
20
の
翌
年
、
阮
潢
か
ら
加
藤
清
正
に
充
て
た
も
の
で
、
船
主
林
右
が

暹
羅
国
へ
行
こ
う
と
し
て
「
暹
羅
国
王
擾
乱
」
の
た
め
に
渡
航
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
広
南
阮
氏
の
も
と
へ
来
航
し
た
の
で
交
易
を
許
し
、
ま
た
、
来
年
も
来
航
さ
せ

て
欲
し
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
）
27
（

。
本
書
簡
の
四
周
も
金
泥
の
石
畳
文
で
装
飾
さ
れ
て

い
る
が
、
20
と
は
違
っ
て
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
様
式
を
と
っ
て
い
る
。
わ

ず
か
一
年
違
い
で
、
し
か
も
同
じ
相
手
に
対
し
て
送
っ
た
書
簡
で
あ
り
な
が
ら
こ
う

い
っ
た
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
最
終
行
に
年
月
日
と
朱
印
を
据
え
る
様
式
と
、

さ
ら
に
奥
上
か
ら
「
書
」
の
大
字
、
横
線
、
花
押
印
を
据
え
る
様
式
の
使
い
分
け
が

明
確
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
29
　
一
六
一
一
年
五
月
六
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
潢
書
簡　

桑
名
宗
社
（
春
日
神
社
）
所
蔵
原
本
に
拠
る

安
南
国
大
都
統
粛
書
達
于

日
本
国
長
崎
監
軍
長
谷
川
左
兵
衛
丞
藤
広
座
右
、
曰
信
者
行
於
華
夏
、
／
明
者

見
於
万
里
、
縁
前
顕
定
承
給
示
、
内
往
安
南
国
、
販
売
方
物
、
各
巳
（
已
カ
）完

／
備
、

勃
見
船
主
原
田
等
、
奉
命
往
使
大
泥
国
、
因
被
欠
風
、
暫
駐
港
外
、
再
三
接
／

入
、
不
敢
越
命
、
我
以
道
達
真
情
、
暹
王
晏
駕
、
海
寇
横
行
、
欲
就
大
泥
、
無

由
可
湊
、
／
且
国
猶
国
也
、
或
一
不
便
恐
負
両
天
、
理
可
留
居
使
回
本
貫
、
爰

裁
雲
褚（
楮
）、
／
伏
冀
電
明
、
淌（

）有
菲
言
、
要
当
勿
聴
、
於
是
乎
書

（
朱
印
）

「
鎮
守
将
軍
之
印
」

弘
定
拾
弐
年
五
月
初
陸
日

（
黒
印
）

「
書
」（
横
線
）（
花
押
黒
印
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統
粛
み
て
日
本
国
長
崎
監
軍
長
谷
川
左
兵
衛
丞
藤
広
座
右
に
書
達
す
。

信
は
華
夏
に
行
い
、
明ち
か
ひは
万
里
に
見あ
ら
はる
と
曰
う
。
前
に
顕
定
の
給
示
を
承
る
に
縁

り
、
内
は
安
南
国
に
往
き
、
方
物
を
販
売
し
、
各
お
の
已
に
完
備
せ
り
。
勃に
わ

か
に
船

主
原
田
等
の
命
を
奉
り
大
泥
国
に
往
使
せ
ん
と
す
る
に
、
欠
風
を
被
る
に
因
っ
て
、

暫
く
港
外
に
駐と
ど

ま
る
を
見
る
。
再
三
接
入
す
れ
ど
も
、
敢
え
て
命
を
越
さ
ず
。
我 

以
て
真
情
を
道
達
す
る
に
、「
暹
王
晏
駕
し
、
海
寇
横
行
す
。
大パ
タ
ニ泥

に
就
か
ん
と
欲

す
れ
ど
も
、
湊
す
べ
き
に
由
無
し
。
且
つ
国
は
猶
ほ
国
な
り
。
或
は
一
に
便
ち
両
天

に
負
く
を
恐
れ
ず
。
理
と
し
て
留
居
し
て
本
貫
に
回か
へ

ら
し
む
べ
し
、」
と
。
爰
に
雲

楮
を
裁
ち
、
伏
し
て
電
明
を
冀
ふ
。

し
菲
言
有
ら
ば
、
要か
な
らず
当
に
聴
す
勿
る
べ
し
。

是
に
於
い
て
書
す
。

  

本
書
簡
は
28
の
翌
年
の
も
の
で
、
長
崎
奉
行
長
谷
川
藤
広
充
で
あ
る
。
船
本
顕
定

が
無
事
に
交
易
を
終
え
た
こ
と
。
船
主
原
田
が
マ
ラ
イ
半
島
東
岸
の
大
泥
へ
行
こ
う

と
し
て
風
が
な
く
港
外
に
停
泊
し
て
い
た
こ
と
。
暹
羅
王
が
薨
じ
て
海
寇
が
横
行
し

て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
外
交
の
窓
口
と
し
て
の
長
崎
奉
行
に
充
て
て
、
命
に

反
し
て
安
南
へ
寄
航
し
た
船
主
原
田
の
事
情
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
28
と
同
じ
様

式
を
と
り
、
四
周
に
は
金
泥
で
唐
草
文
を
施
す
。
20
、
28
、
29
と
三
年
続
け
て
日
本

へ
充
て
た
原
本
が
現
存
す
る
阮
潢
書
簡
は
、
い
ず
れ
も
四
周
に
金
泥
の
装
飾
を
施
し
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た
も
の
で
あ
る
。

34
　
一
六
一
八
年
五
月
四
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
福
源
書
簡
写　

『
異
国
日
記
』
上
に
拠
る　

安
南
国
大
都
統
書
于

日
本
国
柱
国
本
多
上
総
介
麾
下
、

自
年
以
来
、
常
通
翰
札
、
屢
屢
承

命
、
不
勝
欣
悦
、
数
年
間
音
問
濶
疎
、
思
想
恩
情
無
時
忘
却
、
不
知

足
下
亦
能
常
念
我
否
、
茲
今

貴
国
人
民
、
不
同
旧
日
、
敝
邦
貿
易
、
放
肆
生
端
、
商
民
被
累
、
我
欲
法
之
、
恐

隔
両
国
情
義
、
切
思
先
年
、

貴
国
厳
令
、
札
示
船
本
弥
七
郎
顕
定
、
来
邦
諸
人
無
不
遵
守
法
度
、
今

也
小
人
無
知
、
不
依
先
令
混
擾
各
商
、
難
以
拘
束
、
幸

念
旧
恩
、
仍
令
七
郎
持
札
親
来
、
以
副
我
望
、
使
通
両
国
之
好
、
以
便
商
民

貿
易
、
是
祷
是
念
、
原
亮
不
恭

　
　
（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）

大
印
也
三
寸
四
方
ホ
ト
也

弘
定
十
九
年
五
月
初
四
日

朱
印

大
文
字
ニ
書
之

書　
（
横
線
）（
花
押
黒
印
影
）　

黒
印
判

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
大
都
統 

日
本
国
柱
国
本
多
上
総
介
（
正
純
）
麾
下
に
書
す
。
年
自
り
以
来
、

常
に
翰
札
を
通
は
せ
、
屢し
ば
し
ば屢
命
を
承
り
、
欣
悦
に
勝
ず
。
数
年
の
間
、
音
問
濶
疎
な

れ
ば
、
恩
情
を
思
想
す
る
こ
と
、
時
無
く
忘
却
す
。
足
下
も
亦
能
く
常
に
我
を
念
ふ

や
否
や
を
知
ら
ず
。
茲
に
今
、
貴
国
人
民
、
旧
日
に
同
じ
か
ら
ず
。
敝
邦
に
貿
易
す

る
に
、
放
肆
に
し
て
端
を
生
じ
、
商
民
累
を
被
る
。
我 

之
を
法
せ
ん
と
欲
す
れ
ど

も
、
両
国
の
情
義
を
隔
つ
る
を
恐
る
。
切
に
思
ふ
に
、
先
年
、
貴
国
厳
令
も
て
船
本

弥
七
郎
顕
定
に
札
示
す
れ
ば
、
来
邦
せ
る
諸
人
の
法
度
を
遵
守
せ
ざ
る
無
し
。
今
や

小
人
は
無
知
な
れ
ば
、
先
令
に
依
ら
ず
各
商
に
混
擾
す
る
も
、
以
て
拘
束
し
難
し
。

旧
恩
を
念
は
ん
こ
と
を
幸こ
ひ
ねが

ふ
。
仍
っ
て
七
郎
を
し
て
札
を
持
ち
て
親
し
く
来
た
ら

し
め
、
以
て
我
が
望
み
に
副
え
ば
、
両
国
の
好
を
通
じ
、
以
て
商
民
の
貿
易
を
便
な

ら
し
め
ん
。
是
に
祷
り
是
に
念
ず
。
原
亮
不
恭
。

35
　
一
六
一
八
年
五
月
四
日

　
安
南
国
大
都
統
阮
福
源
書
簡
写　

『
異
国
日
記
』
上
に
拠
る

安
南
国
大
都
統
書
于

日
本
国
柱
国
土
井
大
炊
助
麾
下
、

屢
荷

清
音
、
情
通
両
国
、
不
勝
欣
慰
、
茲
者
先
年
、
敝
国
諸
商
貿
易
、
倶
得

歓
悦
公
平
、
皆
頼

貴
国
命
令
札
、
厳
恪
守
法
度
、
土
民
商
客
、
無
不
欽
仰
、
邇
今
数
年
之
間
、
無

知
小
人
逞
強
・
放
肆
、
商
旅
受
害
、
貿
易
変
更
、
幾
欲
法
処
、
恐
隔
情

義
、
何
以
為
便
、
願
将
来

貴
国
商
船
訪
、
果
誠
実
、
准
其
敝
邦
貿
易
、
使
両
国
交
通
、
万
民
歓
悦
、
是
素

望
也
、
船
本
弥
七
郎
顕
定
、
自
就
我
邦
已
二
十
余
年
、
我
視
之
猶
子
、
始

終
無
間
、
上
年
回
国
近
侍
貴
邦
、
来
春
仰
任
親
来
、
仍
給
旧
令

厳
札
、
以
副
我
愛
、
因
便

具
信
物
、
聊
表
誠
心
、
茲
書
恭
肅

（
朱
印
影
・
外
郭
の
み
）　 

 

朱
印　
　
三
寸
四
方
ホ
ト
也　
　

弘
定
十
九
年
五
月
初
四
日

　
大
文
字
ニ
書
之

　

書
（
横
線
）（
花
押
黒
印
影
）
黒
印
判
在
之

（
書
き
下
し
文
）
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安
南
国
大
都
統
、
日
本
国
柱
国
土
井
大
炊
助
麾
下
に
書
す
。
屢し
ば

し
ば
清
音
を
荷こ
う
むり

、

情
は
両
国
に
通
ひ
、
欣
慰
に
勝
ず
、
茲
に
先
年
、
敝
国
の
諸
商
貿
易
す
る
に
、
倶
に

歓
悦
公
平
を
得
る
は
、
皆 

貴
国
の
命
令
札
を
頼
り
、
厳
恪
に
法
度
を
守
れ
ば
な
り
。

土
民
商
客 

欽
仰
せ
ざ
る
は
無
し
。
邇
今
数
年
の
間
、
無
知
な
る
小
人
の
逞
強
・
放

肆
な
れ
ば
、
商
旅
は
害
を
受
け
、
貿
易
は
変
更
せ
り
。
幾ほ
と
んど

法
処
せ
ん
と
欲
す
れ
ど

も
、
情
義
を
隔
つ
を
恐
る
。
何
を
以
て
か
便
と
為
さ
ん
。
願
は
く
は
、
来
た
れ
る
貴

国
商
船
を
将
て
訪
ぬ
る
に
、
果
た
し
て
誠
実
な
ら
ば
、
其
れ
敝
邦
に
准
じ
て
貿
易
せ

ん
。
両
国
を
し
て
交
通
せ
し
め
、
万
民
を
し
て
歓
悦
せ
し
む
る
は
、
是
れ
素
よ
り
望

み
な
り
。
船
本
弥
七
郎
顕
定
、
我
が
邦
に
就
い
て
自
り
已
に
二
十
余
年
、
我 

之
を

視
る
こ
と
子
の
ご
と
く
、
始
終
間
無
し
。
上
年
、
国
に
回か
へ
り
、
貴
邦
に
近
侍
す
。
来

春
、
任
を
仰
ぎ
て
親
し
く
来
た
る
に
、
仍す
な
はち
旧
令
の
厳
札
を
給
ひ
、
以
て
我
が
愛
に

副
へ
。
便
に
因
り
て

び
に
信
物
を
具
へ
、
聊
か
誠
心
を
表
す
。
茲
に
書
す
。
恭
肅
。

　

34
と
35
は
、
阮
福
源
か
ら
本
多
正
純
と
土
井
利
勝
に
対
し
て
、
日
本
の
商
人
が
ほ

し
い
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
安
南
の
商
民
が
迷
惑
を
被
っ
て
い
る
の
で
、
以
前
に
船
本

顕
定
に
制
札
を
与
え
て
統
制
さ
せ
た
よ
う
に
、
改
め
て
顕
定
に
制
札
を
給
わ
り
た
い

と
要
請
し
て
い
る
。
両
通
と
も
名
に
「
日
本
国
柱
国
」
と
冠
し
て
、敬
称
を
「
麾
下
」

と
し
、
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
同
じ
様
式
で
あ
る
。

両
通
に
対
し
て
は
、
本
多
、
土
井
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
返
信
（
日
18
、
19
）
が
あ
り
、

船
本
顕
定
に「
札
書
」を
与
え
て
派
遣
す
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時
の「
札
書
」

の
内
容
も
『
異
国
日
記
）
28
（

』
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
阮
福
源
か
ら
は
将
軍
充
て
に
も
書

簡
が
送
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
直
接
、
将
軍

に
充
て
る
の
で
な
く
重
臣
に
充
て
る
こ
と
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

56
　
一
六
八
八
年
六
月
一
三
日
　
安
南
国
王
阮
福

書
簡
写　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
に
拠
る

安
南
国
国
王　

肅
書
于

日
本
国

崎
鎮
守
王
閣
下
、

　

書
云
、
君
子
結
両
国
之
信
、
当
先
以
礼
眷
念
、

貴
府
国
典（
與
）本
国
封
域
雖
殊
、
乾
坤
則
一
、
歴
前
世
、
貴
府
之
国
曽
已
交
隣
、
結
為
兄

弟
、
期
／
以
晋
秦
之
約
也
、
自
是
以
後
、
絶
無
通
商
行
貨
、
其
和
好
之
意
、
杳
若
無

聞
、
本
国
徒
切
懸
／
河
之
遥
望
耳
、
今

冲
人
忝
承
先
志
、
欲
結
新
恩
、
且
前
年
已
寓
賚
微
封
賎
物
、
用
敬
貴
府
、
擬
欲
親
交

之
／
意
、
奈
此
道
途
阻
遠
、
音
信
隨
踈
、
其
本
国
欽
仰
高
風
、
未
能
一
伸
顔
色
也
、

今
又
聊
将
／
薄
物
、
用
表
佳
情
、
冀
以
新
親
之
好
、
念
及

本
国
経
費
為
助
、
所
宝
惟
銭
、
所
可
嫌
者
歳
月
、
未
能
鍛
錬
焉
、
遥
聞

貴
府
之
国
、
地
産
良
銅
、
勢
兼
造
幣
、
尤
願

貴
府
、
時
中
斟
酌
、
財
上
加
工
、
立
九
府
之
圜
法
、
鋳
三
品
之
緡
銭
、
通
流
本
国
、

経
商
販
売
、
／
両
得
其
利
、

公
之
用
土
産
、
何
物
後
必
重
報
、
自
茲
向
後
、
両
国

通
商
、
隆
恩
厚
誼
、
信
／
義
往
来
、
勿
有
計
較
、
豈
不
偉
哉
、
書
不
尽
言

貴
府
其
思
之
、
今
書
、

 

計
一
、
信
物琦

楠
香
半
斤　
　

絹
税
十
疋　

 

魚
皮
十
張　

花
藤
十
株　
　
　

檑
木
十
株

 

（
朱
印
影
）                                               

「
総
鎮
将
軍
之
印
」

正
和

年
陸
月
拾
参
日

（
黒
印
影
）

「
書
」（
横
線
）　
（
花
押
黒
印
影
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
国
王　

肅
み
て
日
本
国

崎
鎮
守
王
閣
下
に
書
す
。
書
に
云
く
、「
君
子 

両

国
の
信
を
結
ぶ
に
、
当
に
先
ず
礼
を
以
て
眷
念
す
べ
し
、」
と
。
貴
府
の
国
と
本
国

と
封
域
を
殊
に
す
と
雖
も
、
乾
坤
は
則
ち
一
な
り
。
前
世
を
歴か
ん
がう

る
に
、
貴
府
の
国

［安南日越外交文書の国書について］……藤田励夫
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は
曽
て
已
に
交
隣
し
、
結
び
て
兄
弟
と
為
り
、
期
す
る
に
晋
秦
の
約
を
以
て
す
る
な

り
。
是
れ
自
り
以
後
、
絶
へ
て
通
商
行
貨
す
る
こ
と
無
く
、
其
の
和
好
の
意
、
杳
と

し
て
聞
く
こ
と
無
き
が
ご
と
し
。
本
国 

徒い
た

づ
ら
に
懸
河
の
遥
望
を
切
に
す
る
の
み
。

今
、
冲
人 

忝
く
先
志
を
承
り
、
新
恩
を
結
ば
ん
と
欲
す
。
且
つ
前
年
已
に
微
封
賤

物
を
寓
せ
賚
ひ
、
用も
つ

て
貴
府
を
敬
ひ
、
親
交
の
意
を
欲
す
る
を
擬
す
。
此
の
道
途
阻

遠
に
し
て
、
音
信
の
疎
に
随
ふ
を
奈い
か
んせ

ん
。
其
れ
本
国 

高
風
を
欽
仰
す
れ
ど
も
、

未
だ
顔
色
を
一
伸
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
今
又
、
聊
か
薄
物
を
将お
く

り
、
用
て
佳

情
を
表
す
。
冀
は
新
親
の
好
を
以
て
、
本
国
の
経
費
の
助
け
と
為
る
に
念
及
せ
ん
こ

と
を
。
宝
と
す
る
所
は
惟た

だ
銭
に
し
て
、
嫌
ふ
べ
き
所
は
歳
月
な
れ
ど
も
、
未
だ
焉

を
鍛
錬
す
る
能
は
ず
。
遥
に
聞
く
「
貴
府
の
国
、
地
は
良
銅
を
産
し
、
勢
は
造
幣
を

兼
ぬ
、」
と
。
尤
も
願
は
く
は
、
貴
府
、
時
中
斟
酌
し
、
財
に
加
工
を
上く
は

へ
、
九
府

の
圜
法
を
立
て
、
三
品
の
緡
銭
を
鋳
て
、
本
国
に
通
流
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
経
商
し

て
販
売
せ
ば
、
両と
も

に
其
の
利
を
得
ん
。

し
公
の
土
産
を
用
ふ
れ
ば
、
何
れ
の
物
も

て
後
に
必
ず
重
ね
て
報
い
ん
。
茲
自
り
向
後
、
両
国
の
通
商
し
、
恩
を
隆た
つ
とび

誼
を
厚

く
し
、
信
義
往
来
し
、
計
較
す
る
こ
と
有
る
勿
れ
。
豈
に
偉
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
書
は

言
を
尽
さ
ず
。
貴
府
其
れ
之
を
思
え
。
今
に
書
す
。

57
　
一
六
八
八
年
六
月
一
三
日

　
安
南
国
王
阮
福

書
簡
写　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
に
拠
る

安
南
国
国
王　
　

達
書
于

日
本
国

崎
宮
保
文
官
閣
下
、

書
云
、
有
徳
則
有
隣
、
当
以
信
義
為
重
眷
、
惟

貴
官
之
国
与
本
国
封
域
雖
殊
、
人
心
則
一
在
、
昔
曽
聞
、
貴
官
之
国
、
駕
舟
販
売
、

開
市
相
通
、
期
以
四
海
皆
兄
弟
也
、
自
此
以
後
、
絶
無
／
経
商
往
返
、
何
風
牛
馬

之
不
及
哉
、
今
冲
人
始
親
新
政
、
欲
復
旧
文
、
其
親
交
之
意
、
未
嘗
不
私
切
惓
々

焉
、
頗
往
年
已
寓
、
聊
／
賚
不
貲
之
物
、
用
敬
貴
官
、
冀
以
始
終
膠
漆
之
義
、
奈

此
懸
望
未
副
、
本
国
不
勝
慕
藺
矣
、
今
又
薄
来
鄙
物
、
永
樹
／
新
恩
、
庶
復
結
相

通
之
好
矣
、
念
及

本
国
経
費
之
資
、
惟
銭
為
用
、
所
可
嫌
者
神
運
之
術
有
疎
焉
、
遥
聞

貴
官
之
国
、
土
産
美
銅
、
権
知
鋳
幣
、
敢
煩

貴
官
、
施
令
調
度
、
法
古
掌
財
、
布
一
時
之
圜
法
、
充
四
海
之
利
源
、
通
流
本
国
、

交
易
買
売
、
倶
□
泉
利
、
如
有
土
／
産
所
好
、
何
物
誠
無
所
惜
、
右
、
願

激
江
西
之
流
水
、
潤
及
南
国
之
余
波
、
則
公
之
功
徳
、
可
勝
言
哉
、
自
茲
向
後
、

勿
為
彼
此
之
嫌
、
益
篤
相
親
之
義
、
恩
／
誼
往
来
、
豈
不
為
美
観
乎
、
書
不
尽
言
、

尚
具

覧
、
今
書
、

 

計一
、
信
物琦

香
半
斤　
　
　

絹
拾
疋

魚
皮
拾
張　
　
　
　

花
藤
拾
株

檑
木
拾
株

（
朱
印
影
）

「
総
鎮
将
軍
之
印
」

正
和

年
陸
月
拾
参
日

　
（
黒
印
影
）

　
「
書
」（
横
線
）　
（
花
押
黒
印
影
）

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
国
王　

日
本
国

崎
宮
保
文
官
閣
下
に
書
達
す
。
書
に
云
く
、「
徳
有
ら
ば

則
ち
隣
有
り
、
当
に
信
義
を
以
て
重
眷
と
為
す
べ
し
、」
と
。
惟
ふ
に
貴
官
の
国
と

本
国
は
封
域
殊
に
す
と
雖
も
、
人
心
は
則
ち
一
に
在
り
。
昔
曽
て
聞
く
、「
貴
官
の

国
、
舟
に
駕
し
て
販
売
し
、
開
市
し
相
通
ず
、」
と
。
期
す
る
に
四
海
皆
兄
弟
を
以

て
す
れ
ば
な
り
。
此
れ
自
り
以
後
、
絶
え
て
経
商
の
往
返
す
る
こ
と
無
し
。
何
ぞ
、

風
牛
馬
の
及
ば
ざ
ら
ん
や
。
今
、
冲
人 

始
め
て
新
政
を
親
み
づ
か
らら
し
、
旧
文
に
復
さ
ん

と
欲
す
。
其
れ
親
交
の
意
、
未
だ
嘗
て
私
切
惓
々
と
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
頗
る
往
年

已
に
寓
せ
て
、
聊
か
不
貲
の
物
を
賚
ひ
、
用も
つ

て
貴
官
を
敬
う
。
冀
ふ
に
始
終
膠
漆
の
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義
を
以
て
す
。
此
の
懸
望
未
だ
副
へ
ざ
る
を
奈い
か
んせ

ん
。
本
国
慕
藺
す
る
に
勝
へ
ず
。

今
、
又
た
、
薄
来
せ
る
鄙
物
も
て
、
永
く
新
恩
を
樹
て
ば
、
復
た
相
通
の
好
を
結
ぶ

に
庶
か
ら
ん
。
本
国
の
経
費
の
資
は
、
惟た

だ
銭
も
て
用
と
為
し
、
嫌
う
べ
き
所
は
神

運
の
術
の
疎
有
る
な
る
を
念
及
せ
よ
。
遥
に
聞
く
「
貴
官
の
国
、
美
銅
を
土
産
し
、

権
は
鋳
幣
を
知
る
、」
と
。
敢
え
て
貴
官
を
煩
は
し
、
施
令
調
度
し
、
法
古
掌
財
し
、

一
時
の
圜
法
を
布し

き
、
四
海
の
利
源
に
充
て
、
本
国
に
通
流
し
、
交
易
買
売
し
、
倶

に
泉
利
を
□
。如
し
土
産
の
好
む
所
有
ら
ば
、何
れ
の
物
も
誠
に
惜
し
む
所
無
し
。右
、

願
い
は
江
西
の
流
水
を
激
し
、
潤
い
は
南
国
の
余
波
に
及
ば
ば
、
則
ち
公
の
功
徳
、

勝
言
す
べ
け
ん
や
。
茲
自
り
向
後
、
彼
此
の
嫌
を
為
す
勿
れ
。
益
ま
す
相
親
の
義
を

篤
く
し
、
恩
誼
往
来
せ
ば
、
豈
に
美
観
を
為
さ
ざ
ら
ん
や
。
書
は
言
を
尽
さ
ず
。
尚
、

覧
に
具
ふ
。
今
に
書
す
。

56
と
57
の
両
通
は
同
年
月
日
付
け
で
あ
る
が
、
充
所
は
56
が
「
日
本
国

崎
鎮
守

王
閣
下
」、
57
は
「
日
本
国

崎
宮
保
官
閣
下
」
と
異
な
り
、
本
文
も
異
な
っ
て
い

る
。
但
し
、
趣
旨
は
銅
銭
の
輸
出
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
趣
旨

で
同
年
月
日
付
け
の
書
簡
が
二
通
あ
る
の
は
、
来
航
し
た
商
人
に
託
し
て
送
る
た

め
、
届
か
な
い
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
両
通
は
本
章
第

二
節
で
前
述
し
た
阮
福

か
ら
「
日
本
国
大
国
王
殿
下
」
に
充
て
た
55
と
も
同
年
月

日
付
け
で
、
銅
銭
輸
出
の
要
請
も
同
じ
で
あ
る
。
阮
福

の
当
主
就
任
に
際
し
て
、

将
軍
と
貿
易
の
窓
口
で
あ
る
長
崎
奉
行
に
念
を
入
れ
て
送
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

  

本
書
簡
も
55
と
同
じ
く
方
物
目
録
が
本
紙
に
書
か
れ
、
奥
に
「
書
」
の
大
字
が
あ

る
様
式
を
と
る
。

58
　
一
六
九
四
年
閏
五
月
一
二
日
　
安
南
国
王
阮
福

書
簡
写　
　

『
外
蕃
通
書
』
に
拠
る

安
南
国
国
王
達
書
于

日
本
貴
国
長
崎
鎮
守
王
閣
下
、

窃
聞
、
信
以
交
隣
、
此
聖
経
之
明
訓
、
恩
推
涵
育
、
乃
仁
者
之
本
心
、
曩
者
、
有

安
南
民
漂
到
貴
国
、
頼
鎮
守
王
徳
体
好
生
、
量
宏
恵
養
、
纔
有
大
明
客
船
主
李
才

官
経
到
貴
国
、
聞
有
安
南
民
在
此
、
乃
領
取
九
人
逓
回
本
国
、
其
恩
窃
念
難
勝　

個
義
将
何
以
答
、
茲
有
土
産
薄
物
、
琦

香
上
品
一
片
、
付
与
船
主
李
才
官
、
肅

将
敬
謝
、
如
其
情
者
、
必
款
納
之
、
始
終
結
好
相
親
、
使
両
国
利
通
販
売
、
前
後

愈
加
恵
愛
、
則
億
年
義
重
丘
山
、
玆
書
、

 

正
和
拾
伍
年
閏
五
月
拾
弐
日

書
押

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
国
王 

書
を
日
本
貴
国
長
崎
鎮
守
王
閣
下
に
達
す
。
窃
に
聞
く
、「
信
は
交
隣

を
以
て
す
。
此
、
聖
経
の
明
訓
に
し
て
、
恩
推
涵
育
は
、
乃す
な
はち

仁
者
の
本
心
な
り
、」

と
。
曩
者
、
安
南
民
の
貴
国
に
漂
到
し
、
鎮
守
王
の
徳
体
好
生
に
し
て
、
量
宏
恵
養

な
る
を
頼
る
有
り
。
纔
か
に
大
明
客
船
主
李
才
官
貴
国
に
経
到
す
る
こ
と
有
り
。
安

南
民
有
り
て
此
に
在
る
を
聞
き
、
乃す
な
はち

九
人
を
領
取
し
本
国
に
逓
回
す
。
其
の
恩
は

窃
念
す
る
こ
と
勝
へ
難
し
。
個
の
義 

将は

た
何
を
以
て
か
答
へ
ん
。
茲
に
土
産
の
薄

物
、
琦

香
上
品
一
片
有
り
、
船
主
李
才
官
に
付
与
し
、
肅
み
て
将お
く

り
敬
謝
す
。
其

の
情
の
ご
と
く
ん
ば
、
必
ず
之
を
款
納
し
、
終
始
結
好
相
親
し
、
両
国
を
し
て
利
通

販
売
せ
し
め
よ
。
前
後
に
愈
い
よ
恵
愛
を
加
へ
ば
、
則
ち
億
年
の
義
丘
山
よ
り
重
か

ら
ん
。
玆
に
書
す
。

59
　
一
六
九
四
年
閏
五
月
一
二
日

　
安
南
国
王
阮
福

書
簡
写

『
外
蕃
通
書
』
に
拠
る

安
南
国
国
王
達
書
于

日
本
貴
国
長
崎
鎮
守
王
閣
下
、

蓋
聞
、
天
本
至
仁
、
使
品
彙
各
得
其
所
、
隣
交
有
道
、
惟
信
義
毎
篤
諸
心
、
此
常

理
也
、
曩
者
、
有
安
南
民
漂
到
貴
国
、
頼　

鎮
守
王
広
包
含
量
、
徳
体
好
生
、
纔

［安南日越外交文書の国書について］……藤田励夫
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有
大
明
客
船
主
李
却
官
、
経
商
至
于
貴
国
、
聞
有
安
南
民
在
此
、
乃
領
取
九
人
逓

回
本
国
、
常
窃
念
個
恩
甚
重
、
何
以
加
焉
、
茲
有
土
産
微
物
琦

香
上
品
一
斤
、

付
与
船
主
李
却
官
、
奉
将
敬
謝
、
以
表
寸
誠
、
以
酬
厚
意
、
且
便
往
来
販
売
、
通

利
両
邦
、
日
居
月
諸
、
殊
域
亦
同
寿
域
、
天
長
地
久
、
義
交
豈
謂
財
交
、
書
不
盡

言
、
諒
其
少
監
、
茲
書
、

正
和
拾
伍
年
閏
伍
月
弐
拾
弐
日

書
押

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
国
王 
書
を
日
本
貴
国
長
崎
鎮
守
王
閣
下
に
達
す
。
蓋
し
聞
く
、「
天
は
本
よ

り
至
仁
た
れ
ば
、
品
彙
を
し
て
各
お
の
其
の
所
を
得
さ
し
む
る
、」
と
。
隣
交
に
道

有
る
は
、惟
う
に
信
義
の
毎つ
ね

に
諸
心
を
篤
く
す
れ
ば
な
り
。
此
れ
常
理
な
り
。
曩
者
、

安
南
民
の
貴
国
に
漂
到
し
、
鎮
守
王
の
包
含
量
広
に
し
て
徳
体
好
生
な
る
こ
と
を
頼

る
有
り
。
纔
か
に
大
明
客
船
主
李
却
官 

経
商
し
て
貴
国
に
至
る
こ
と
有
り
。
安
南

民
有
り
て
此
に
在
る
を
聞
き
、
乃
ち
九
人
を
領
取
し
本
国
に
逓
回
す
。
常
に
窃
念
す

る
に
個
の
恩
の
甚
だ
重
き
こ
と
、
何
を
以
て
か
焉こ
れ

に
加し
か

へ
ん
。
茲
に
土
産
の
微
物
琦

香
上
品
一
斤
有
り
、
船
主
李
却
官
に
付
与
し
、
将お
く
り
奉
り
て
敬
謝
し
、
以
て
寸
誠

を
表
し
、
以
て
厚
意
に
酬
ひ
ん
。
且
つ
往
来
販
売
に
便
な
ら
し
め
、
利
を
両
邦
に
通

は
せ
ば
、
日
よ
月
よ
、
殊
域
も
亦
た
寿
域
に
同
じ
く
、
天
長
地
久
に
し
て
、
義
を
交

ふ
る
は
豈
に
財
を
交
ふ
る
と
謂
は
ん
や
。
書
は
言
を
尽
さ
ず
、
其
れ
少
監
す
る
を
諒

と
せ
よ
。
茲
に
書
す
。

58
と
59
は
同
年
月
日
付
け
で
阮
福

か
ら
長
崎
奉
行
へ
送
ら
れ
た
書
簡
で
、
漂
到

し
た
安
南
民
を
撫
育
し
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
明
の
船
主
李
才

官
に
よ
っ
て
連
れ
帰
ら
れ
た
。
同
様
の
書
簡
が
二
通
あ
る
理
由
は
、
前
述
と
同
様
で

あ
ろ
う
。
両
通
と
も
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
様
式
で
あ
る
。

第
三
節
国
主
か
ら
国
充

14
　
一
六
〇
六
年
四
月
一
五
日

　
天
南
国
端
国
公
阮
潢
暁
示
写　

『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
五
・
奥
の
「
暁
示
（
横
線
）

（
花
押
黒
印
影
）」
は
『
異
国
来
翰
認
』
に
拠
る

（
封
筒
ウ
ハ
書
）

「
封　
　
（
後
筆
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

封

「
原
弥
次
右
衛
門
尉
慶
長
十
一

丙
午
九
月
九
日
来
ル
返
事
ハ

本
上
州
也
、」

天
南
国
曉
示
日
本
国

封　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

封
」

天
南
国
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広
南
等
処
太
尉
／
端
国
公
、
為
曉
示
日
本
国

客
商
事
、
蓋
聞
、
為
国
九
経
一
曰
柔
／
遠
人
、
吾
於
上
年
、
見
日
本
国
商
人
有
船

参
艘
、
遠
来
吾
国
／
販
売
、
吾
以
恩
撫
之
、
厚
燕
待
之
、
欲
存
信
義
使
彼
自
感
吾

／
徳
也
、彼
等
乃
自
逞
悪
、横
行
国
中
、虜
掠
福
建
商
人
貨
／
財
、劫
奸
傍
近
居
民
・

婦
女
、
傲
物
肆
志
、
越
法
乖
常
、
吾
使
／
人
以
義
諭
之
、
欲
其
改
過
遷
善
、
彼
乃

弗
遵
吾
命
願
自
決
戦
、
／
吾
不
得
已
、
加
以
兵
威
、
非
貪
彼
等
貨
利
也
、
悪
其
無

礼
也
、
茲
／
爾
等
亦
日
本
富
商
大
賈
、
再
就
販
売
、
欲
得
方
物
大
物
、
爾
等
／
忽

遇
艱
屯
、
吾
見
之
、
於
中
心
有
慼
々
焉
、
吾
当
厳
戒
国
人
、
／
勿
為
侵
掠
、
爾
等

各
自
謹
守
所
存
財
物
、
再
整
船
艘
、
待
順
／
風
時
、
回
爾
本
国
、
以
存
吾
恩
信
、

慎
勿
疑
懼
、
暁
辞
所
至
、
爾
／
等
咸
使
聞
知
、
須
至
曉
示
者

（
書
き
下
し
文
）

（
朱
印
影
）

「
總
鎮
将
軍
之
印
」

（
朱
印
影
）

「
總
鎮
将
軍
之
印
」

弘
定

年
肆
月
拾
五
日

（
黒
印
影
）

「
暁
示
」（
横
線
）（
花
押
黒
印
影
）
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天
南
国
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広
南
等
処
太
尉
端
国
公 

日
本
国
客
商
に
暁

示
す
る
事
の
為
に
す
。
蓋
し
聞
く
、
国
為
る
は
、
九
経
の
一
に
遠
人
を
柔
ら
ぐ
と
曰

う
。
吾 

上
年
に
於
い
て
日
本
国
商
人
の
船
参
艘
有
り
て
吾
国
に
遠
来
し
て
販
売
す

る
こ
と
を
見
る
。
吾 

恩
を
以
て
之
を
撫
し
、
厚
く
之
を
燕
待
す
。
信
義
を
存た
も
ち
て

彼
を
し
て
自
ら
吾
が
徳
を
感
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
彼
等
乃す
な
はち

自
ら
悪
を
逞

し
く
し
、
国
中
を
横
行
し
、
福
建
商
人
の
貨
財
を
虜
掠
し
、
傍
近
の
居
民
・
婦
女
を

劫
奸
し
、
傲
物
肆
志
し
て
、
越
法
常
乖
す
。
吾 

人
を
し
て
義
を
以
て
之
を
諭
さ
し

め
、
其
れ
改
過
し
て
遷
善
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
彼 

乃
ち
吾
が
命
に
遵
は
ず
し
て
、

自
ら
決
戦
を
願
ふ
。
吾 
や
む
を
得
ず
加
ふ
る
に
兵
威
を
以
て
す
。
彼
等
の
貨
利
を

貪
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
無
礼
を
悪
め
ば
な
り
。
茲
に
爾
等
も
亦
日
本
の
富
商

大
賈
な
れ
ば
、
再
び
販
売
に
就
き
、
方
物
大
物
を
得
ん
と
欲
す
る
に
、
爾
等 

忽
ち

艱
屯
に
遇
ふ
。
吾 

こ
れ
を
見
て
、
中
心
に
慼せ
き

々
有
り
。
吾 

当
に
国
人
を
厳
戒
し
、

侵
掠
を
為
す
こ
と
勿
か
ら
し
む
べ
し
。
爾
等 
各
お
の
自
ら
存あ

る
所
の
財
物
を
謹
守

し
、
再
び
船
艘
を
整
へ
、
順
風
の
時
を
待
ち
、
爾
の
本
国
に
回
り
、
以
て
吾
が
恩
信

を
存た
も

ち
、
慎
み
て
疑
懼
す
る
こ
と
な
か
れ
。
暁
辞
の
至
る
所
、
爾
等 

咸
く
聞
知
せ

し
む
。
須
す
べ
か
らく

曉
示
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

本
文
書
は
弘
定
七
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
十
五
日
付
け
で
あ
り
、
次
の
16
は
同
年

五
月
八
日
付
け
と
近
い
日
付
で
立
て
続
け
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
書

の
封
筒
ウ
ハ
書
に
「
天
南
国
暁
示
日
本
国
」
と
あ
り
、「
日
本
国
」
へ
充
て
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
書
簡
と
は
違
っ
て
文
頭
に
充
所
は
な
く
、「
為
曉
示
日
本

国
客
商
事
」
と
あ
る
。
本
文
の
内
容
を
読
む
と
、
昨
年
、
三
艘
で
来
航
し
た
日
本
商

人
の
悪
逆
を
あ
げ
、
兵
を
用
い
た
の
は
財
貨
を
貪
る
た
め
で
な
い
こ
と
を
明
言
し
、

「
爾
等
」
は
自
ら
の
財
物
を
守
っ
て
順
風
に
よ
り
帰
国
す
る
よ
う
説
い
て
い
る
。
実

際
に
は
商
人
へ
充
て
ら
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
。
日
付
の
近
い
16
と

と
も
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

16
　
一
六
〇
六
年
五
月
八
日
　
天
南
国
端
国
公
阮
潢
暁
示
写

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
外
蕃
書
翰
』
三
五
二
九
六
に
拠
る

天
南
国
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広
南
等
処
太
尉
端
公
、
為
／
曉
示
日
本
国
客

商
事
、
蓋
聞
、
有
国
者
貴
能
柔
遠
能
邇
、
吾
於
上
年
／
見
日
本
国
客
商
艚
参
艘
遠

来
吾
国
販
売
、
吾
以
恩
撫
之
、
厚
燕
待
之
、
／
欲
存
信
義
使
彼
自
感
吾
徳
也
、
胡

乃
彼
等
肆
悪
、
横
行
国
中
、
劫
奪
／
福
建
商
人
貨
財
、
脅
姦
傍
近
居
民
・
婦
女
、

任
意
所
為
、
無
所
忌
憚
、
吾
／
使
人
以
義
諭
之
、
欲
其
改
過
遷
善
、
彼
等
乃
弗
遵

吾
命
願
自
決
戦
、
吾
／
不
得
已
、
仍
差
壱
裨
将
、
来
問
彼
罪
、
非
貪
其
貨
財
也
、

悪
其
無
礼
也
、
／
茲
爾
亦
日
本
商
人
、
本
欲
就
他
国
販
売
、
爾
等
因
風
勢
不
順
、

来
依
吾
／
国
地
方
、
自
献
貼
屏
封
五
隻
、
吾
見
之
、
亦
有

惕
之
情
、
吾
前
已
有

暁
／
辞
使
爾
等
知
吾
徳
意
、
茲
爾
等
再
来
請
命
、
吾
錫
以
大
海
船
壱
艘
・
／
奉
命

旗
壱
面
、

寄
賜
日
本
国
王
方
物
沈
香
弐
拾
斤
・
白
熟
絹
五
疋
、
／
待
順
風
時
、

回
爾
本
国
、
爾
等
宜
具
以
事
由
稟
白
、
使
知
吾
有
柔
遠
之
／
徳
、
暁
辞
所
至
、
咸

使
聞
知
、
須
至
暁
示
者
、

（
朱
印
影
）

「
總
鎮
将
軍
之
印
」

弘
定

年
伍
月
初
捌
日

（
黒
印
影
）

「
暁
示
」（
横
線
）　
（
花
押
黒
印
影
）

（
書
き
下
し
文
）

天
南
国
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広
南
等
処
太
尉
端
公 

日
本
国
客
商
に
暁
示

す
る
事
の
為
に
す
。
蓋
し
聞
く
、「
国
を
有
つ
者
は
柔
遠
を
能よ

く
し
、
邇ち
か

き
を
能
く

す
る
を
貴た
つ
とぶ

、」
と
。
吾 

上
年
に
於
い
て
日
本
国
客
商
の
艚
参
艘
の
吾
国
に
遠
来
し

て
販
売
す
る
こ
と
を
見
る
。
吾 

恩
を
以
て
之
を
撫
し
、
厚
く
之
を
燕
待
す
。
信
義

を
存た
も

ち
て
彼
を
し
て
自
ら
吾
が
徳
を
感
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
胡な
ん

ぞ
乃す
な
わち

彼

等 

悪
を
肆
ほ
し
い
ま
まに

し
、
国
中
を
横
行
し
、
福
建
商
人
の
貨
財
を
劫
奪
し
、
傍
近
の
居
民
・

婦
女
を
脅
姦
す
る
や
。
任
意
の
所
為
、
忌
憚
す
る
所
な
し
。
吾 

人
を
し
て
義
を
以
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て
之
を
諭
さ
し
め
、
其
れ
改
過
し
て
遷
善
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
彼
等 

乃
ち
吾
が
命

に
遵
は
ず
し
て
、
自
ら
決
戦
を
願
ふ
。
吾 

や
む
を
得
ず
、
仍か
さ
ね
て
壱
裨
将
を
差つ
か
は

し
、
彼
の
罪
を
来
問
せ
し
む
る
は
、
其
の
貨
財
を
貪
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
無

礼
を
悪
め
ば
な
り
。
茲
に
爾
も
亦
日
本
の
商
人
な
れ
ば
、
本
よ
り
他
国
に
就
き
て
販

売
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
爾
等 

風
勢
不
順
に
因
っ
て
、
吾
が
国
の
地
方
に
来
依
し
、

自
ら
貼
屏
封
五
隻
を
献
ず
。
吾 

之
を
見
て
、
亦

惕
の
情
有
り
。
吾 

前
に
已
に
暁

辞
し
て
爾
等
を
し
て
吾
が
徳
意
を
知
ら
し
む
る
有
り
。
茲
に
爾
等 

再
び
来
り
て
命

を
請
う
。
吾 
錫た
ま
う
に
大
海
船
壱
艘
・
奉
命
旗
壱
面
を
以
て
す
。

び
に
日
本
国
王

に
方
物
沈
香
弐
拾
斤
・
白
熟
絹
五
疋
を
寄
せ
賜
ふ
。
順
風
の
時
を
待
ち
、
爾
の
本
国

に
回
れ
。
爾
等 
宜
し
く
具
さ
に
事
由
を
以
て
稟
白
し
、
吾
に
柔
遠
の
徳
有
る
こ
と

を
知
ら
し
む
べ
し
。
暁
辞
の
至
る
所
、
咸
こ
と
ご
とく

聞
知
せ
し
む
。
須
す
べ
か
らく

曉
示
に
至
る
べ
き

者
な
り
。

本
文
書
は
、
封
筒
が
写
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
ず
れ
に
充
て
ら
れ
た
も
の
か
不

明
で
は
あ
る
が
、
日
付
の
近
い
14
と
同
じ
「
暁
示
」
で
あ
り
、
関
連
す
る
内
容
な
の

で
、
お
そ
ら
く
「
日
本
国
」
へ
充
て
た
封
筒
ウ
ハ
書
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
14
と
同
じ
く
、
文
頭
近
く
に
「
為
曉
示
日
本
国
客
商
事
」
と
あ
る
。

内
容
は
、
14
と
同
じ
く
昨
年
、
三
艘
で
来
航
し
た
日
本
商
人
の
悪
逆
ぶ
り
を
あ
げ

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
し
、
本
文
書
か
ら
は
続
い
て
、
文
中
に
あ
る
「
爾

等
」
が
他
国
に
交
易
に
行
こ
う
と
し
た
が
風
勢
不
順
の
た
め
、
広
南
阮
氏
の
領
国
に

来
航
し
、
自
ら
「
貼
屏
封
五
隻
」
を
阮
潢
に
献
じ
た
日
本
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
し
て
「
吾 

前
に
已
に
暁
辞
し
て
爾
等
を
し
て
吾
が
徳
意
を
知
ら
し
む

る
有
り
。」
と
あ
る
の
が
、
14
の
「
暁
示
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
「
茲
に
爾
等 

再
び
来
り
て
命
を
請
う
。」
と
あ
る
「
命
」
と
は
、
16
の
本
文

書
そ
の
も
の
に
書
か
れ
て
い
る
、
日
本
国
王
へ
の
方
物
の
伝
達
や
、「
宜
し
く
具
さ

に
事
由
を
以
て
稟
白
し
、
吾
に
柔
遠
の
徳
有
る
こ
と
を
知
ら
し
む
べ
し
。」
と
い
っ

た
こ
と
だ
と
解
せ
る
。
さ
ら
に
、「
爾
等
」
は
「
大
海
船
壱
艘
」
と
「
奉
命
旗
壱
面
」

ま
で
賜
っ
て
い
る
。
こ
の
旗
は
、
阮
潢
が
航
海
の
安
全
を
保
証
す
る
過
書
の
ご
と
き

も
の
で
あ
ろ
う
。

14
と
16
は
日
本
国
王
や
臣
下
に
充
て
た
も
の
で
は
な
く
、
内
容
か
ら
商
人
に
充
て

ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
14
の
封
筒
ウ
ハ
書
は
日
本
国
充
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は

国
王
等
に
披
露
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
も
本
稿
で
の
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
両
通
は
相
国
寺
心
華
院

に
あ
っ
た
と
い
う
「
異
国
書
翰
屛
風
」
に
貼
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
、
幕
府
に
届

け
ら
れ
て
西
笑
承
兌
の
元
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

両
通
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
書
簡
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
体
裁
を
と
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
書
出
に
一
字
台
頭
し
て
「
天
南
国
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広
南

等
処
太
尉
端
国
公
（
14
は
「
端
公
」
と
す
る
）」
と
あ
り
、
安
南
国
で
は
な
く
「
天

南
国
」
と
い
う
国
名
を
用
い
て
い
る
。
さ
ら
に
「
欽
差
雄
義
営
副
都
将
行
下
順
化
広

南
等
処
太
尉
」
と
い
う
職
名
も
他
の
書
簡
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
正
し
い

爵
位
で
あ
る
「
端
国
公
」
と
称
し
て
い
る
の
も
、
ほ
か
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
瑞
国
公
」

と
称
し
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
）
29
（

。
ま
た
、
本
文
中
に
充
所
が
明
示
さ
れ
て
い
な

い
点
も
特
異
で
あ
る
。

14
と
16
の
両
通
の
間
で
も
差
異
が
大
き
く
、
14
は
本
文
末
と
年
月
日
の
間
に
朱
方

印
一
顆
、
年
月
日
の
上
に
も
朱
方
印
一
顆
を
捺
し
て
い
る
。
16
は
年
月
日
の
上
に
朱

方
印
一
顆
を
捺
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
朱
方
印
の
印
文
は
「
總
鎮
将
軍
之
印
」
で
あ

り
、
阮
潢
の
他
の
書
簡
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
鎮
守
将
軍
之
印
」
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
な
お
、「
總
鎮
将
軍
之
印
」
の
印
は
、
後
に
阮
福

書
簡
（
56
、
57
）
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。

両
通
の
暁
示
が
発
給
さ
れ
た
一
六
〇
六
年
は
、
阮
潢
と
徳
川
家
康
と
の
間
で
、
毎

年
、
書
簡
が
交
換
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
年
に
も
16
か
ら
五
日
後
の
日
付

で
、
阮
潢
か
ら
家
康
充
の
書
簡
（
17
）
が
送
ら
れ
て
い
る
。
17
の
別
幅
に
あ
る
方
物

と
16
の
本
文
中
に
記
さ
れ
た
方
物
は
別
の
品
物
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
17
と
は
別
に
準

備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
暁
示
」
と
い
う
文
書
名
で
あ
る
が
、本
文
中
で
は
「
暁
辞
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

14
と
16
の
二
通
し
か
用
例
が
な
い
も
の
で
あ
る
。「
暁
示
」
と
い
う
文
書
は
、
宋
代

に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
）
30
（

。『
慶
元
條
法
事
類
』
に
は
、
次
の

と
お
り
あ
る
）
31
（

。

曉
示

某
司
某
事
云
云
。

右
云
云
、
曉
云
云
云
者
。
前
例
数
事
、
則
云
「
右
件
」。

年
月　

日
書
字

内
外
官
司
事
応
衆
知
者
、
用
此
式
。
用
榜
者
准
此
。
唯
年
月
日
下
書
「
榜
」

字
。
友
列
位
依
牒
式
。

こ
れ
を
14
、
16
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、「
某
司
」
が
冒
頭
に
あ
る
「
天
南
国

（
中
略
）
端
公
（
ま
た
は
端
国
公
）」
に
、
続
い
て
「
某
事
」
が
「
為
曉
示
日
本
国

客
商
事
」
と
対
応
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。「
曉
云
云
云
者
」
は
本
文
末
の
「
暁

辞
所
至
、
爾
等
咸
使
聞
知
、
須
至
曉
示
者
」
等
と
あ
る
も
の
に
対
応
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
16
で
は
、『
慶
元
條
法
事
類
』
の
よ
う
に
日
下
で
は
な
く
、
年
月

日
の
奥
に
で
は
あ
る
が
「
暁
示
」
と
大
書
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
14
、

16
は
中
国
の
官
文
書
の
様
式
を
模
倣
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、「
暁
示
」

に
つ
い
て
「
内
外
官
司
事
応
衆
知
者
、
用
此
式
。」
と
注
記
が
あ
る
と
お
り
、
国
書

に
用
い
ら
れ
る
べ
き
様
式
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
14
、
16
の
本
文
末
に
は
、

本
文
の
内
容
を
周
知
す
べ
き
文
言
が
あ
り
、
こ
の
用
途
に
も
合
致
し
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。　

阮
潢
は
家
康
と
の
交
流
が
続
い
て
い
る
な
か
、
敢
え
て
日
本
商
人
の
悪
逆
を
直
接

に
訴
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
商
人
へ
充
て
た
よ
う
な
曖
昧
な
様
式
を
と
っ
て
家
康
へ
伝

わ
る
よ
う
に
意
図
し
た
の
か
と
推
測
さ
れ
る
。

49
　
一
六
三
二
年
六
月
四
日

　
安
南
国
王
都
統
領
徳
大
尊
公
阮
福
源
書
簡
写　

『
異
国
日
記
』
に
拠
る

安
南
国
王
都
統
領
徳
大
尊
公

申
、
為
唐
重
々
路
遠
、
取
何
物
報
恩
不
勝
恩
、
其
内
茶
屋
新
四
郎
／
探
官
、
王
都
統

領
徳
大
尊
公
有
小
礼
・
絹
税
肆
疋
寄
日
本
国
、
就
／
茶
屋
新
四
郎
探
官
乞
任
用
、　

王
都
統
領
徳
大
尊
公
、
隨
其
天
心
／
徳

、
其
交
義
順
情
、
乞
両
国
交
親
愛
慕
、

年
々
往
販
、
無
有
／
何
心
、
願
有
書
報
、

一
乞
望
恩
事
、

永
祚
拾
肆
年
陸
月
初
肆

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
王
都
統
領
徳
大
尊
公
申
す
、
唐む
な
し
く
重
々
と
路
の
遠
き
為
め
、
何
物
を
取
り

て
恩
に
報
ゆ
と
も
恩
に
勝た

へ
ず
。
其
の
内
茶
屋
新
四
郎
探
官
す
。
王
都
統
領
徳
大
尊

公 

小
礼
・
絹
税
肆
疋
を
日
本
国
に
寄
す
こ
と
有
り
。
茶
屋
新
四
郎
探
官
し
て
任
用

を
乞
ふ
に
就
い
て
、
王
都
統
領
徳
大
尊
公 

其
の
天
心
徳

に
随
ひ
、
其
れ
義
を
交

へ
情
に
順
ひ
て
、
両
国
の
交
親
愛
慕
し
、
年
々
往
販
す
る
こ
と
を
乞
ふ
。
何
の
心
の

有
る
こ
と
無
し
。
願
は
く
は
書
報
有
ら
ん
。
一
に
恩
の
事
を
乞
ひ
望
む
。

本
書
簡
は
、
文
中
に
広
南
阮
氏
側
へ
渡
航
を
繰
り
返
し
て
い
た
「
茶
屋
新
四
郎
」

の
名
が
見
え
る
の
で
、
年
代
か
ら
み
て
阮
福
源
の
も
の
と
比
定
で
き
る
。
阮
福
源
は

こ
れ
ま
で
書
中
で
は
「
安
南
国
大
都
統
」
あ
る
い
は
「
安
南
国
都
統
官
」
と
名
乗
っ

て
い
た
の
で
、
本
書
簡
の
「
安
南
国
王
都
統
領
徳
大
尊
公
」
と
い
う
名
義
は
こ
れ
ま

で
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
名
義
に
続
い
て
「
申
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
い
て

充
所
が
無
く
、
誰
に
充
て
た
も
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
書
簡
で
あ
る
。
文
中
に
「
小

礼
・
絹
税
肆
疋
を
日
本
国
に
寄
す
こ
と
有
り
。」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
お
い
た
。

両
国
の
交
親
や
年
々
の
往
販
を
願
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
の
支
配
者
へ
充
て
た
書
簡

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
書
簡
と
比
べ
て
、
曖
昧
な
表
現
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

「
黎
明
」
で
は
、
こ
の
書
簡
で
阮
福
源
が
「
安
南
国
王
」
を
名
乗
り
、
さ
ら
に
永
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祚
年
号
が
十
一
年
で
徳
隆
に
改
元
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ず
、
年
紀
を
「
永
祚
拾
肆
年

陸
月
初
肆
」
と
表
現
し
て
鄭
氏
領
で
の
改
元
を
承
認
し
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
阮
福
源
は
鄭
氏
の
権
威
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
黎
朝
皇
帝
の
権

威
に
も
挑
戦
す
る
姿
勢
を
示
し
た
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

附
節

31
　
一
六
一
五
年
六
月
七
日

　
安
南
国
総
鎮
官
弘
公
書
簡
写

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
『
日
本
外
志
』
所
収

「
半
舫
斎
日
鈔
」
に
拠
る

安
南
国
総
鎮
官
弘
公
、
手
書
寄

探
日
本
国
長
谷
川
左
兵
衛
官
、
平
安
壮
健
自
福
、
得
知
、
茲
年
見
有
船
主
小
川
利
兵

勲
駕
海
就
安
南
国
販
売
、
駐
在
大
胆
海
門
、
両
国
交
通
已
帰
為
一
、
今
我
相
識
真
情

寄
書
一
幅
、
物
雖
少
々
、
義
重
多
々
、
親
愛
交
通
、
明
年
来
到
、
両
国
貴
物
往
来
、

莫
憂
何
事
奸
萌
処
決
、
為
此
真
情
千
万
、
茲
書

計
一
、
白
絹　

弐
疋

弘
定
十
六
年
六
月
初
七
日

（
朱
印
影
カ
）　

押
甲
刻
押
印
之
不
自
写

（
書
き
下
し
文
）

安
南
国
総
鎮
官
弘
公
手
書
し
て 

日
本
国
長
谷
川
左
兵
衛
官
に
寄
探
す
。
平
安
壮
健

自
福
な
る
こ
と
、
知
る
を
得
た
り
。
茲
の
年
、
船
主
小
川
利
兵
勲
の
駕
海
し
て
安
南

国
に
就
き
て
販
売
し
、
大
胆
海
門
に
駐
在
す
る
こ
と
有
る
を
見
る
。
両
国
の
交
通
已

に
帰
し
て
一
た
れ
ば
、
今
、
我 

真
情
を
相
識
り
書
一
幅
を
寄
す
。
物
は
少
々
な
り

と
雖
も
、
義
は
重
く
多
々
な
り
。
親
愛
し
て
交
通
し
、
明
年
来
到
し
て
、
両
国
の
貴

物
往
来
せ
ば
、
何
事
の
奸
萌
処
決
を
憂
ふ
る
こ
と
莫
か
ら
ん
。
此
が
為
め
、
真
情

千
万
。
茲
に
書
す
。

  

「
安
南
国
総
鎮
官
弘
公
」
は
鄭
氏
、
広
南
阮
氏
の
い
ず
れ
の
人
物
か
特
定
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
お
く
。
充
所
の
「
日
本
国
長
谷
川
左
兵
衛
官
」

は
長
崎
奉
行
長
谷
川
藤
広
と
考
え
ら
れ
る
。
阮
潢
は
四
年
前
に
長
谷
川
藤
広
へ
書
簡

を
充
て
て
い
る
（
29
）。
し
か
し
、
跡
を
継
い
だ
阮
福
源
は
、
本
書
簡
の
前
年
に
「
安

南
国
大
都
統
」
名
義
で
「
日
本
国
王
」
充
に
書
簡
を
発
し
て
お
り
（
30
）、
本
書
の

他
に
「
安
南
国
総
鎮
官
弘
公
」
名
義
の
書
簡
は
み
ら
れ
な
い
。「
大
胆
海
門
」
と
い

う
地
名
と
「
船
主
小
川
利
兵
勲
」
が
、「
安
南
国
総
鎮
官
弘
公
」
の
素
性
を
解
く
鍵

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、「
船
主
小
川
利
兵
勲
」
が
安
南
国
で
交
易

を
し
て
い
る
こ
と
。
大
胆
海
門
に
駐
在
し
て
い
る
こ
と
。
交
易
の
継
続
を
期
す
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

❹
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
な
か
の
安
南
国
書

第
一
節
書
式
外
交
文
書
と
し
て
の
国
書

　

前
章
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、
本
稿
で
国
書
と
し
た
文
書
は
、
例
外
的
に
暁
示
が

用
い
ら
れ
た
場
合
等
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
書
簡
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
の
多
く
は
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
据
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前

述
し
た
よ
う
に
阮
潢
か
ら
加
藤
清
正
充
に
二
年
続
け
て
送
ら
れ
た
二
通
の
書
簡

（
20
、
28
）
の
よ
う
に
、
20
弘
定
十
年
の
書
簡
は
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
な
く
、

28
弘
定
十
一
年
の
書
簡
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
20
に
は
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
な
い

が
、
差
出
の
後
に
続
い
て
「
敬
書
于
」
と
あ
り
書
簡
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
書
簡
様
式
の
外
交
文
書
を
説
明
す
る
場
合
、
高
橋
公
明
氏
が
提
起
さ

れ
た
書
式
外
交
文
書
と
名
付
け
ら
れ
た
様
式
が
有
効
で
あ
る
）
32
（

。
高
橋
氏
は
外
交
文
書

を
（
一
）
冊
封
関
係
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
、（
二
）
交
隣
関
係
に
用
い
ら
れ
る
も

の
に
大
き
く
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、（
二
）
で
用
い
ら
れ
た
文
書
様
式
と
し
て
、

書
式
外
交
文
書
と
咨
式
外
交
文
書
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
氏
は
、
書
式

外
交
文
書
は
、
遅
く
と
も
漢
代
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
中
国
式
書
簡
文=

書
の
様
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式
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
中
で
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
、
使
用
範

囲
も
広
く
、
諸
記
録
に
残
さ
れ
た
数
も
多
い
と
評
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
日
朝

間
・
琉
朝
間
と
わ
ず
か
の
琉
球
・
南
海
諸
国
間
、
そ
し
て
日
本
と
南
海
諸
国
と
の
間

で
用
い
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
高
橋
氏
は
、「
日
本
を
中
心
に
し
て
見
渡

し
て
み
て
も
、
慶
長
・
元
和
期
を
頂
点
と
す
る
南
海
諸
国
と
の
外
交
関
係
、
幕
末
ま

で
続
く
日
朝
関
係
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
外
交
文
書
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
様
式
に
分
類

さ
れ
る
。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
安
南
か
ら
の
外
交
文
書
に
対
す
る
日
本
か
ら
の
返

書
）
33
（

も
ま
た
、
書
式
外
交
文
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。

高
橋
氏
は
『
善
隣
国
宝
記
』
か
ら
正
統
四
年
（
一
四
三
九
）
七
月
十
二
日
付
け
朝

鮮
国
王
世
宗
の
足
利
義
教
充
の
書
を
例
あ
げ
て
、
そ
の
要
素
を
次
の
と
お
り
列
挙
し

て
い
る
）
34
（

。

（
一
）
差
出
人
の
署
名
。（
二
）
文
書
を
差
し
上
げ
ま
す
と
い
う
文
言
。（
三
）
受

取
人
の
宛
名
。（
四
）本
文
。（
五
）書
止
め
文
言
。（
六
）日
付
。（
七
）再
び
自
称
。

前
章
ま
で
に
述
べ
た
安
南
か
ら
の
国
書
の
様
式
に
つ
い
て
、
高
橋
氏
の
い
う
書
式
外

交
文
書
と
比
較
を
試
み
た
い
。
例
え
ば
、
原
本
の
伝
来
し
て
い
る
文
書
で
い
え
ば
、

鄭
氏
側
で
は
1
日
本
国
王
充
の
福
義
侯
書
簡
や
28
加
藤
清
正
充
の
阮
潢
書
簡
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

1
の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
奥
上
に
大
き
く
「
書
」
の
印
が
あ
り
、
書
出
に
「
安
南

国
副
都
堂
福
義
侯
阮
粛
書
／
日
本
国
〇
国
王
座
下
」
と
あ
り
、
書
止
に
「
茲
書
」
と

あ
る
。
年
号
月
日
は
、
文
書
の
袖
と
奥
か
ら
み
て
ほ
ぼ
中
央
に
記
さ
れ
朱
印
が
捺
さ

れ
る
。「
書
」
印
の
下
に
あ
る
横
線
印
と
花
押
印
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文

は
撥
ね
の
強
い
特
有
な
字
体
で
、
料
紙
天
地
が
い
く
ら
か
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
料
紙
の
天
地
い
っ
ぱ
い
を
使
っ
て
余
白
無
く
書
か
れ
て
い
る
。
料
紙
の
縦

横
長
が
ほ
ぼ
等
し
く
正
方
形
に
近
い
。
文
書
様
式
を
ご
く
簡
略
化
し
て
示
す
と
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

（
一
） 

安
南
国
副
都
堂
福
義
侯
阮
（
差
出
人
の
署
名
）

（
二
） 

粛
書
（
文
書
を
差
し
上
げ
ま
す
と
い
う
文
言
）

（
三
） 

日
本
国
○
国
王
座
下
（
受
取
人
の
宛
名
）

（
四
） 

窃
聞
（
中
略
）
以
通
両
国
往
来
交
信
之
義
（
本
文
）

（
五
） 

茲
書
（
書
止
め
文
言
）

（
六
） 

光
興
十
四
年
閏
三
月
二
十
一
日
（
日
付
）

（
朱
印
）

「
書
」（
印
）（
七
）「（
横
線
印
）（
花
押
印
）」（
再
び
自
称
）

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
奥
上
に
大
字
で
「
書
」
と
あ
る
点
だ
け
が
書
式
外
交
文
書
と

異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
他
の
諸
要
素
は
当
て
は
ま
る
こ
と
が
分
か
る
。「
書
」
の

下
に
横
線
印
と
花
押
印
が
あ
る
点
も
眼
を
引
く
が
、
こ
れ
は
「（
七
）
再
び
自
称
」

の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
花
押
印
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
状

の
異
様
さ
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
し

て
み
た
い
。

も
う
一
通
、
28
を
み
て
も
、
次
の
と
お
り
同
様
の
様
式
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。（

一
） 

安
南
国
大
都
統
官
（
差
出
人
の
署
名
）

（
二
） 

書
達
于
（
文
書
を
差
し
上
げ
ま
す
と
い
う
文
言
）

（
三
） 

日
本
国
加
慈
肥
後
寺
清
正
閣
下
（
受
取
人
の
宛
名
）

（
四
） 

知

閣
下
起
居
萬
福
（
中
略
）
以
結
千
年
之
好
義
（
本
文
）

（
五
） 

茲
書
（
書
止
め
文
言
）

（
六
） 

弘
定
十
一
年
五
月
二
十
四
日
（
日
付
）

（
朱
印
）

「
書
」（
印
）（
七
）「（
横
線
印
）（
花
押
印
）」（
再
び
自
称
）

28
も
奥
上
に
大
き
く
「
書
」
の
印
が
あ
る
他
は
、
1
と
同
様
に
書
式
外
交
文
書
の
諸

要
素
を
備
え
て
い
る
。
な
お
、
年
号
月
日
の
行
と
朱
印
の
位
置
は
、
料
紙
の
左
右
か

ら
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
こ
と
も
1
と
同
じ
で
あ
る
。
28
の
本
文
も
撥
ね
の
強
い
特
有
な

字
体
で
、
料
紙
の
天
地
い
っ
ぱ
い
を
使
っ
て
余
白
無
く
書
か
れ
て
い
る
点
も
1
に
同

じ
く
で
あ
る
。
た
だ
し
、
28
の
料
紙
は
横
長
で
あ
り
、
四
周
に
金
泥
で
文
様
帯
が
施
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さ
れ
て
い
る
点
は
1
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

1
と
28
を
例
に
と
る
と
、
鄭
氏
・
広
南
阮
氏
共
に
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
あ
る
東
ア

ジ
ア
諸
国
の
常
識
の
流
れ
の
中
で
、
外
交
文
書
を
作
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
す
べ
て
の
国
書
に
書
式
外
交
文
書
の
諸
要
素
が
洩
れ

な
く
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
部
分
的
に
備
わ
っ
て
い
る
文
書
が
多
い
と

い
え
よ
う
。

さ
て
、
奥
上
に
大
字
で
「
書
」
を
表
す
様
式
は
、
書
式
外
交
文
書
の
諸
要
素
を
有

し
て
い
る
が
、
全
体
的
な
印
象
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奥
上
に
大
字

で
「
書
」
を
表
す
様
式
は
、東
ア
ジ
ア
地
域
で
通
用
し
て
い
た
書
式
外
交
文
書
か
ら
、

そ
の
点
で
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
文
書
様
式
あ
る
い
は
機
能

を
端
的
に
示
す
文
字
が
奥
上
に
大
字
で
示
さ
れ
る
点
は
、
安
南
文
書
の
他
の
様
式
で

あ
る
示
や
令
旨
な
ど
と
一
致
し
て
い
る
。

以
上
の
と
お
り
、
鄭
氏
・
広
南
阮
氏
共
に
、
国
書
に
は
東
ア
ジ
ア
地
域
で
通
常
使

わ
れ
て
い
た
書
式
外
交
文
書
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
様
式
を
採
用
し
て
い
た
。
た
だ

し
、
奥
上
に
「
書
」
と
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
次
節
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
様

式
の
類
例
を
漢
字
文
化
圏
の
文
書
様
式
の
中
で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
本
節
の
最

後
に
、
他
国
の
文
書
様
式
と
の
比
較
の
た
め
1
と
28
を
ご
く
簡
略
化
し
て
示
し
て
お

く
。（
一
） 

差
出
人
の
署
名
か
ら
（
五
）
書
止
め
文
言
ま
で
を
本
文
と
し
て
一
ま
と

め
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

本
文

年
号
月
日
（
朱
印
）

「
書
」（
黒
印
）（
横
線
印
）（
花
押
印
）

第
二
節
明
朝
の
文
書
と
の
比
較

明
代
初
期
の
文
書
行
政
を
規
定
し
た
『
洪
武
禮
制
）
35
（

』「
行
移
體
式
」
と
「
署
押
體

式
」
は
、
万
暦
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
『
万
暦
会
典
』「
行
移
署
押
體
式
）
36
（

」
に
も

ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、「
照
会
式
」、「
平
咨
式
」、「
箚
付
式
」、「
平

關
式
」、「
平
牒
式
」、「
牒
上
式
」、「
故
牒
式
」、「
下
帖
式
」
に
は
、
安
南
文
書
の
よ

う
に
奥
上
に
大
字
を
据
え
る
様
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
平
咨
式
」
の
一

例
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

某
部
為
某
事
。〈
云
／
云
〉
合
行
移
咨
。
請

照
験
施
行
。
須
至
咨
者
。

右　
　
　
　

咨

某
都
指
揮
使
司

洪
武　

年
印
月
日

某
事

咨
都
指
揮
使
押

こ
れ
を
簡
略
化
し
て
示
す
と
次
の
と
お
り
と
な
り
、
安
南
国
書
の
1
や
28
等
と
同
様

の
様
式
で
あ
る
。

本
文

年
号
月
日
（
朱
印
）

「
咨
」（
押
署
）

次
に
咨
文
の
現
存
例
と
し
て
「
蒋
洲
咨
文
）
37
（

」
を
あ
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
嘉
靖
三
十
五

年
（
一
五
五
六
）
に
蒋
洲
が
「
対
馬
島
」
に
充
て
て
倭
寇
禁
圧
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
。
蒋
洲
は
倭
寇
対
策
に
苦
慮
し
た
明
が
日
本
に
遣
わ
し
た
人
物
で
、
当
時
は
豊
後

大
友
氏
の
も
と
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
。

大
明
副
使
蒋　

承
奉

欽
差
督
察
総
制
提
督
浙
江
等
処
軍
務
各
衙
門
、
為
因
近
年
以
来
、
日
本
各
島
小

民
、
仮
以
買
売
為
名
、
屡
犯

中
国
辺
境
、
掠

居
民
、
奉

旨
議
行
浙
江
等
処
承
宣
布
政
使
司
、
転
行
本
職
、
親
詣

（
中
略
）

中
国
也
、

而
速
行
之
、
希
即
回
文
、
須
至
咨
者
、

右        

咨
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日
本
国
対
馬
島

（
朱
長
方
印
）

嘉
靖
参
拾
伍
年
拾
壱
月　

初
三　

日

咨　
　
　
（
押
署
）

文
書
の
法
量
は
縦
五
七
・
一
糎
×
横
五
一
・
七
糎
で
あ
り
、
次
ぎ
に
あ
げ
る
前

田
玄
以
充
箚
付
よ
り
は
小
さ
い
が
、や
は
り
大
き
な
料
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

奥
上
に
は
、
料
紙
損
傷
の
た
め
部
分
的
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
「
咨
」
が
大
書
さ

れ
、
そ
の
下
に
花
押
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、「
平
咨
式
」
に
則
っ
て
正
し
く
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

明
朝
の
書
式
に
つ
い
て
、
も
う
一
例
「
箚
付
式
」
を
あ
げ
て
お
く
。

某
軍
都
督
府
為
其
事
〈
云
／
云
〉。
合
下
仰
照
会
〈
云
／
云
〉。

須
至
箚
付
者
。

右
箚
付
某
衛
指
揮
使
司
准
此

洪
武　

年
印
月
日

某
事

箚
付
都
指
揮
使
押

こ
れ
を
簡
略
化
し
て
示
す
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。

本
文

年
号
月
日
（
朱
印
）

「
箚
付
」（
押
署
）

奥
上
に
は
、
文
書
様
式
名
で
あ
る
「
箚
付
」
が
安
南
の
「
書
」
と
同
様
に
大
字
で
表

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
横
線
が
無
く
、
花
押
が
印
で
な
い
こ
と
が
異
な
る
点
を
除

く
と
、
ご
く
簡
略
化
し
た
場
合
は
、
安
南
文
書
と
同
様
の
文
書
様
式
で
あ
る
。
次
ぎ

に
箚
付
の
現
存
例
と
し
て
「
明
国
箚
付
）
38
（

」
を
あ
げ
て
お
く
。
万
暦
二
十
三
年

（
一
五
九
五
）、
文
禄
・
慶
長
の
役
の
は
ざ
ま
の
第
一
次
和
平
交
渉
に
お
い
て
、
明
は

豊
臣
秀
吉
を
日
本
国
王
に
任
じ
、
こ
の
と
き
に
麾
下
の
武
将
た
ち
に
も
官
職
を
授
け

た
。
こ
れ
は
、
前
田
玄
以
を
都
督
僉
事
に
任
じ
た
も
の
。

兵
部
為
欽
奉

聖
諭
事
、
照
得
、
傾
因
関
白
具
表
乞
封

皇
上
嘉
其
恭
順
、
特
准
封
為
日
本
国
王
、
已
足
以
遠
慰
内
附
之
誠
、
永
堅
外
藩

之
願
矣
、
但
関
白
既
受

皇
上
錫
封
、
則
行
長
諸
人
即
為

（
中
略
）

王
章
不
宥
、
須
至
箚
付
者
、

右
、
箚
付
都
督
僉
事
豊
臣
玄
以
、
准
此
、

（
朱
方
印
）

万
暦
弐
拾
参
年
弐
月　
『
初
四
』
日
給

（
青
印
）

「
箚
付
」（
押
署
）

文
書
の
法
量
は
縦
一
一
一
糎
×
横
八
五
・
三
糎
と
大
き
い
た
め
、
安
南
文
書
と

は
か
な
り
異
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、「
箚
付
式
」
に
則
っ
て

書
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
洪
武
禮
制
』
に
定
め
ら
れ
た
文
書
様
式
は
、
現
存
文
書
か
ら

み
て
も
料
紙
の
大
き
さ
に
は
隔
た
り
は
あ
る
が
、
簡
略
化
し
て
み
る
と
様
式
的
に
安

南
文
書
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
違
点
は
多
々
あ
る
が
、
ご
く
簡
略
化
す
る
と
、

本
文
の
後
に
年
号
月
日
が
あ
り
、
そ
の
上
に
朱
印
が
押
さ
れ
、
奥
上
に
文
書
の
名
称

（
あ
る
い
は
機
能
を
示
す
文
字
）
が
大
字
で
押
印
ま
た
は
記
さ
れ
、
そ
の
下
に
花
押

が
あ
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、
箚
付
は
四
周
に
青
い
文
様
帯
を
刷
り
だ
し
て
い
る
が
、
前
述
の
28
も
料
紙

の
四
周
に
文
様
帯
を
も
ち
、
同
様
の
安
南
国
書
は
他
に
も
数
通
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

点
も
、
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
三
節
朝
鮮
王
朝
の
文
書
と
の
比
較

朝
鮮
時
代
の
公
文
書
制
度
は
、
朝
鮮
時
代
初
期
に
は
明
の
『
洪
武
禮
制
』
の
規
定
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に
拠
っ
て
お
り
、
明
の
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
た
。
上
達
文
書
と
し
て
牒
呈
、
平
達

文
書
と
し
て
平
關
、
下
達
文
書
と
し
て
箚
付
と
下
帖
が
あ
っ
た
。
や
が
て
成
宗
代
の

一
四
六
九
年
に
『
経
国
大
典
』
が
完
成
す
る
と
、
公
文
書
制
度
も
そ
れ
に
拠
る
こ
と

と
な
り
、
朝
鮮
末
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
）
39
（

。

『
経
国
大
典
）
40
（

』
巻
三
「
礼
典
」
に
定
め
ら
れ
た
文
書
様
式
の
う
ち
、「
平
關
式
」
と

「
帖
式
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
安
南
文
書
と
同
様
の
様
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
平
關
式
」
に
よ
る
と
「
關
」
は
官
府
相
互
官
で
授
受
さ
れ
る
官
用
文
書
で
、
同

等
な
官
府
相
互
間
と
上
級
官
庁
か
ら
下
級
官
庁
へ
出
す
文
書
で
あ
る
。
同
等
な
官
衙

間
の
關
文
を
「
平
關
」
と
い
う
。

某
衙
門
為
某
事
云
云
合
行
移
關
請

照
験
施
行
須
至
關
者

右　

關

某
衙
門

年
印
月

某
關
某
職
押　

某
職
押

こ
れ
を
簡
略
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

本
文

年
号
月
（
朱
印
）

某
「
關
」（
黒
印
）（
其
職
押
）

次
に
現
存
す
る
關
の
一
例
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
本
文
書
は
、
洪
煕
元
年

（
一
四
二
五
・
世
宗
七
）
十
二
月
五
日
に
典
農
判
官
裴
權
（
一
三
七
二
〜
一
四
二
七
）

を
京
畿
都
事
に
任
命
す
る
時
、
吏
曹
か
ら
出
し
た
關
で
あ
る
）
41
（

。
中
国
年
号
左
側
に

「
差
任
」
と
い
う
文
書
発
送
事
由
を
傍
書
す
る
点
な
ど
『
洪
武
禮
制
』
に
規
定
さ
れ

た
平
關
式
に
み
る
様
式
的
特
徴
と
一
致
す
る
。
こ
の
文
書
は
、『
経
国
大
典
』
に
文

書
式
が
規
定
さ
れ
る
以
前
の
時
期
に
明
国
の
平
關
式
を
借
用
し
た
朝
鮮
初
期
關
の
様

式
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

吏
曹
為
差
任
事
、
洪
煕
元
年
十
二
月
初
四
日
、
知
申
事
臣
郭
存
中
次
知
、

口
傳
施
行

教
旨
、
京
畿
観
察
黜
陟
使
・
経
歴
所
経
歴
安
崇
善
等
満
本
乙
良
、
典
農
判
官
裴

權
弋
只
、
都
事
以
進
𠮟
使
内
良
如
、
教
右
良
如
教
事
是
去
有
良

、
合

行
移
關
、

請照
験
施
行
、
須
至
關
者
、

右　
　
　
　

 

關

典
農
判
官
裴

（
朱
方
印
）

　
　
　
　

洪
煕
元
年
十
二
月
初
五
日

　
　
　
　
　
　
　

差
任

正
郎　
　
　
　

佐
郎

　
　
　
　

關　

判
書
（
署
押
）
参
判　

参
議　

正
郎
（
署
押
）
佐
郎
（
署
押
）

正
郎　
　
　
　

佐
郎

　
「
帖
式
」
は
『
経
国
大
典
』
に
次
の
と
お
り
示
さ
れ
て
い
る
。
品
高
衙
門
が
七
品

以
下
の
官
員
へ
、
ま
た
は
官
府
の
長
が
属
官
へ
下
す
文
書
と
し
て
、
差
定
（
任
命
）、

勿
侵
（
侵
犯
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
）
ま
た
は
訓
令
な
ど
に
下
し
た
文
書
様
式
で

あ
る
。某

曹
為
某
事
云
云
合
下
仰
照
験
施
行
須
至
帖

者
右
帖
下
某
准
此

年
印
月　

日

帖
判
書
押　

参
判
押　

参
議
押　

正
郎
押

佐
郎
押

こ
れ
を
簡
略
化
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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本
文

年
号
月
日
（
朱
印
）

「
帖
」（
黒
印
）（
其
職
押
）

次
ぎ
に
現
存
す
る
帖
の
一
例
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
万
暦
三
十
一
年

（
一
六
〇
三
・
宣
祖
三
十
六
）
に
崔

を
權
知
承
文
院
副
正
字
に
任
命
す
る
た
め
に
、

吏
曹
か
ら
発
給
し
た
差
帖
で
あ
る
）
42
（

。

吏
曹
為
差
定
事
、
萬
暦
三

十
一
年
十
二
月
初
四
日
、
同
副
承
旨

臣
具
義
剛
次
知
、
口

傳
權
知
承
文
院
副
正
字
乙
良
、

崔

弋
只
、
進
𠮟
使
内
良
如
為
、
口

傳
施
行
為
有
置
有
等
以
、
合
下
仰

右
帖
下
新
及
第
・
進
士
崔

弋
、
准
此

　
　
（
朱
方
印
）

萬
暦
三
十
一
年
十
二
月
日

 

差
定

正
郎

帖　

判
書　

参
判　

参
議
（
署
押
）

佐
郎
（
署
押
）

以
上
の
よ
う
に
、
明
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
朝
鮮
時
代
の
文
書
様

式
に
も
奥
上
に
文
書
機
能
を
大
書
す
る
も
の
が
有
る
。
そ
し
て
、
文
書
様
式
を
簡
略

化
す
る
と
、
安
南
の
国
書
の
う
ち
奥
上
に
大
字
「
書
」
を
表
す
文
書
と
同
様
で
あ
る

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

第
四
節
琉
球
王
朝
文
書
と
の
比
較

琉
球
は
、
朝
鮮
や
南
海
諸
国
と
の
交
隣
関
係
に
お
い
て
咨
を
用
い
た
こ
と
が
あ

る
。
高
橋
氏
は
こ
れ
を
咨
式
外
交
文
書
と
し
て
い
る
。
具
体
例
は
『
歴
代
宝
案
』

に
多
く
み
ら
れ
る
の
で
、
一
例
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
本
文
書
は
洪
煕
元
年

（
一
四
二
五
・
尚
巴
志
四
）
に
国
王
尚
巴
志
か
ら
明
国
礼
部
に
充
て
永
楽
帝
へ
の
進

香
の
事
、
冊
封
と
先
王
へ
の
賜
祭
に
対
す
る
謝
恩
の
進
貢
の
事
を
記
し
た
も
の
で
あ

る
）
43
（

。

琉
球
国
中
山
王　
　

為
謝

恩
等
事
（
中
略
）

須
至
咨
者

（
目
録
略
）

右　
　

咨

礼　
　

部

洪
煕
元
年
閏

月
十
七
日

謝

恩
等
事

咨

咨
は
、
対
等
の
役
所
間
で
用
い
ら
れ
た
公
文
書
で
、
先
に
「
明
国
箚
付
」
で
み
た

と
お
り
で
あ
る
。
琉
球
は
、
書
式
外
交
文
書
も
用
い
て
い
た
が
、
咨
式
外
交
文
書

も
用
い
て
い
た
。『
歴
代
宝
案
』
に
あ
る
写
し
に
よ
っ
て
も
、
奥
上
に
大
字
で
「
咨
」

と
あ
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
安
南
の
書
や
明
の
咨
文
・
箚

付
、
朝
鮮
の
關
・
帖
に
通
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
高
橋
公
明
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
）
44
（

、
琉
球
に
よ
る
咨
式
外
交
文
書
の
使
用
は
、
書
式
外
交
文
書
が
日
朝
間
・

琉
朝
間
等
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
中
で
、
周
辺
諸
国
の
間
で
は
一
般
的
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
五
節
室
町
幕
府
文
書
と
の
比
較

日
本
の
文
書
の
内
で
も
、
対
外
関
係
に
は
咨
文
を
用
い
た
こ
と
が
あ
り
、『
善
隣

国
宝
記
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
成
化
十
一
年
（
一
四
七
五
）
八
月
二
十
八
日
付
け

で
足
利
義
政
が
「
日
本
国
王
臣
源
義
政
」
と
し
て
大
明
皇
帝
に
表
文
を
進
呈
し
）
45
（

、
同
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じ
日
付
で
「
日
本
国
」
か
ら
礼
部
に
充
て
て
次
の
咨
文
を
送
っ
て
い
る
）
46
（

。

別
幅　

別
幅
の
両
字
よ
り
咨
の
一
字
に
到
る
ま
で
、
同
幅
に
書
す
。

馬
肆
疋　
　
　
　
　

散
金
鞘
柄
太
刀
貮
把

（
中
略
）

石
湖
集　

全
部　
　

老
學
菴
筆
記
全
部

右　
　

咨

禮　
　

部
日
本
國
王
印
也
、

成
化
拾
壹
年
捌
月
廿
八
日　

日
本
國

咨　

大
字
書
之

こ
の
咨
文
は
別
幅
と
同
幅
に
記
さ
れ
た
も
の
で
、本
文
の
後
に
年
号
月
日
が
あ
り
、

そ
の
上
に
日
本
国
王
印
を
押
し
、
奥
上
に
「
咨
」
と
大
字
で
書
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
天
順
八
年
（
一
四
六
四
）
八
月
十
三
日
付
け
で
、
宣
徳
勘
合
の
未
使
用
分

と
底
簿
を
返
納
し
、
あ
わ
せ
て
書
籍
と
銅
銭
の
下
賜
を
求
め
る
内
容
の
咨
を
「
日
本

国
」か
ら
礼
部
に
送
っ
て
い
る
）
47
（

。
文
書
様
式
は
成
化
十
一
年
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

日
本
で
も
明
と
の
外
交
に
お
い
て
は
、
咨
文
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
の
咨
文
で
は
、
や
は
り
奥
上
に
「
咨
」
と
大

書
す
る
様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
点
で
、
安
南
の
「
書
」
に
通
じ
る
も
の
が
認
め
ら

れ
る
。

お
わ
り
に

安
南
か
ら
日
本
へ
寄
せ
ら
れ
た
国
書
三
十
通
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
ら

を
鄭
氏
と
広
南
阮
氏
の
発
給
文
書
に
分
け
る
と
と
も
に
、
差
出
と
充
所
の
関
係
で
整

理
し
て
、
A
国
主
か
ら
国
主
充
、
B
国
主
か
ら
臣
下
充
、
C
臣
下
か
ら
国
主
充
、
D

臣
下
か
ら
臣
下
充
、E
国
主
か
ら
国
充
の
五
つ
に
分
類
し
て
考
察
し
た
。
そ
れ
ら
は
、

日
本
国
充
の
「
暁
示
」
等
を
除
く
と
、
お
お
む
ね
書
簡
と
し
て
い
い
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
多
く
は
奥
上
に
「
書
」
と
大
字
が
あ
る
様
式
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
奥
上
に
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
国
書
と
、
そ
れ
が
な
い
国
書
の
間
で
、
内

容
に
特
段
の
異
な
る
点
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
国
書
の
多
く
は
、
高
橋
公
明
氏
が

書
式
外
交
文
書
と
す
る
様
式
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
奥
上
に
文
書
の
機
能
を
大
字
で
表
す
こ
と
は
、「
書
」
の
大
字
こ
そ
み
ら

れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
他
の
様
式
に
お
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
明
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
国
内
で
用
い
ら
れ
る
文
書
の
奥
上
に
大
字
を
記
す

こ
と
が
、
法
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
実
際
に
法
制
に
則
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
琉
球
、
日
本
に
お
い
て
も
、
外
交
文
書
に
用
い
た
咨
文
に
つ
い

て
は
、
奥
上
に
大
字
を
表
す
様
式
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

結
論
と
し
て
、
安
南
の
国
書
は
、
書
式
外
交
文
書
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
多
く
が
奥
上
に
「
書
」
を
大
字
で
表
す
と
い
う
様
式
も
、
東
ア
ジ
ア
で
多
用
さ

れ
た
文
書
様
式
の
一
類
型
と
い
え
よ
う
。
特
異
な
形
態
の
花
押
印
な
ど
か
ら
、
一
見

す
る
と
際
だ
っ
た
様
式
に
み
え
る
安
南
の
国
書
で
あ
る
が
、
大
枠
で
は
東
ア
ジ
ア
漢

字
文
化
圏
の
常
識
的
な
国
書
の
様
式
の
範
疇
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
安
南
の
国
書
に
は
奥
上
の
「
書
」
の
大
字
が
あ
る
も
の
と
、
な
い
も
の
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
本
で
あ
っ
て
も
大
字
が
な
い
文
書
も
あ
り
、
両
様
あ
る
の

は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
全
通
に
共
通
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
と
し
て
は
、
年
号
月
日
の
上
に
朱
方
印
を
捺
す
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本

稿
で
扱
っ
た
三
十
通
に
は
、
写
も
多
く
含
ま
れ
、
朱
印
が
写
さ
れ
て
い
な
い
国
書
も

あ
る
。
し
か
し
、
全
通
を
見
渡
し
て
も
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
確
証

の
も
て
る
国
書
は
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
年
号
月
日
上
の
朱
方
印
が
全
通
に
共
通
す

る
可
能
性
は
指
摘
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
1
）
拙
稿
①
「
安
南
日
越
外
交
文
書
集
成
」
九
州
国
立
博
物
館
紀
要
『
東
風
西
声
』
第
九
号
、

二
〇
一
四
年
三
月
。

（
2
）
九
州
国
立
博
物
館
編
『
大
ベ
ト
ナ
ム
展 

公
式
カ
タ
ロ
グ 

ベ
ト
ナ
ム
物
語
』
二
〇
一
三
年
四

月
に
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
。

（
3
）
拙
稿
②
「
安
南
日
越
外
交
文
書
の
古
文
書
学
的
研
究
」『
古
文
書
研
究
』
八
一
号
、

二
〇
一
六
年
六
月
。

な
お
、
日
本
か
ら
安
南
へ
送
っ
た
外
交
文
書
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
③
「
続
安
南
日
越
外
交
文

書
集
成
」
九
州
国
立
博
物
館
紀
要
『
東
風
西
声
』
第
一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
が
あ
る
。

（
4
）
フ
イ
ン 

ト
ロ
ン 
ヒ
エ
ン H

U
Y
N
H
 T
RO
N
G H
IEN

『
還
シ
ナ
海
に
お
け
る
近
世
日
越

関
係
史
の
研
究
』（
広
島
大
学
へ
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
。
学
位
授
与
年
月
日 

二
〇
一
四
年
三

月
二
三
日
）
に
お
い
て
、
本
稿
で
扱
う
国
書
の
う
ち
多
く
を
全
文
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
書
き

下
し
文
に
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
5
）
鈴
木
靖
民
・
金
子
修
一
・
石
見
清
裕
・
浜
田
久
美
子
編
『
訳
註
日
本
古
代
の
外
交
文
書
』
八

木
書
店
、
二
〇
一
四
年
二
月
。

（
6
）
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料　

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
集
英
社
、

一
九
九
五
年
一
月
。

（
7
）
松
方
冬
子
「
総
論　

国
書
が
む
す
ぶ
外
交
」
松
方
冬
子
編
『
国
書
が
む
す
ぶ
外
交
』
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
一
月
。

（
8
）
蓮
田
隆
志
・
米
谷
均
「
近
世
日
越
通
交
の
黎
明
」『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
五
六
巻
二
号
、

二
〇
一
九
年
一
月
。

（
9
）
拙
稿
「
史
料
紹
介 

安
南
日
越
外
交
文
書
二
題
」（
小
島
浩
之
編
『
東
ア
ジ
ア
古
文
書
学
の
構

築
』
二
〇
一
八
年
三
月
、
東
京
大
学
経
済
学
部
資
料
室
）
で
は
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵

「
吉
田
文
書
」
に
あ
る
38
の
写
を
紹
介
し
た
。
な
お
、
吉
田
は
角
倉
の
本
姓
で
あ
る
。
そ
の
写

は
、
わ
ざ
わ
ざ
紙
を
貼
り
継
い
で
料
紙
の
大
き
さ
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
比
較
的
、
原

本
に
忠
実
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
写
に
は
、
年
月
日
上
に
捺
さ
れ
て
い
た
朱
印
の
印
文

が
「
大
元
帥
統
國
政
清
都
王
」
と
楷
書
で
書
か
れ
て
い
る
。

「
黎
明
」
で
は
、
吉
田
文
書
で
は
「
小
さ
く
印
文
を
楷
書
で
記
し
て
お
り
、
原
本
を
そ
の
ま

ま
再
現
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
楷
書
の
印
文
は
不
自

然
で
あ
り
、
本
文
二
行
目
に
あ
る
官
職
名
に
拠
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
黎
明
」
で
は
、『
異
国
日
記
』
上
に
は
印
文
が
二
字
×
四
行
で
模
写
さ
れ
、
後
半
は

「
使
司
之
印
」
と
読
め
る
た
め
、
印
文
を
「
安
南
都
統
使
司
之
印
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。

『
異
国
日
記
』
の
方
が
史
料
的
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
黎
明
」

の
説
を
採
る
こ
と
に
す
る
。

（
10
）
「
黎
明
」
で
は
、「
近
藤
守
重
は
角
倉
宛
の
下
文
と
解
釈
し
て
い
る
（『
外
蕃
通
書
』
第
13
冊
）」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
外
蕃
通
書
』
中
の
本
文
書
の
名
称
が
「
安
南
国
清
都
王
付
角
藏
書
」

と
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
お
ら
れ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
文
中
に
「
付
艚

長
角
藏
末
吉
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
艚
長
角
藏
末
吉
等
」
に
託
し
て

と
い
っ
た
意
味
合
い
だ
と
考
え
ら
れ
、
近
藤
が
「
角
倉
宛
の
下
文
」
と
解
釈
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。

（
11
）
『
異
国
日
記
』
寛
永
元
年
十
二
月
二
十
日
条
（
上
一
〇
二
）、
お
よ
び
（
上
一
一
〇
）。『
異
国

日
記
』
は
、
異
国
日
記
刊
行
会
編
『
影
印
本
異
国
日
記
―
金
地
院
崇
伝
外
交
文
書
集
成
』

（
一
九
八
九
年
、
東
京
美
術
）
に
よ
る
。（　

）
内
に
は
上
下
巻
の
別
と
図
版
番
号
を
記
し
た
。

（
12
）
註
3
拙
稿
③
に
は
日
本
か
ら
安
南
へ
送
っ
た
書
簡
を
集
成
し
て
お
り
、
そ
の
文
書
番
号
を

「
日
（
番
号
）」
で
示
す
。
な
お
、
日
26
家
光
と
日
27
奉
行
衆
の
返
書
案
は
、『
異
国
日
記
』（
下

九
四
〜
九
五
）
で
は
38
に
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拙
稿
③
で
は
、
不
覚
に

も
広
南
阮
氏
充
の
文
書
と
し
て
し
ま
っ
た
。「
黎
明
」
で
は
、
こ
の
こ
と
を
正
し
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

（
13
）
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
林
屋
辰
三
郎
『
角
倉
素
庵
』（
一
九
七
八
年
、
朝
日
新
聞
社
）
に

概
略
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）
文
理
侯
に
つ
い
て
は
、
蓮
田
隆
志
「
17
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
鄭
氏
政
権
と
宦
官
」（『
待
兼
山
論

叢
』
三
九　

史
学
篇
、
二
〇
〇
五
年
）、
お
よ
び
同
「
文
理
侯
陳
公
補
考
」（『
東
ア
ジ
ア
』

二
三
、
二
〇
一
四
年
）
に
詳
し
い
。

（
15
）
『
異
国
日
記
』（
上 

二
三
、
下 

一
〇
四
）。
21
平
安
王
鄭
松
令
旨
写
と
22
文
理
侯
書
簡
写
に

あ
た
る
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
番
号
は
註
1
拙
稿
①
の
番
号
。
以
下
同
。

（
16
）
24
文
理
侯
書
簡
（
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
）
と
26
広
冨
侯
郡
主

（
高
橋
琢
也
氏
旧
蔵
）。

26
は
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
原
本
写
真
に
拠
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
17
）
『
異
国
日
記
』（
上 

二
三
）

（
18
）
日
15
、
日
20
、
日
21
、
日
25
（
1
）、
日
25
（
2
）。

（
19
）
一
行
目
の
「
秀
吉
」（『
異
国
来
翰
認
』
は
「
家
康
」
と
す
る
）
と
印
文
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵

『
外
国
書
翰
』
に
拠
る
。

（
20
）
拙
稿
④
「
ま
ぼ
ろ
し
の
「
異
国
書
翰
屏
風
」
に
つ
い
て
」『M

U
SEU
M

』
№
六
七
一
、

二
〇
一
七　

年
一
二
月
。

（
21
）
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
金
永
鍵
「
安
南
の
史
料
に
現
れ
た
る
顕
貴
の
名

に
就
い
て
」（『
印
度
支
那
と
日
本
と
の
関
係
』
冨
山
房
、
一
九
四
三
年
）
が
あ
る
。

（
22
）
中
村
裕
一
「「
致
書
」
文
書
」『
隋
唐
王
言
の
研
究
』
第
三
章
第
二
節
、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
三
年
。

（
23
）
中
西
朝
美
「
五
代
北
宋
に
お
け
る
国
書
の
形
式
に
つ
い
て
―
「
致
書
」
文
書
の
使
用
状
況

を
中
心
に
―
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
三
三
、
二
〇
〇
五
年
五
月
。

註
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（
24
）
『
外
蕃
書
翰
』
は
「
家
康
公
」
と
す
る
が
、『
異
国
来
翰
認
』
は
「
正
成
公
」
と
す
る
。
本
文

中
で
述
べ
る
よ
う
に
「
正
成
公
」
が
正
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
表
記
し

た
。

（
25
）
『
外
蕃
書
翰
』
二
五
二
九
五
に
は
横
線
が
な
い
が
、『
異
国
来
翰
認
』
に
は
横
線
あ
り
。

（
26
）
日
3
（
1
）
は
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
「
島
津
家
文
書
之
三
」
一
四
七
四
、
日
（
2
）

は
『
島
津
国
史
』
巻
之
二
十
三
に
よ
る
。
二
通
は
同
年
月
日
付
け
で
あ
る
。
3
（
2
）
は
本
文

に
省
略
を
加
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
元
は
同
文
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
27
）
本
書
簡
と
29
の
長
谷
川
藤
広
充
の
書
簡
に
み
え
る
、「
暹
羅
国
擾
乱
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

⑤
「
安
南
日
越
外
交
文
書
に
み
る
17
世
紀
前
半
の
日
タ
イ
交
流
」（
平
成
二
四
〜
二
六
年
度
科

学
研
究
費
助
成
事
業　

基
盤
研
究
（
B
）
研
究
（
研
究
代
表
者 

原
田
あ
ゆ
み
）
成
果
報
告
書　

課
題
番
号24401020

『
タ
イ
に
お
け
る
異
文
化
の
受
容
と
変
容
―
13
世
紀
か
ら
18
世
紀
の
対

外
交
易
品
を
中
心
と
し
て
―
』
二
〇
一
六
年
）
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
28
）
上 

三
三
―
三
四
。

（
29
）
「
黎
明
」
で
も
阮
潢
が
「
瑞
国
公
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
瑞
国
公
が
阮
潢
で
あ
る
こ
と
は
鉄
案
で
あ
る
。」
と
結
論
し
て
い
る
。

（
30
）
平
田
茂
樹
『
宋
代
政
治
構
造
研
究
』
「
第
三
章　

文
書
を
通
し
て
見
た
宋
代
政
治
」
汲
古
書

院
、
二
〇
一
二
年
。

（
31
）
主
編
楊
一
凡
・
田
濤
、
點
校
戴
建
國
『
中
國
珍
稀
法
律
典
籍
續
編
』
第
一
冊
（
黒
龍
江
人
民

出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

（
32
）
高
橋
公
明
「
外
交
文
書
、「
書
」・「
咨
」
に
つ
い
て
」『
年
報
中
世
史
研
究
』
七
、
一
九
八
二

年
。

（
33
）
註
3
拙
稿
③
参
照
。

（
34
）
註
6
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料　

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
巻
中
㉖
文

書
。

（
35
）
『
皇
明
制
書
』
巻
七
所
収
（
古
典
研
究
会
発
行
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
。

（
36
）
『
大
明
会
典
』
巻
七
十
六
（
東
南
書
報
社
印
行
、
第
三
冊
）
に
よ
る
。

（
37
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

第
三
六
会
資
料
展
覧
会
『
東
ア
ジ

ア
と
日
本
、
世
界
と
日
本
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
一
三
年
に
解
説
と
画
像
掲
載
。
蒋

洲
咨
文
に
つ
い
て
は
、
田
中
健
夫
「
明
人
蒋
洲
の
日
本
宣
輸
」（『
中
世
対
外
関
係
史
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
須
田
牧
子
「『
蒋
洲
咨
文
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
38
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
註
37
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
、
世
界
と
日
本
』
に
解
説
と
画
像

掲
載
。

（
39
）
朴
竣
鎬
「
韓
国
の
古
文
書
形
式
と
礼
制
体
式
」『
古
文
書
研
究
』
六
七
号
、
日
本
古
文
書
学

会
、
二
〇
〇
九
年
。

（
40
）
学
東
叢
書
第
六
『
経
国
大
典
』（
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
刊
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
。

（
41
）
藏
書
閣
編
纂
『
韓
國
古
文
書
精
選
』
五　

牒
呈
・
關
・
帖
（
韓
国
学
中
央
研
究
院
出
版
部
、

二
〇
一
四
年
）
に
よ
る
。

（
42
）
註
41
に
同
じ
。

（
43
）
巻
十
六
（
一
―
一
六
―
○
一
）。『
歴
代
宝
案　

校
訂
本
』
第
一
冊
（
沖
縄
県
教
委
委
員
会

編
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

（
44
）
註
32
に
同
じ
。

（
45
）
註
6
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料 

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
巻
中
39
文
書
。

（
46
）
註
6
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料 

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
巻
中
40
文
書
。

（
47
）
註
6
田
中
健
夫
編
『
訳
註
日
本
史
料 

善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
巻
下
⑧
文
書
。

付
記本

稿
第
四
章
は
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
五
日
に
沖
縄
県
立
芸
術
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
日
本
古

文
書
学
会
大
会
で
の
報
告
「
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
安
南
文
書
の
様
式
に
つ
い
て
」
に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
文
化
庁
文
化
財
第
一
課
主
任
文
化
財
調
査
官
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究

協
力
者
）　

（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
六
日
審
査
終
了
）
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Annamese Japan–Vietnam Diplomacy Documents in the East Asian 
Document Style: Focusing Document Style

FUJITA Reio

In the period between the end of the 16th and 17th century, which is covered in this report,  

Vietnam was known as Dai Viet, and the Emperor of the Le dynasty resided in Hanoi. However, the 

Emperor did not have any real power, and the actual power was held by the Trinh lords in northern 

Vietnam and the Nguyen lords in central and southern Vietnam, while Le served as Emperor in 

name only. Both families referred externally to their country as Annam, and the Japanese exchanged 

documents and conducted trade with both.

In these documents, there are numerous Kao（花押）stamps with unusual shapes. Even among 

the  countries that used Chinese characters, these shapes draw particular attention. In a manuscript 

previously published by the author, each document sent from Annam was classified, and the style was 

stated. In this paper, the author would like to clarify the background of establishing this document 

style. To that end, from among the diplomacy documents, the analytical target of this paper will 

be the 30 diplomatic messages sent by the head of state that were used in exchanges between the 

countries. Through their analysis, an attempt will be made to position the Annam documents within 

the documentary system of the countries using Chinese characters in and around East Asia. 

The 30 diplomatic messages sent by the head of the state can be divided into those that were sent 

by Trinh and those that were sent by Nguyen. Furthermore, by organizing the relationship between 

the sender and the receiver, they are divided into five categories, namely, a） from King to King, b） 

from King to vassal, c） from  vassal to King, d） from vassal to vassal, and E） from King to country. A 

detailed commentary and study of these documents will be included. 

In conclusion, the Annam documents were diplomacy documents that were circulated in east 

Asia in the prescribed form, and many of them were in the documentary style that was frequently 

used in East Asia, wherein “Sho” （書） is written in large lettering at the top of the rear side. Based on 

the Kao stamps with unusual shapes, these Annam diplomatic messages may at  first appear to have 

an unusual style. However, they likely fit into the general framework of typical diplomatic message 

formats employed in the countries using Chinese characters in East Asia.

Key words: Annam, Diplomatic messages, East Asia, International comparrison,  Document style
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